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「空・山・川のふれあいのある 美しいふるさと」の実現に向けて 

 
 

本町では、平成１９年３月に「住民活力でつくるまちづくり」をスロー

ガンとして“空・山・川のふれあいのある美しいふるさと”を将来像とし

た第１次紀美野町長期総合計画の基本構想と前期基本計画を策定し、まち

づくり施策を展開してまいりました。計画策定より５年間において、住み

やすいまちづくり事業として「各種道路整備の推進」「地上デジタル放送難

視聴対策」、人口対策事業として「定住支援対策」、福祉対策事業として「中

学生までの医療費の無料化」、教育対策事業として「特色のある学校づくり」、

経済活性化対策事業として「農林商工業者への支援対策」など、計画に基づいた各種事業に取り組み順

調に成果を挙げてまいりました。  

しかし、近年の国と地方のあり方を見直す機運の高まりや、高度情報化の進展、少子高齢化社会の進

行、不透明な財政状況など、本町を取り巻く環境は計画策定当時と様相が大きく変化してきています。 

このため町民アンケートの実施や長期総合計画審議会の開催により、町民の皆様から貴重なご意見を

いただくとともに、前期基本計画の進捗状況の検証を実施し、長期総合計画の基本構想を尊重しつつ、

時代の潮流の変化を捉えたさまざまな課題への対応や、地域の個性と活力を活かした事業を見据えた持

続可能な町政運営と地域協働の活性化を目指した「第１次紀美野町長期総合計画・後期基本計画」を策

定いたしました。  

空・山・川の豊かな自然環境の中で、町内外の多様な人々が出会い、ふれあい、共に支え合い、いき

いきと活力にあふれる「美しいふるさと」を目指すには、行政だけでなく町民・地域が協力して取り組

まなくてはならないと考えています。本町の住民全てがお互いに助け合い、自らが主役となって築いて

いくという姿勢を、後期基本計画の基本理念としました。この後期基本計画をこれからのまちづくりの

指針として、将来像の実現に向けて全力をあげて取り組み、魅力あるまちづくりに努めてまいりますの

で、町民の皆様のより一層のご理解とご協力をお願いいたします。最後に、計画の策定にあたりまして、

ご尽力を賜りました長期総合計画審議会委員の皆様をはじめ、貴重なご意見、ご提言をいただきました

町民の皆様方に厚くお礼申しあげます。 

 
平成２４年３月 

紀美野町長 寺本 光嘉 
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 Ⅰ 計画の趣旨 
 

 



 

 

 

 

１．計画の位置づけ 

 

第 1次紀美野町長期総合計画は、平成１９年度（２００７年）を初年度とし、平成２８年度（２０１６年）

を目標年度とする１０ヶ年の計画であり、計画期間が１０ヶ年の基本構想と、計画期間が５ヶ年の基本

計画からなります。基本計画は基本構想の前期〔平成１９年度（２００７年）～平成２３年度（２０１１年）〕

と後期〔平成２４年度（２０１２年）～平成２８年度（２０１６年）〕に分けられ、前期計画の進捗状況や

施策・事業の評価、成果等を踏まえ、後期基本計画を策定することとしました。 

本計画は、第1次紀美野町長期総合計画の後期基本計画にあたります。 

◆長期総合計画の構成◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．後期基本計画の特徴  

 

前期基本計画は、章と節で構成し、節ごとに項を設定しています（７章－１５節－４１項－１１８施策）。

なお、章は基本目標、節は計画目標、項は施策目標に相当します。また、計画は、項（施策目標）ごと

に、「現状と課題」、「基本方針」、「施策体系」、「施策内容」の構成で表現しています。 

後期基本計画は、前期計画と同様、章－節－項－施策で構成しますが、前期計画が項について現況と

課題および基本方針を定めたのに対し、後期基本計画は項を構成する施策について現況と課題および施

策の展開方向を定めます。これは、後期基本計画の目標の一つである計画の進行管理に当たって、項レ

ベルでは対象と目的の範囲が広く抽象的となり、指標設定が困難となるためであり、具体の事業をある

程度束ね、住民生活への影響があきらかである施策を基本単位として計画を再編することが適切である

と考えられるためです。 

この考え方に基づき、施策ごとに前期基本計画の進捗状況と今後の課題を分析し、後期基本計画の方

針を打ち出しています。 

さらに、後期基本計画では、施策の目標を達成するため、住民および事業者が行政と協働でまちづく

りに取り組む必要があることから、それぞれの役割分担を明確にすることとしました。 

 

今後は、施策の指標と役割分担に基づき、計画の進行管理を行い、基本構想に掲げる将来のまちの姿

を実現していきます。

 

 

 

◆前期基本計画の構成◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆後期基本計画の構成◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 計画の趣旨 

基本構想 

基本計画 

実施計画 

平成１９年度（２００７）～平成２８年度（２０１６） 

前期基本計画 

平成１９年度～２３年度 

後期基本計画 

平成２４年度～２８年度 

 
 

 

章 ⇒ 基本目標（まちづくりの分野施策の方針） 

節 ⇒ 計画目標（まちづくりの分野施策の方針） 

項 ⇒ 施策目標（現状と課題、施策内容） 

項ごとの具体的な事業と内容 

基
本
計
画

 

基
本
構
想

 

項 ⇒ 施策目標（現状と課題、施策内容） 

項 ⇒ 施策目標（現状と課題、施策内容） 

実
施
計
画

 

 
 

 

章 ⇒ 基本目標（まちづくりの分野施策の方針） 

節 ⇒ 計画目標（まちづくりの分野施策の方針） 

項 ⇒ 計画目標（施策目標の区分＜カテゴリー＞） 

施策 ⇒ 施策（現況と課題、施策の展開方向、 

成果指標、役割分担） 

主要事業 ⇒ 施策を構成する事業群 

基
本
計
画

 

主要事業ごとの具体的な事業と内容 

実
施
計
画
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基
本
構
想

 



 

 

 

 

 

◆後期基本計画の体系◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅱ 計画の前提 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 

第１節 地域協働の仕組みをつくり、新しいまちづくりを進める 

第２節 住民意識を高め、地域活動の輪を広げる 

第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 

第１節 多様な交流を促す交通・情報ネットワークを形成する 

第２節 自然と調和した生活環境をつくる 

第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 

第１節 土地を有効に活用し、環境と共生する 

第２節 安全な暮らしを確保する 

第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 

第１節 生涯にわたり住民の健康を守り、育む 

第２節 住民が相互に支え合う福祉を進める 

第３節 誰もが生きる喜びを持てるまちづくりを進める 

第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 

第１節 学校教育を充実し、次世代を育てる 

第２節 文化・スポーツ活動を通して社会教育を振興する 

第１節 環境と共生し付加価値を生み出す農林業を育てる 

第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 

第２節 雇用を高め、賑わいをもたらす商工業・観光を振興する 

第３節 産業間の融合により、就労・雇用の場を創り出す 

第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 行財政改革を進める 
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本章では、後期基本計画を検討する上で考慮した紀美野町のまちづくりに関わる諸条件（前期計画と

後期計画策定時を比べ変化があった項目を中心に）を整理します。 

 

１．紀美野町を取り巻く社会の動向 

 

わが国では少子高齢化の進展による人口減少社会が到来しています。とりわけ生産年齢人口の減少や

世界経済の低迷とあいまって、長期的に不透明な時代を迎えています。そんなおりに発生した東日本大

震災は、私たちに次の３つに繋がる変革を求めています。 

まず、すべての人を対象とした暮らし全般に関わる安全とともに安心を保障することです。次に、環

境をはじめとした良好な状態を維持し、工夫を加えながら次世代へ引き継ぐことです。さらに、安全安

心を保障しつつ、次世代へ引き継ぐため、近隣自治※のしくみを備えることです。 

 

≪国民の安全安心を確実に守る社会へ≫ 

 

 

 

 年齢、性別、身体的状況、国籍、言語、知識、経験などの違いに関係なく、すべての人が安全で
安心して暮らせる社会をめざすことが重視されています。 

 少子化と高齢化が同時に進む人口減少社会の中で、年齢階層別の人口構成に不均衡が生じ、それ
への対応策が求められています。 

 高齢期の暮らしが、誰にとっても生き生きとしたものとなるような社会づくりや、必要なときに
適切な医療や介護が受けられる社会が求められています。 

 平成２３年9月の台風１２号による紀伊半島豪雨災害をはじめ、地震、火災等の対策の整備とと
もに、地域での人と人とのつながりが重視されています。 

 国際的な移動のしやすさとともに物流の動きも活発化する中で、重篤な感染症の世界流行への備
えが求められています。 

 わが国の食料自給率が低い中で、安全な食料の質・量の確保をはじめ住民ニーズにあった食べ物
の提供とともに食文化の育成が重視されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪次の世代に良きものを引き継ぐ社会へ≫ 

 

 

 

 地球温暖化をはじめとした地球規模での環境問題への対応が重視されています。特に、東日本大
震災での原子力発電所事故等により、自然の汚染や健康問題とともにエネルギーに対する意識の

変化を踏まえた早急な判断が求められています。 

 地産地消を重視した農業をはじめ、地域の優位性を生かした産業や、地域の雇用の創出に寄与す
る地域に根付いた産業等の振興が重視されています。 

 法のもとに公共の目的の実現をめざして行われる行政運営を、財政を含めて良好で継続的に推進
することが求められています。 

 安心して子どもを産み、育てることのできる環境づくりや、時代を切り開き、力強く生き抜く精
神、知恵、技術を次世代に伝えることが求められています。 

 

≪近隣自治のしくみを備えた社会へ≫ 

 

 

 

 次世代の社会づくりに向けて、地域や社会自らがたてた規範に従って行動することや自らの意志
によって判断する自律の考え方が重視されています。 

 地方分権推進の中で、地域の自己決定・自己責任の考え方を基に、個人・地域・自治体等の関係
性も含めた地域自治の変化への対応が求められています。 

 従来からの地縁型のコミュニティ※は衰退傾向にはありますが、定年退職等により地域コミュニテ
ィへ参画する人の増加が見込まれるとともに、テーマ型のコミュニティ※等の住民活動が活発化し

てきています。今後、地縁型やテーマ型等で活動している住民が新しい公共の担い手になること

が期待されます。 
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Ⅱ 計画の前提 

キーワード 
ユニバーサル社会志向、年齢構造の不均衡への対応、高齢期の生きがいや介護

問題の重視、災害への備え、感染症の世界流行への備え、食の安全の確保 等 

キーワード 
環境問題への対応、地域産業の振興、良好な行財政の継続、子育て・次世代へ

の伝承 等 

キーワード 自律の重視、地域自治の変化、住民活動の新しい公共の担い手への移行 等 

○用○語○解○説 

近隣自治…町内会などの地域社会を単位とした住民組織による自主的な自治活動を指す。 

○用○語○解○説 

地縁型のコミュニティ…自治会、ＰＴＡ、青年団、老人会、商工会、消防団など古くからある組織。 

テーマ型のコミュニティ…ある一定の活動目的を持った有志による団体でＮＰＯ、サークルなど。 



 

 

 

２．地域概況 

 

（１） 人口と世帯 

本町の人口は、わが国の高度成長期以来、人口減少を継続しており、昭和５０年頃からは減少幅の縮

小がみられたものの、近年は再び減少幅が強まってきています。平成２２年の国勢調査では、１０,３９１

人となり、年少人口（０～１４歳）比率は８.４%に低下し、老年人口（６５歳以上）比率は３８.９%に

増加しています。 

世帯数は、近年減少を続けており、平成２２年の国勢調査では、３,９７１世帯となり、人口に比べて

減少率は少ないものの、核家族化や高齢者世帯の増加から１世帯当り人員は減少を続けています。 

◆紀美野町の人口の推移（国勢調査）◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 人口推計 

平成１７年、平成２２年の国勢調査をもとにコーホート変化率法により将来人口を推計すると、平成

２７年には１万人を割り、平成３２年には７,９４９人に減少し、少子高齢化がさらに進むことが予想さ

れます。 

◆紀美野町の将来人口予測◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．町民の意向 

 

第１次長期総合計画の後期基本計画の策定に向けて、町民の皆さまのニーズの把握とともに、今後、

５年間の紀美野町のまちづくりの方針づくりや施策の優先度などに反映するため、住民アンケート調査

を実施しました。 

 

（１） 調査概要 

 

①調査対象 住民基本台帳による１８歳以上の男女 

②調査数 ４,０００人 

③調査方法 郵送配布・郵送回収 

④調査期間 平成２３年８月～９月 

 

（２） 配布・回収状況 

 

配 布 数 ４,０００人 

回 収 数 １,７８５人 

回 収 率 ４４.６% 

 

（３） 調査結果 

 

① 現在の紀美野町をどう感じているか 

現在の紀美野町の住み良さについては、「どちらかといえば住み良い」が４６.４％で最も多く、次いで

「どちらかといえば住みにくい」が３０.１％となっています。５年前に行われた「紀美野町まちづくり

町民アンケート調査」（以下：前回調査）の結果と比較すると、「住み良い」は約６ポイント上昇してい

ますが、「どちらかといえば住みにくい」もほぼ同数上昇しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

住み良い
16.8%

どちらかとい

えば住み良

い 46.4%

どちらかとい

えば住みに

くい
30.1%

住みにくい
5.3%

不明 1.4%

 

紀美野町まちづくり町民アンケート調査

（平成18年7月）、回答者数1,904 

後期基本計画策定のためのアンケート調査

（平成23年9月）、回答者数1,785 
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②今後の居住意向 

今後の居住の意向については、「今の場所に住み続けたい」が６２.７％でもっとも高く、次いで「町外

（県内）のどこかに移りたい」が１５.６％となっており、「町内の別のところに移りたい」は５.３％と

低くなっています。前回調査とほぼ同様の傾向にあります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③まちづくり活動への参加度 

まちづくり活動への参加度は、「全く参加していない」が４０.６％となっており、「積極的に参加して

いる」は５.８％にとどまっています。前回調査とは選択肢の表現が若干違うものの、傾向としてはあま

り変化はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④紀美野町の将来の望ましい姿 

紀美野町の将来の望ましい姿としては、「保健・医療や福祉が充実したまち」が５０.２％で最も高く、

次いで「自然が豊かで、環境にやさしいまち」が４０.１％、「生活環境が整ったまち」が３６.３％とな

っています。前回調査との比較では、「保健・医療や福祉が充実したまち」は前回同様で最も高く変わり

ませんが、前回２番目となっていた「生活環境が整ったまち」が低くなり３番目となっています。 
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保健・医療や福祉が充実したまち

自然が豊かで、環境にやさしいまち

生活環境が整ったまち

経済的に豊かなまち

ふれあい豊かに暮らすまち

多くの人が訪れる観光・交流のまち

生涯学習のまち

その他

不明
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紀美野町まちづくり町民アンケート調査

（平成18年7月）、回答者査数1,904 

後期基本計画策定のためのアンケート調査

（平成23年9月）、回答者数1,785 
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後期基本計画策定のためのアンケート調査

（平成23年9月）、回答者数1,785 

紀美野町まちづくり町民アンケート調査

（平成18年7月）、回答者数1,904 

紀美野町まちづくり町民アンケート調査

（平成18年7月）、回答者査数1,904 

後期基本計画策定のためのアンケート調査

（平成23年9月）、回答者数1,785 

10 11 

今の場所

に住み続

けたい
66.9%

町内の別

のところに

移りたい
5.6%

県内のどこ

かに移りた

い 18.5%

県外に移り

たい 7.1%
無回答

1.9%

ほとんどの

活動に積

極的に参

加している

4.6% なるべく参

加するよう

にしている
24.6%

あまり参加

していない

（時々参加

している）

24.6%

ほとんどの

活動に参

加していな

い 44.2%

無回答

2.0%

※複数回答 

※複数回答 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅲ 基本計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)広報・広聴の充実   広報紙、回覧、議会だより、

町ホームページにより情報提

供をしています。 
 町行政への要望は、主に区長
会、各地区に出向いての町政

報告会を実施しています。ま

た、その他、提言箱の設置、

パブリックコメント＊の募集

を行っています。 
 行政と町民の双方向での情報
発信を実現するため、広報・

広聴活動のさらなる充実を図

ることが求められています。 

  広報紙は、「住民参加型広報」・
「問題提起型広報」に転換して

いきます。また、町ホームペー

ジの定期的な更新を行い、最新

の情報を掲載していきます。 
 住民自らがまちづくりに積極的
に参加することができるような

場の提供に努めます。 

 ①広報媒体の充実 
広報紙、町ホームページの充実を図

り住民への情報提供に努めます。 

 住民の役割  町民アンケート調査※2よ

り、広報活動に「満足」「や

や満足」と回答した人の割

合（％） 

    広報や回覧などの情報に

目を通します。 
 

     
      
   ②双方向型の情報交流 

町政に関する意見・提案のできる場

として区長会等を開催するとともに、

電子メールなどを活用し、町民と行政

が、情報の送受信ができる環境整備を

進めます。 

 事業者※１の役割  現況値(H23) 目標値(H28) 

    情報交流や情報発信に努

めます。 
 ５０.６ ７０.０ 

      
     
    ※1事業者とは、個人事業

者や企業、ＮＰＯ法人や各

種団体を指します。 

   

       

        

         

         

            

            

２)情報公開の推進   文書管理システムを導入し、
システム上の一元管理を可能

にするとともに、全職員の操

作習熟の研修を行い有効活用

に努めています。 
 情報公開については、個人情
報保護に留意しつつ、請求者

のニーズに添うよう、積極的

な対応に努めています。 
 町民の知る権利を尊重し、行
政情報の公開を請求する権利

を明らかにすることにより、

町民と行政との信頼関係を構

築し、町政への参画を促進し

ていくことが必要です。 

  文書管理の方法は、全庁統一し
た方法を確立していきます。 

 行政運営の公正性の確保と透明
性の向上を図り、町民が必要と

する町政情報を適切かつ迅速に

町民に公開するため、情報公開

条例、個人情報保護条例の正し

い理解により積極的に開示請求

に応じます。 

 ①行政資料の運用強化 
文書保管については全庁統一した

体制を確立します。 

 住民の役割  全庁統一した保管文書の整

理およびデータベース化

（％） 

    行政情報に興味を持ち、

行財政運営を注視します。 
 

     
      現況値(H23) 目標値(H28) 

   ②制度の適正な運用 
情報公開条例、個人情報保護条例の

正しい理解により積極的に開示請求

に応じ住民との信頼関係の構築に努

めます。 

 事業者の役割  ２０.０ ８０.０ 

    行政情報に興味を持ち、

行財政運営を注視します。 
   

       

       

        

         

         

         

         

         
   

 
 
 
 
 
 
  

１ 住民と行政の情報交流と共有化を図る 

第１節 地域協働の仕組みをつくり、新しいまちづくりを進める 

多様な手法による広報・広聴活動の推進、適正な情報公開を実施し、行政の透明性を高めます。

また、職員が地域に出向いて理解を深め、住民との信頼関係を築きます。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 

第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 地域協働の仕組みをつくり、新しいまちづ

くりを進める 
第２節 住民意識を高め、地域活動の輪を広げる 

○用○語○解○説  
パブリックコメント…（Public Comment、意見公募手続、意見提出制度）とは、公的な機関が規則あるいは命令などの

類のものを制定しようとするときに、広く公に（=パブリック）に、意見・情報・改善案など（=コメント）を求め

る手続をいう。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 

※2□成□果□指□標と□ア□ン□ケ□ー□ト  
施策の成果指標として用いている満足度に関するアンケートの設問と選択肢は以下

に示すとおりです。 
【アンケートの設問と選択肢の例示】 

項      目 

満 足 度 
満

 
 

足 

や
や
満
足 

や
や
不
満 

不

 
 

満 

(1)広報活動（役場からの情報提供） １ ２ ３ ４ ５ ６ 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)まちづくり協働

活動の推進 

  各種イベントの実施を通し、
地域住民の協働意識の高揚、

人材の育成が進みました。 
 美しく快適で活力のあるまち
づくりを推進するため、個人

や各種団体等による地域活動

を支援しています。 
 観光地や遊休施設を活かした
地域の活性化を図るととも

に、計画の策定等から住民協

働を実施しています。 
 まちづくり推進協議会を立ち
上げ、住民主体のまちおこし

となる事業の推進に努めまし

た。また、町の施設である山

の家おいし、セミナーハウス

未来塾など、４つの運営につ

いて、指定管理者制度を導入

することにより、住民意識の

向上や住民主体の活動が活発

になりました。 
 協働のまちづくりのために
は、町民一人ひとりが地域に

対する関心を高め、豊かな地

域づくりの担い手であるとい

う意識を高めることが大切で

あり、それぞれの地域や世代

に応じた啓発活動を行う必要

があります。 

  地域活性化に主体的に取り組ん
でいるさまざまな分野の人材や

組織の相互交流と、研修・事例

視察等の機会を充実し、連携し

た活動を支援します。 

 公共的なサービス提供を担うま
ちづくりグループや各種団体、

ＮＰＯ＊、コミュニティビジネス＊

事業体、民間事業所など多様な

主体の育成を図ります。 

 自由度の高い町独自の交付金制
度を整備し、住民自らが意欲的

に取り組める体制づくりを検討

します。 

 ①活動組織の育成 
まちづくり推進協議会の取り組み

を継続拡大するために支援するとと

もに、まちの活力を増強していくこと

をめざし、真国地区・小川地区に見ら

れる地域の公共的なサービス提供を

担う団体の育成を図ります。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

町内会、ＮＰＯ、ボランテ

ィアなどまちづくり活動に

「積極的に参加している」

「なるべく参加するように

している」人の割合（％） 

    自らの発言と行動に責任

を持って、まちづくりに

取り組み、自治力の向上

をめざします。 

 
     
     
     
    事業者の役割  
    協働によるまちづくりを

推進します。 
 現況値(H23) 目標値(H28) 

      ３０.１ ５０.０ 

   ②地域協働を促進する事業の推進 
地域課題に取り組む町民の主体的

な活動を支援します。 

  地域活性化に取り組んでい

る地域密着型の団体※3数 

（自治会を除く） 

      
      
       現況値(H23) 目標値(H28) 

   ③地域協働のまちづくりの推進 
いま始まりつつある地域住民グル

ープの流れを推進すべく、ワークショ

ップの開催などを通じて、住民と行政

相互が情報交流しながら、地域課題の

解決に向けた対策と住民主体の活動

や公的な支援などを話し合い、地域協

働の活動について共に考える機会を

充実させます。 

   ４ １０ 

        
      ※３ 地域密着型の団体とは地

域の住民を主体として、地域の

課題に取り組む団体であり、真

国地区における真国まちづくり

会などを指します。 

      
      
      
       
       
        
         
         
         
         
         
         

 
 
 
 
 
 
 

２ 分担・連携による地域協働の推進体制をつくる 

住民自らが主体的にまちづくりに参画することによって、町の活力が増強され、また多様な住民

参画によりまちづくり体制が拡充される活動を推進します。 

○用○語○解○説  
ＮＰＯ…広義では非営利団体のこと。狭義では、非営利での社会貢献活動や慈善活動を行う市民団体のこと。最狭義で

は、特定非営利活動促進法（１９９８年３月成立）により法人格を得た団体（特定非営利活動法人）のことを指す。 

コミュニティビジネス…コミュニティビジネス（Community Business、略称 ＣＢ）とは、地域が抱える課題を地域

資源を活かしながらビジネス的な手法によって解決しようとする事業のことである。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 

第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 地域協働の仕組みをつくり、新しいまちづ

くりを進める 
第２節 住民意識を高め、地域活動の輪を広げる 

 

16 17 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)情報発信の強化   町内の観光地、新しい名所な

ど、都会では味わえない癒し

の空間をそれぞれの観光地や

名所で提供できるようパンフ

レットやホームページで積極

的にアピールしています。ま

た、県とのタイアップで「ほ

んまもん体験」の事業を行い、

体験型の観光も同時に行って

います。 
 情報発信に関してはインター
ネットの使用環境を改善し、

迅速化を図っていますが、情

報の充実や更新が課題となっ

ています。 

  より多くの観光情報誌を利用し
た情報発信に努めるとともに、

インターネットを通じた新しい

情報サービスを利用し、町観光

情報のＰＲを充実します。 

 ホームページ閲覧者等の利用者
ニーズに合わせた情報をタイム

リーに発信します。 

 ①さまざまな機関や媒体を活用した

情報発信 
情報誌の利用やホームページの充

実を図り、常に最新の情報を利用者に

提供できるシステムを確立し、利用者

が必要とする情報を迅速に発信でき

るような体制の整備に努めます。 

 住民の役割  町ホームページの１ヶ月あ

たりのアクセス数（件）     町が発信する情報を活用、

共有します。 
 

     現況値(H23) 目標値(H28) 

     ７,８００ １０,０００ 

    事業者の役割  町民アンケート調査より、

情報通信に「満足」「やや満

足」と回答した人の割合

（％） 

新たな情報サービスの活

用を推進し、情報の発掘

や提供を行います。 
     
      
   ②個性づくりの推進 

町の特色である自然環境や伝統産

業を活かした観光推進の体制づくり

に努めます。 

   現況値(H23) 目標値(H28) 

      ２４.４ ４０.０ 

        

        
         
         
         

            
            
２)田舎暮らし居住

の促進 

  都市と農村の交流事業、田舎体
験ツアー、田舎暮らしのための

ワークショップを行い、田舎暮

らしを促進しています。 
 古民家を利用したパン屋さん
や定住者のための住宅兼工房

など、定住者対策だけでなく、

農村での起業により、地域が

活性化しています。 
 若ものの住宅建設改修に対し
て補助制度による支援を行っ

ています。 
 定住者がビジネスを行ってい
くための運転資金の確保など

の支援が急がれています。 

  定住者対策と体験型観光を組み
合わせて地域を活性化していき

ます。 
 地域の活動グループが連携でき
るような情報の一元化やワーク

ショップを開催するなど定住者

の暮らしを応援します。 
 就農を希望する定住者に農地等
の貸し出しを進めます。 

 きみの定住を支援する会と連携し
て移住・交流をさらに促進します。 

 ①定住者への支援（Ｕ・Ｊ・Ｉターン

の促進） 
きみの定住を支援する会を主体と

し、現在進めている都市圏移住希望者

への情報発信事業や田舎暮らし体験

ツアーなど交流企画事業を進めてい

くと同時に、課題となっている住居、

土地および、就業の斡旋機能と受け入

れ支援機能を強化します。 

 住民の役割  
定住者の転入人口（人）     移住交流事業を通じＵ・

Ｊ・Ｉターン者を地域に

迎え入れます。 

 
     現況値(H23) 目標値(H28) 

     ６１ １００ 

    事業者の役割  若もの定住促進補助金の申

請件数（件）     事業活動を通じて町の良

さをＰＲし、U・Ｊ・Ｉタ

ーンの促進に努めます。 

 
     現況値(H23) 目標値(H28) 

     １０ ５０ 

        

         

         
         
         
         
         

 
 
  

 

１ 地域のイメージをつくり高める 

第２節 住民意識を高め､地域活動の輪を広げる 

豊かな自然環境などを活かした町の個性づくりとして、観光交流の強化を進めながら田舎暮らし

居住の拡大を図り、ふるさと定住の町としてのイメージを高めます。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 

第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 地域協働の仕組みをつくり、新しいまちづ

くりを進める 
第２節 住民意識を高め、地域活動の輪を広げる 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)住民相互の交流

の推進 

  農林商工まつりにおける地場
産品の販売促進により、町内

交流が促進されています。 
 紀美野ふれあいマラソン大会
や河川の清掃活動を通し、住民

相互の親睦と融和が図られて

います。 
 まちづくり推進協議会では、
町内の歴史的な史実の探索

や、紀美野ブランドとして認

定する推奨品認定制度に取り

組み、町民参加型の施策を行

っています。 
 町民の一体感の醸成を図るた
め、町民が文化、スポーツ施

設などを相互に幅広く活用し、

各種イベントを通じて交流を

推進する必要があります。 

  農林商工まつりやきみの夏祭
り、文化祭、紀美野ふれあいマ

ラソン大会等の機会を通じて地

域間相互の交流を推進するとと

もに、さまざまな活動を通じて、

幼児から高齢者までの幅広い町

民の相互交流を推進し、町民の

一体感の醸成を促進します。 
 町民主体の交流活動を促進する
とともに本町の地域資源である

豊かな自然環境を活かした交流

を推進します。 
 イベントを通じて町民が町の良
さを知り情報を発信すること

で、さらなる交流の促進に繋げ

ます。 
 

 ①住民の一体感の醸成 
各種住民交流イベントを実施します。 

 住民の役割  住民交流イベントの来場者

数（人） 
※イベントとは、夏まつり、農

林商工まつり、ふれあいマラソ

ン、文化祭のこと。 

    各種イベントに積極的に

参加し、住民間の交流を

図ります。 

 
      
   ②紀美野町を知る機会の充実 

体験学習や講演の開催等による機

会を創出します。 

  
    事業者の役割  
    住民交流イベントの開催

を支援するとともに、地

域の情報発信に取り組み

ます。 

 現況値(H23) 目標値(H28) 

      １９,３００ ２１,０００ 

      町民アンケート調査より、

町内外との交流活動に「満

足」「やや満足」と回答した

人の割合（％） 

      
       
       
       現況値(H23) 目標値(H28) 

       １１.２ ２０.０ 

         
         
         

            
            
２)町外との交流活

動の推進 

  市民農園、都市と農村の交流
事業、田舎体験ツアー、定住

のための交流会、大阪でのセ

ミナーの実施など、地域の

人々の暮らしや生活の様子を

知ることを目的とした事業を

進めています。 
 近年、田舎暮らしを希望する
事例も多く、地域内での新た

な交流活動が進んでいます。

今後も、より一層交流が活発

になるよう、新たな地域づく

りの力を創り出していく必要

があります。 

  体験型観光を組み合わせること
で地域のＰＲと地域の活性につ

なげるため、農家民宿や体験型

メニューの開発、そしてインス

トラクターの育成を進めます。

これをもとに農村型ビジネスへ

移行できる仕組みを確立しま

す。 

 地域おこし協力隊や集落支援
員、田舎で働き隊、緑のふるさ

と協力隊等の導入による交流活

動を支援し、地域が課題として

いる問題に取り組み環境を整え

ます。 

 ①町の資源を活かした交流の推進 
町の資源である自然環境や農地等

を活かした農家民宿の推進や体験型

メニューの開発に努めます。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

地域資源を活かした観光交

流に「満足」「やや満足」と

回答した人の割合（％） 

    町の資源に誇りを持つと

ともに､ホスピタリティ＊

意識を高め、来訪者と交

流を図ります。 

 
     
     
      現況値(H23) 目標値(H28) 

   ②自主的な交流活動の推進 
地域活性化に取り組む住民の交流

活動を支援します。 

 事業者の役割  ８.９ ５０.０ 

    来訪者を心からもてなし、

リピーターの増加を図り

ます。 

 移住・交流推進事業への参

加延べ人数（人）      
      現況値(H23) 目標値(H28) 

       ３００ １,５００ 

         

         
         
         

            
 
 
 
 

２ 町内外の多様な交流の力を活かす 

住民相互の交流と相互理解を深め、一体感を醸成するとともに、町外との交流をさらに活発化し、

まちづくりパートナーを増やし、交流を力にするまちづくりを進めます。 

 
第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 

第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 地域協働の仕組みをつくり、新しいまちづ

くりを進める 
第２節 住民意識を高め、地域活動の輪を広げる 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 

○用○語○解○説  
ホスピタリティ…お互いを思いやり、手厚くもてなすこと、または歓待をすること。 20 21 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)人権の尊重   「紀美野町人権施策基本方

針」を策定し、人権が尊重さ

れるまちをめざした取り組み

を進めています。しかし、指

導者の高齢化などといった状

況がみられ、一層の体制の充

実が課題となっています。 
 人権委員会による人権啓発講
演会や各ブロックでの研修

会、人権擁護委員による特設

人権相談の実施や、両委員に

よる人権週間における街頭啓

発等、関係機関や団体と連携

して啓発活動の充実を図って

います。今後も、家庭や地域

はもちろん、町内の企業や事業

所における人権啓発の取り組

みを支援する必要があります。 

  人権尊重のまちづくりのため、
関係機関・団体等との連携強化

のもと指導者の育成や内容・教

材等の充実を図りながら、「紀美

野町人権施策基本方針」に基づ

き事業を展開していきます。 
 さまざまな人権問題の解決に向
け、家庭や地域、職場などあら

ゆる機会を通じて人権教育や啓

発活動を推進していきます。 

 ①人権尊重のまちづくり体制の強化 
人権委員会を中心とした活動と、各

ブロックでの取り組みを活性化する

ために、人権啓発活動を行うなど、町

民全体が人権尊重意識の高揚を図る

体制づくりに努めます。 

 住民の役割  人権に関する町民意識調査

より「過去５年間に人権侵

害を受けたことがある」と

回答した人の割合（％） 

    すべての人が、かけがえ

のない存在として尊重さ

れるまちづくりをめざし

て、人権教育や啓発活動

などに参画します。 

 
     
     
     実績値(H22) 目標値(H28) 

     ４.４ ０ 

     事業者の役割  人権研修・講演会・啓発活

動等への参加者数（人）    ②人権啓発・教育の充実 
人権講演会の開催や保護者学級運

営事業を通して人権研修を行うなど、

事業所・企業と連携して啓発活動に努

めます。 

 企業内研修などにより、

人権教育・啓発に取り組

みます。また、雇用や待

遇による差別をしません。 

 
     現況値(H23) 目標値(H28) 

     １,５００ １,６００ 

       
       

        

         
         
         
         

            
            
２)男女共同参画の

推進 

  学校教育、生涯学習の場にお
いて男女平等の問題を取り上

げ学習しています。 
 女性団体連絡協議会では、各
種女性団体の情報交換や意見

交換を行うことにより女性の

リーダー等の人材育成などに

繋がっています。 
 町営学童保育所では、受け入
れ人数の増加を図り、女性が安

心して働き続けられる環境づ

くりに努めています。 
 男女平等については、「慣習・
しきたり」「家庭生活」「社会

全体」「政治の場」で、男女と

も、男性優遇を感じています。

性別による固定的な役割分担

を見直すことが必要です。 

  「紀美野町男女共同参画基本計
画」に基づき住民・地域・事業

所・行政が一体となって「男女

共同参画社会」の実現をめざす

取り組みを進めます。 
 生涯学習や公民館活動におい
て、男女共同参画社会の意識の

浸透を図っていきます。また、

学校教育でも、男女平等の問題

を取り上げ、男女共同参画社会

になるよう理解を深めます。 
 男女ともに性別の役割分担にと
らわれることなく、それぞれの

特性を生かして一人ひとりが生

活に意欲を持ち、地域を活性化

する環境をめざします。 

 ①男女共同参画社会の実現に向けて

の啓発 
紀美野町男女共同参画概要版を作

成し、男女共同参画社会を浸透させる

ための啓発活動に努めます。 

 住民の役割  審議会等への女性委員の登

用率（％）     男女が互いに人権を尊重

する、男女共同参画社会

への実現に向けた取り組

みに参画し、活動の輪を

広げます。 

 
     実績値(H22) 目標値(H28) 

     １６.２ １９.６ 

     紀美野町男女共同参画に関

する意識調査より社会全体

が男女平等だと回答した人

の割合（％） 

      
     事業者の役割  
     性別に関わりなく、個性

と能力を十分に発揮でき

る職場づくりを進めます。 

 
      実績値(H22) 目標値(H28) 
      女性 18.0 ３０.０ 

       男性 32.3 ４１.２ 

          

         
         
         
         
         
         

  

３ 人権意識の高揚、男女共同参画を促進する 

人権の尊重を考え、行動する生き方を実践する人権文化の浸透をめざします。また、男女がお互

いに尊重しあい、それぞれの個性と能力を発揮できる社会の構築を進めます。 

 
第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 

第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 地域協働の仕組みをつくり、新しいまちづ

くりを進める 
第２節 住民意識を高め、地域活動の輪を広げる 

22 23 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)コミュニティ組

織の育成 

  町内には６４の行政区、511
の班があり、地域に根ざした

さまざまな行事が行われる中

で、知恵を出し合い、助け合

いながら住民相互の交流が図

られています。 

 区長連絡協議会では、年５回
の会議を開催し、町行政と地

区住民との間に立ち、地域の

課題等の調整・解決に取り組

んでいます。 

 人口減少と高齢化が進む中、
住民自治の運営が困難になる

ことが予想され、対応が必要

となっています。 

  区長連絡協議会をコミュニティ
組織の中核として支援します。 

 旧村単位をベースに、地区住民
の意向を組み入れたコミュニテ

ィ組織のあり方を検討します。 

 ①集落コミュニティ組織の育成 
自治会機能の明確化および住民自

治と地域協働のまちづくりを支援し

ます。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

住民自治活動の充実につい

て「満足」「やや満足」と回

答した人の割合(％) 

    自らの発言と行動に責任

を持って、まちづくりに

取り組み、自治力の向上

をめざします。 

 
     
     
      現況値(H23) 目標値(H28) 

   ②コミュニティ組織の検討 
人口減少に伴うコミュニティ組織

の機能低下から組織の新たな再編も

含め検討します。 

 事業者の役割  ２０.１ ２５.０ 

    協働によるまちづくりを

推進します。 
 町内のボランティア団体、

ＮＰＯ法人の登録会員数

（人） 

     

       実績値(H22) 目標値(H28) 

       ３,７５３ ４,０００ 

         

         
         
         

            
            
２)コミュニティ施

設の整備 

  地区区長からの要望を受け、
現場を確認したうえで緊急度

を勘案し、地域に点在する拠

点施設を有効に活用できるよ

うに修繕等を実施し、維持管

理に努めています。 
 今後は高齢化、過疎化が進む
中、行政区の統合とあわせた

施設の統合を検討する必要が

あります。 

  地区の高齢化および地域サロン
事業の実施により、高齢者が使

用する機会が多くなるため、段

差の解消、手すりの設置、トイ

レの洋式化等のバリアフリー化

を図ります。 
 良好な施設の状態を保つため、
地区と協力して、適切な維持管

理を行います。 
 耐震性が確保されていない施設
は、地域の防災拠点という観点

から計画的に改善します。 

 ①コミュニティ施設の改修 
地区集会所としての機能を維持す

るために、必要な改修を行います。 

 住民の役割  コミュニティ施設（集会所）

の整備件数（延べ件数） 

※Ｈ１８以降 

    施設管理に責任を持ち、

住民の財産として維持管

理に努めます。 

 
     
      現況値(H23) 目標値(H28) 

   ②老朽化した施設の建設整備 
住民の要望に対応した施設として

建替えを行います。 

 事業者の役割  ５ １０ 

    施設の維持管理に協力し

ます。 
 コミュニティ施設の耐震化

率（％）      
      現況値(H23) 目標値(H28) 

   ③サブ地域拠点の整備 
地域の拠点として重要な役割を持

つ施設をコミュニティ活動の拠点と

して活用できるよう維持管理に努め

ます。 

   ８２.７ ９０.０ 

        

        
        

           
            
 
 
  

 

４ コミュニティ活動を活発化する 

あらゆる機会や場において住民相互の親睦、交流を図りながら共に助け合うコミュニティづくり

と自主的活動を支援します。また、コミュニティ施設（地区集会所等）を、地域の防災拠点として

活用できるよう、住民の要望や地域の実情を勘案して適切な建設・改修を進めます。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 

第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 地域協働の仕組みをつくり、新しいまちづ

くりを進める 
第２節 住民意識を高め、地域活動の輪を広げる 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
３)コミュニティ活

動の活発化 

  公民館や文化センターでは、
ふれあいルームの開設、各種

サークルや児童生徒の作品展

示、図書活動などコミュニテ

ィ活動の拠点となる事業を推

進しています。 
 共育コミュニティ事業＊によ

り、地域住民の指導力、実行

力を活用し、子どもも大人も

ともに育ち育てあうことがで

きる地域社会づくりに取り組

んでいます。また、体育協会

及び各種団体の活動を通じて

人材の発掘および育成に努め

ています。 
 地域の活性化のため、景勝地
や遊休施設、特産品を活かし

た特色ある地元独自の住民の

取り組みが始動しました。 
 地域の中には「地域福祉」や
「地域防災」など、地域住民

自らが積極的に取り組まなけ

ればならない課題が数多くあ

り、これらに対応するために

は、コミュニティ活動の展開

をふまえ、各組織の活性化の

ための支援や人材の育成に努

める必要があります。 

  地域の課題解消のために、実情
に応じたコミュニティプラザ機

能＊の整備に努めていきます。合

併により利用度の少ない施設を

整理し、有効活用を図ります。 
 地域住民が互いに助け合うまち
づくりのため、世代間交流の機

会を創出することで、人材発掘

および育成に努めます。 
 地域の多種多様な課題に対処す
るため、旧村単位や小学校区単

位の地域内分権を促進する支援

を検討します。 

 ①まちづくりを担う人材の発掘と育成 
各種団体や事業を通じて人材の発

掘や育成に努めます。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

町内会、ＮＰＯ、ボランテ

ィアなどまちづくり活動に

「積極的に参加している」

「なるべく参加するように

している」人の割合（％） 

    自らの発言と行動に責任

を持って、まちづくりに

取り組み、自治力の向上

をめざします。 

 
     
      
   ②まちづくり活動への支援 

地域住民グループの地域課題解消

への取り組みを支援します。 

  
    事業者の役割  
    協働によるまちづくりを

推進します。 
 現況値(H23) 目標値(H28) 

      ３０.１ ５０.０ 

      
        

         
         

         
         
         
         
         
         
         
         
 
 

 
 
 

 
第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 

第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 地域協働の仕組みをつくり、新しいまちづ

くりを進める 
第２節 住民意識を高め、地域活動の輪を広げる 

○用○語○解○説  
共育コミュニティ事業…学校・家庭・地域が力を結集し、子どもも大人も豊かに育み、人と人とのつながりを再構築す

ることをめざした取り組みである。 

コミュニティプラザ機能…本庁、支所機能など町の行政中枢機能を有するとともに、住民生活の支援と地域活動の支援

など公的サービス機能、住民の交流・集会の場、活動組織等の事務所などを備えた地域拠点のことである。一箇所

の単体施設ですべての機能をはたすことを意味するのではなく、ある一定のエリアの関連する既存施設の機能充実

で対応できる取り組みである。 26 27 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)国･県道整備の促進   国道３７０号、主要地方道３

路線、県道４路線の未改良区

間や交通危険箇所の整備を促

進し、交通渋滞の解消、通行

安全性の向上を図っています。

今後も全線の整備に向けた取

り組みを進める必要がありま

す。 

  広域的な幹線道路である国・県
道の整備を、優先順位を勘案し

て順次要請し、町内外の交流の

活発化、町内各地区の交通の円

滑化を図ります。 

 ①国道３７０号の整備促進 

国道３７０号バイパスと現道の改

良を進め交通の円滑化を図ります。 

 住民の役割  
幹線道路の改良率（％）     道路整備の重要性を地域

全体の共通課題として理

解と協力に努めます。 

 
     現況値(H23) 目標値(H28) 

      ５４.４ ６６.２ 

   ②主要地方道・県道の整備促進 
安全で利便性の高い道路整備をめ

ざし、山間地域や住宅密集地域の幅員

狭小、急カーブ等の早期整備を図りま

す。 

 事業者の役割  
幹線道路の交通量（台/日）     道路整備の重要性を地域

全体の共通課題として理

解と協力に努めます。 

 
     現況値(H23) 目標値(H28) 

     ３,３００ ４,０００ 

          

           

            

２)町道等の整備   町域の均衡ある発展をめざし、
全町的な道路網の強化を進め

るため、前期基本計画期間に

おいて４.６㎞の道路改良等を

実施しました。また、農林道

は、６.２㎞の改良・整備を進

め、町内ネットワークの形成

を進めています。今後も町道

等の整備を積極的に推進する

とともに、水道事業等との連

携による事業の効率化や非常

時の迂回路の確保などに配慮

する必要があります。 

  経済効果、災害時の迂回路等の

条件から路線整備の優先順位を

検討し、限りある財源の制約の

もと、より効果的な町道の改良

事業を推進します。さらに、橋

梁など道路構造物の長寿命化に

よるコスト削減を図ります。 
 農林道の新設・改良については、
農林道整備計画に基づき、整備

を進めます。 

 ①重点的な町道改良の推進 
幹線道路の改良率を上げます。 

 住民の役割  
町道の改良率（％）     道路整備の重要性を地域

全体の共通課題として理

解と協力に努めます。 

 
      現況値(H23) 目標値(H28 

   ②生活環境整備と連携した道路整備 
関係部局と協議し予算の有効な利

用を図りつつ、現道の維持管理に努め

ます。 

  ２３.５ ２４.０ 

    事業者の役割  橋梁の補修率（橋長１５ｍ

以上）（％）     道路整備の重要性を地域

全体の共通課題として理

解と協力に努めます。 

 
     現況値(H23) 目標値(H28) 

      １.０ ２５.０ 

   ③農林道の整備 
狭隘で屈曲した急勾配の未改修区

間を整備します。 

    

       

        

            
            
３)道路環境の整備   国道３７０号や主要県道の改

修では、歩道を設置するなど

歩行者の安全性の確保に努め

ています。効率的な情報管理

のため、町道台帳をデータ化

しシステムによる管理を行っ

ています。今後は、高齢化が

進む中、より一層安全で便利

な道路網・道路環境の整備が

求められています。 

  安心・安全な生活環境づくりに
向け、道路の維持管理を効率

的・経済的に進めるため、デー

タ化した道路台帳の更新を行う

など情報管理を充実するととも

に、道路の美化等の協働の取り

組みを推進します。 

 ①道路管理の充実 
道路整備の状況に即した道路台帳

データの更新を行い、情報の適正管理

に努めます。また、町民との協働によ

る道路の管理など沿道環境・景観の保

全に配慮した道路づくりを進めます。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

道路の整備に「満足」「やや

満足」と回答した人の割合

（％） 

    道路の清掃美化活動に積

極的に参加し、原材料支

給による道路等の維持整

備に取り組みます。 

 
     
     
     現況値(H23) 目標値(H28) 

    事業者の役割  ２１.２ ３０.０ 

     道路の清掃美化活動を実

施し維持管理に協力しま

す。 

 道路環境整備（清掃）参加

人数（人）       
      現況値(H23) 目標値(H28) 

       ４０ ６０ 

第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 

１ 安全で快適な道路網の整備を促進する 

第１節 多様な交流を促す交通・情報ネットワークを形成する 

町内外の交流の活発化、町内各地区の交通の円滑化、町域の均衡ある発展に寄与するため、優先

順位および経済効果、災害時の迂回路等を重視しながら道路事業を進めます。また、維持管理体制

を充実して、修繕の迅速化や大きな災害の要因をなくすよう努めます。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 

第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 多様な交流を促す交通・情報ネットワーク

を形成する 
第２節 自然と調和した生活環境をつくる 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)路線バスの確保   ＪＲ海南駅までの通勤、通学、

国保野上厚生総合病院までの

通院、野上小学校までの通学、

海南高校（大成校舎）への通

学等に民間路線バスが１路線

運行されています。公共交通

機関の利用者が年々減少して

いるのが課題となっています。 

  バス交通は、効率的なサービス
を提供することができる有効な

既存資源であり、高齢者や障害

者などの交通弱者の自立した行

動支援など、さまざまな効果も

期待できることから、既存バス

の維持存続を図ります。 

 ①路線バスの運行維持 
交通渋滞の緩和や環境負担の軽減

および利用者のニーズに対応した運

行管理の整備を進め、適正な事業運営

により維持存続を図ります。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

バスなどの公共交通機関に

「満足」「やや満足」と回答

した人の割合（％） 

    路線バスを積極的に利用

します。 
 

     
     
    事業者の役割  現況値(H23) 目標値(H28) 

     町との協議に基づく運行

サービスの充実を図りま

す。 

 １１.９ ３５.０ 

      路線バスの年間利用者数

（人）       
          実績値(H22) 目標値(H28) 

          114,867 115,000 

            

           

２)コミュニティバ
ス等の充実 

  町民誰もが役場、公民館、総
合福祉センター、国保野上厚

生総合病院等の公共施設への

アクセスとして利便性が図れ

るよう、平成１１年度からコミ

ュニティバスの運行を開始し

ています。 

 地域住民の意向を踏まえ、利
用者が使いやすいバスの運行

計画を策定していくため、町

民の意見を聞くなど、弾力的

に利用者のニーズに応えてい

くことが必要となっています。 

  高齢者などの交通弱者が安全で
安心して移動できる交通環境を

整えます。地区拠点への公共交

通ネットワークの再構築を行

い、基幹交通との接続により、

町民の連続的な移動を確保しま

す。また、地域の特性に応じた

生活交通の確保のため、需要把

握による効率の良い公共交通網

を確立します。 

 ①コミュニティバス運行の改善 
運行管理をより利用者の使いやす

いものに整備します。 

   住民の役割  コミュニティバスの年間利

用者数（人）     最も身近な交通手段とし

てコミュニティバスを積

極的に利用します。 

 
     現況値(H23) 目標値(H28) 

      １９,０００ ２０,０００ 

   ②補完的な交通手段の確保 
地域の実情や利用者の意見を取り

入れた効率の高い公共交通機関の確

立を進めます。 

 事業者の役割    

    最も身近な交通手段とし

てコミュニティバスを積

極的に利用します。 
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２ 公共交通を確保し、便利にする 

少子高齢化が進む中で交通弱者の移動手段を確保するため、地域にとって一番身近な公共交通手

段であるバス交通の路線維持と利便性向上に努めます。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 

第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 多様な交流を促す交通・情報ネットワーク

を形成する 
第２節 自然と調和した生活環境をつくる 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)地域情報化の推進   地上デジタル放送難視聴解消

のため、ギャップフィラー方

式による放送送信局を６０箇

所建設しました。 

 携帯電話サービス提供エリア
（以下、エリア）に入らない

集落について、前期基本計画

の期間内に３箇所の携帯電話

基地局を建設し、エリアを拡

大しましたが、まだ、携帯電

話が利用できない集落が存在

します。 

 インターネットを定額利用で
きるブロードバンドサービス

は町内全域で利用できます。

しかし、近年、ブロードバン

ドの標準となっている超高速

通信ができる光ブロードバン

ドサービスは、一部地区を除

いて利用できない状況にあり

ます。 

  地上デジタル放送施設を常に最
良の状態に維持・運用します。 

 携帯電話が利用できない集落が
あるため、住民の要望に応じて

整備を進めます。 
 光ブロードバンドサービスの構
築については、ブロードバンド

事業者と協議の上、整備の検討

を進めます。 
 

 ①地上デジタル放送施設の維持管理 
適正な維持管理により住民への安

定した放送の送信に努めます。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

情報通信に「満足」「やや

満足」と回答した人の割合

（％） 

    情報を積極的に生活へ取り

込みます。 
 

     
      
   ②携帯電話エリアの拡大 

事業者への拡大要請と補助事業等

の活用により、集落地域の携帯電話エ

リア拡大に努めます。 

 事業者の役割  現況値(H23) 目標値(H28) 

    整備された情報環境を積極

的に活用します。 
 ２４.４ ３０.０ 

     町内の携帯電話サービス

提供エリアの世帯カバー

率（％） 

     
       
   ③ブロードバンド環境の整備 

町内全域で光ブロードバンドの環

境整備を検討します。 

   現況値(H23) 目標値(H28) 

      ９８.０ ９９.０ 

      町内の光ブロードバンド

の世帯カバー率（％）        
       現況値(H23) 目標値(H28) 

       ６５.０ ６８.０ 

         
         

 
 

 

３ 情報基盤を整え、有効に活用する 

地上デジタルテレビ放送やインターネットなど情報化社会に対応した基盤を整備するとともに、

住民が情報を、防災、生活利便性、地域の活性化などに活用できる環境を整えます。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 

第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 多様な交流を促す交通・情報ネットワーク

を形成する 
第２節 自然と調和した生活環境をつくる 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)住宅対策   居住ニーズに対応するため公

営住宅の整備を行ってきまし

たが、住宅の老朽化や人口減

少等から需要に応じた施設の

整備・維持管理を検討する必

要があります。 

  町営住宅のあり方の見直しを行
うとともに、適正かつ効率的な

維持管理を行います。 
 定住を促進するため、民間活力
を活用して住宅供給を促進しま

す。 

 ①町営住宅の維持管理 
建て替えを含めた公営住宅の管理

計画を策定し、維持管理に努めます。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

町営住宅や宅地の整備に

「満足」と回答した人の割

合（％） 

    地域に愛着と誇りを持っ

て定住します。 
 

     
      
   ②県営住宅の誘致 

遊休地を活用した県営住宅の誘致

を検討します。 

 事業者の役割  現況値(H23) 目標値(H28) 

    町内居住のための住宅情

報の提供に努めます。 
 １２.６ ２５.０ 

        
          

 

            

２)宅地の販売促進   公共や民間による宅地の供給
が行われ、定住が進みました

が、今後も、公共宅地分譲の販

売促進を図るとともに、新たな

需要に対応した宅地開発の検

討が必要です。 

  人口動向、住宅需要を見定め、
宅地開発の再検討を進めます。 

 福井樫山団地の販売促進に努め
ます。 

 町営住宅の用途廃止に伴う跡地
については、土地の区画分譲な

どを推進します。 

 ①公的な宅地分譲 
民間の協力等による分譲地の積極

的な販売に努めます。 

 住民の役割  公共分譲地の販売実績（区

画）     町内居住のための住宅情

報の提供に努めます。 
 

     現況値(H23) 目標値(H28) 

      ３ １７ 

   ②民間開発の誘導 
民間との共同による宅地分譲を検

討します。 

 事業者の役割  
年間新築件数（件）     若者世代やＵ・Ｊ・Ｉタ

ーン者の居住ニーズへの

対応を進めます。 

 
     H21～23平均値 目標値(H28) 

         ２３ ２５ 
 
 
３)空き家等の利活用   全国的な田舎暮らしブームに

対応し、空き家等を活用した

季節居住や週末居住、定住な

ど、田舎暮らしの相談・紹介

を行っています。 
 学校や企業の研修、保養ニー
ズに対応するため、遊休公共

施設の情報提供を行っていま

す。今後もこのようなニーズ

が継続することが考えられる

ことから情報発信が必要です。 

  きみの定住を支援する会の空き
家調査や地域の情報発信を行う

ことで、空き家の有効活用とし

て定住化を促進し、地域の活性

化に努めます。 
 遊休公共施設等の有効活用とし
て企業への貸出し等を行い、管

理コストの縮減とともに地域の

活性化を図ります。 

 ①空き家情報の提供 
空き家改修のための補助や地域住

民への説明会を行います。また、プロ

の職人を交えての家の改修プログラ

ムの作成やワークショップ等を行い

ます。 

 住民の役割  情報提供が可能な空き家件

数（件）     空き家の提供について理

解を深めます。 
 

     現況値(H23) 目標値(H28) 

     １７ ５０ 

    事業者の役割  空き家を利用して移住した

件数（件）     情報の発信や活用に努め

ます。 
 

      現況値(H23) 目標値(H28) 

   ②遊休施設等の利活用 
遊休施設や遊休地の有効利用につ

いて検討し、遊休施設等を個人や企業

へ貸し出します。 

  ３１ ６０ 

        

        

        
            
 
  

 

１ 定住を確保する住宅・宅地を整備する 

第２節 自然と調和した生活環境をつくる 

町営住宅の改善、良好な宅地の供給、空き家の有効活用など、定住の促進に効果的な住宅対策を

進めます。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 

第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 多様な交流を促す交通・情報ネットワーク

を形成する 
第２節 自然と調和した生活環境をつくる 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)水道施設整備の

推進 

  上水道の普及率は約９７％と
なり、未普及地域の解消を図

ってきました。今後は安定し

た水量の確保、有収率の向上、

老朽管の改修等を進める必要

があります。 

  水道給水区域については、浄水
場など水道施設の適正な管理を

行い常に安全・安心なおいしい

水を安定的に供給することに努

めます。 
 新設箇所および更新箇所を中心
に管路の耐震化を行うなど効率

的・効果的な整備を進めます。 

 ①水源の確保 
渇水時の水量低下、増水時の汚泥に

よる水質悪化に対し安定した水源の

確保と水の供給、緊急時に対処できる

対策を検討します。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

上水道の整備状況や水質に

「満足」「やや満足」と回答

した人の割合（％） 

    敷地内における水道設備

の適切な管理を行います。 
 

     
     
    事業者の役割  現況値(H23) 目標値(H28) 

     事業所内における貯水槽

および水道設備の適切な

管理を行います。 

 ５２.１ ６０.０ 

   ②水道施設の整備 
道路の新設・改良時に将来を見据

え、有効性、経営状況等を勘案しなが

ら布設工事・配管替・施設改良等を加

えていきます。 

  
管路の耐震化率（％） 

         現況値(H23) 目標値(H28) 

         ５.４ ７.０ 

           

            
            
２)水道事業の運営   事業所の統合、水道料金の統

合等により、管理運営体制と

事業運営の効率化を図ってき

ました。今後も効率的な運営

を維持していく必要がありま

す。 

  経費削減、水道料金の適正化な
どにより、健全で効率的な水道

事業の運営を図ります。 

 ①水道料金の適正化 
水道料金の見直しを検討し、健全な

経営に努めます。 

 住民の役割  
有収率（％）     水道事業の仕組みを理解

し、収納に協力します。 
 

   現況値(H23) 目標値(H28) 

    ７７.２ ８２.５ 

②水道事業の効率化 
管理運営業務の見直しや有収率の

維持向上をめざし、健全かつ効率的な

事業運営に取り組みます。 

事業者の役割   

  水道事業の仕組みを理解

し、収納に協力します。 
   

        

        

            

            

 
 
 
 
 
 
 
 
  

２ 安全でおいしい水を安定供給する 

水道施設の整備を進め、渇水時や高濁度時の水量確保を図るとともに、コスト削減など事業運営

の効率化により、おいしく安全で安定した水道水を供給します。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 

第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 多様な交流を促す交通・情報ネットワーク

を形成する 
第２節 自然と調和した生活環境をつくる 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)集落排水施設の

維持管理 

  事業の効率化のため、適正な
維持管理の推進と事業運営を

図っており、今後も水質保全

と環境維持に向けて取り組む

必要があります。 

  生活排水による公共水域の汚濁
を防止し、清潔で衛生的な生活

環境を推進します。 

 ①適正な維持管理 
平、吉見地区農業集落排水処理施設

の維持管理業務を進めます。 

 住民の役割  
集落排水への接続率（％）     集落排水へ接続し、水質

保全に努めます。また、

ごみや油を流さないよう

心がけます。 

 
     現況値(H23) 目標値(H28) 

      ９６.０ ９９.０ 

      町民アンケート調査より、

生活排水処理に「満足」「や

や満足」と回答した人の割

合（％） 

        事業者の役割  
        集落排水へ接続し、水質

保全に取り組みます。 
 

         
         現況値(H23) 目標値(H28) 

          ３０.１ ４５.０ 

            
            
２)浄化槽の設置整

備の推進 

  合併処理浄化槽設置の補助・
奨励事業による単独処理浄化

槽からの転換なども含めた合

併浄化槽設置の普及促進を図

り、約１,０００基が設置され

ました。今後も普及促進と保

守管理を進める必要がありま

す。 

  浄化槽の設置率の向上を図ると
ともに、広報紙などを活用し浄

化槽の維持管理の重要性を啓発

します。 

 ①浄化槽設置の促進 
合併浄化槽設置に対する補助金を

交付します。 

 住民の役割  合併処理浄化槽の普及率

（％）     浄化槽の設置を検討しま

す。また、ごみや油を流

さないよう心がけます。 

 
     現況値(H23) 目標値(H28) 

      ３２.８ ４１.０ 

     事業者の役割   

     浄化槽の設置を検討しま

す。 
 

        

  

            

 
 
 
 
 
 
 
  

 

３ 公共水域の環境を保全する生活排水対策を進める 

貴志川水系の水質保全と水源の環境維持を図るため、地域の状況や維持管理面を考慮し、集落排

水施設を計画的に運営します。また、生活排水処理に対する住民の意識を高め、清潔で衛生的な生

活環境を実現する浄化槽設置整備を推進します。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 

第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 多様な交流を促す交通・情報ネットワーク

を形成する 
第２節 自然と調和した生活環境をつくる 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)ごみの収集・処理

の改善 

  地域の実情にあったごみの収
集体制を整え、分別収集を確

立してきましたが、地区によ

って委託と直営に別れている

ため統一化を検討する必要が

あります。 
 ごみ処理については既存の町
内処理場が閉鎖となり、早急

に対応を図る必要があります。 
 分別収集により可燃ごみは減
量傾向にあり、資源化率も向

上しています。 

  ごみ収集の事業方式を統一し合
理化を図ります。 

 ごみ処理について、紀の海広域
施設組合での整備を進めます。 

 家庭から排出されるごみの減量
化と資源化を促進するため、有

効な資源化ルートと効率的な収

集方法について検討し、より積

極的で確実な分別収集に向けた

取り組みを進めます。 

 ①収集体制の整備 
地域性や住民に配慮した旧町間の

収集回数や分別種類等の相違点を見

直し、ごみ収集体系の統一化を図りま

す。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

ごみの減量化、リサイクル

に「満足」「やや満足」と回

答した人の割合（％） 

    家庭でできるごみの減量

化やリサイクルに努めま

す。 

 
     
     
    事業者の役割  現況値(H23) 目標値(H28) 

     廃棄物の適正処理を徹底

し、ごみの減量化や分別

収集に努めます。 

 ２６.４ ４０.０ 

   ②処理施設の整備 
紀の海広域施設組合によるごみ処

理施設の設置および運営などを行い

ます。 

  １人１日当たりのごみ排出

量（ｇ）      
      実績値(H22) 目標値(H28) 

      ５２２ ４４９ 

       
ごみのリサイクル率（％）    ③一般廃棄物の適正処理 

一般廃棄物処理基本計画に基づき

適正な処理を推進します。 

   
         実績値(H22) 目標値(H28) 

         ２０.５ ２６.５ 

            

      ④ごみの減量化・資源化 
さらなる啓発活動を行い、補助制度

も含めごみの減量化とリサイクルの

推進に努めます。 

     

           
           
           
            
      ⑤生ごみ処理の普及 

家庭用電気式生ごみ処理機購入補

助などを行います。 

     
           
           
            
            
２)し尿等の処理   海南海草環境衛生施設組合の

処理施設で処理を行っていま

すが、施設の老朽化への対応

を検討する必要があります。 

  広域処理施設の老朽化への対応
を検討します。 

 ①処理施設の整備 
海南海草環境衛生施設組合による

し尿処理施設の管理および運営など

を行います。 

 住民の役割  
水洗化率（％） 

     し尿処理施策への協力を

します。 
 

      実績値(H22) 目標値(H28) 

      ４８.４ ５７.６ 

        事業者の役割    
        

 
し尿処理施策への協力を

します。 
 

 
 
 

  

  

 

４ ごみの減量化とリサイクルを進める 

循環型社会の構築をめざし、ごみの減量化とリサイクルの推進を強化するとともに、広域的な連

携による一般廃棄物の適正な処理を推進します。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 

第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 多様な交流を促す交通・情報ネットワーク

を形成する 
第２節 自然と調和した生活環境をつくる 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

           
１)公園の整備と活用   生石高原県立自然公園やのか

みふれあい公園は、指定管理

者制度を活用するなど維持管

理に努めています。今後は、

利用者の満足度を向上し、よ

り多くの人が訪れるような施

設整備に努める必要がありま

す。 
 休日には多くの人が訪れる公
園を利用し、新たなイベント

を行うなど、情報発信拠点の

ひとつとして、より効果的に

活用していくことが必要とな

っています。 

  地域と協働により、生石高原県
立自然公園の環境保全や、のか

みふれあい公園の施設整備など

に取り組みます。 
 公園は、町民の憩の場として、
また、健康増進や自然とのふれ

あい、人とのふれあいの場とし

て利用されており、各種イベン

ト等を開催するとともに団体に

よる公園の利活用も促進しま

す。 

 ①自然公園の保全と整備 
植林や灌木の伐採、希少種の山野草

の保護にむけた環境保全を推進し、老

朽化の進む園内の施設を整備します。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

公園や広場、子どもの遊び

場に「満足」「やや満足」

と回答した人の割合（％） 

    公園の維持管理に参加し

ます。 
 

     
     
     事業者の役割  現況値(H23) 目標値(H28) 

   ②公園施設の整備と活用 
季節を問わず利用しやすい施設の

改善を図るとともに、イベント等を開

催し積極的な活用に努めます。 

 
 
自然環境保全に取り組み

ます。 
１５.５ ３５.0 

生石高原県立自然公園お

よびのかみふれあい公園

の来場者数（人） 

   
 

 
 

 
  

       現況値(H23) 目標値(H28) 

   ③地域協働による管理 
住民参画による公園管理を推進し

ます。  

   222,000 270,000 

        

        

 
 
 

   

２)景観づくりの推進   生石高原、貴志川水系の渓谷や
河川景観、里山景観など町の自

然景観の保全と情報発信に努

めてきました。引き続き、取り

組みを進め、保全と活用を図る

必要があります。 

  外来植物の除去による希少種の
保護や在来種の採取の防止など、

利用者の自然保護意識の向上を

図る取り組みを官民協働で進め

ます。また、「美しい郷」をめざ

し植栽した桜・もみじなどの維持

管理についても官民協働で取り

組みます。 

 ①景観の保全と整備 
景勝地の保全に努めるとともに、ま

ちづくり協議会などによる美しい景

観づくりへの活動を支援します。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

自然環境が保全され、向上

していると感じる人の割

合（％） 

    桜・もみじ等の植樹を行

うなど緑化推進事業に参

画します。 

  

     事業者の役割  現況値(H23) 目標値(H28) 
     自然環境、緑の保全に配

慮したまちづくりに取り

組みます。 

 ６.７ ５０.０ 

      
       

            

            

            

          
          

           

           

 
  

 

５ やすらぎと憩いの空間をつくる 

住民や訪れる人々にやすらぎと憩い、交流の場を提供するため、県、隣接市町、各種団体等と相

互に協力しながら、豊かな自然環境を活かした公園等の整備と有効活用、適正な維持管理を進めま

す。また、美しいふるさと景観の保全と快適な生活環境を維持するため、地域協働による河川浄化

や不法投棄の防止など環境美化対策を進めます。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 

第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 多様な交流を促す交通・情報ネットワーク

を形成する 
第２節 自然と調和した生活環境をつくる 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

           
３)環境美化対策の

充実 

  町内全域においての一斉清掃
（年２回）や河川清掃の環境

美化活動を行っています。今

後も、子どもから大人まで地

域のみんなで力を合わせた活

動ができるよう、啓発を含め

た取り組みを進める必要があ

ります。 
 不法投棄防止の看板設置や回
覧等による啓発を行っている

が、不法投棄は一向に後を絶

たない状況にあり、未然に防

ぐ対策を強化する必要があり

ます。 

  地域住民が参加しての清掃活動
を継続するとともに、快適な環

境づくりに努めます。 
 不法投棄の監視パトロールや看
板設置といったこれまでの取り

組みを継続するとともに、新た

な対策を検討します。 
 

 ①環境美化活動の展開 
自然環境の保護や河川水質保全の

ために、保健所や近隣市町村並びに各

種関係団体と連携のもと住民主体の

環境美化活動を推進します。 

 住民の役割  
不法投棄件数（件）     美化運動に取り組みます。

また、ごみのポイ捨てや

ペットの糞尿放置の防止

に取り組みます。 

 
     実績値(H22) 目標値(H28) 

     ２８ ０ 

     
河川清掃活動参加者数（人）      事業者の役割  

   ②不法投棄対策の推進 
地域や関係機関と連携し不法投棄

の監視や防止看板等の設置、また広報

紙等により積極的な啓発活動を進め

ます。 

 地域の美化運動に取り組

みます。 
 実績値(H22) 目標値(H28) 

     ３９７ ５００ 

      
       

        
        

 
 

          
 

４)斎場の整備   五色台広域施設組合により、
火葬場・待合室、葬祭棟と運

動公園を完備した近代的な総

合葬祭施設が運営されていま

す。また、近年利用者の増大

から駐車場の増設が行われま

したが、紀の川市全域（近隣

市町）参入によるエリア拡大

で、より一層の火葬需要が増

大するため、それに対応して

いく必要があります。 

  火葬炉・待合室の増設への対応、
家族葬などの利用者ニーズへの

対応、利便性の高い施設整備を

めざします。 

 ①施設の充実 

紀の川市全域の参入による火葬需

要の増大に対応するため、火葬炉や待

合室の増設等、利用者のニーズに対応

した利便性の高い施設整備を実施し

ます。 

 住民の役割  
斎場の火葬炉数（基）     斎場を利用します。  

     現況値(H23) 目標値(H28) 

     
６ 

現行数より

増設する     事業者の役割  
    ― 

 
  

       
 
  
  

 
 

 
第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 

第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 多様な交流を促す交通・情報ネットワーク

を形成する 
第２節 自然と調和した生活環境をつくる 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)環境と調和する

土地開発 

  地区住民への農業助成、また
移住者の農業就業への積極的

な推進と併せ、荒廃が進む遊

休地の有効活用のために土地

の斡旋等を行うなど、農業振

興に努めています。森林の伐

採、造林、保育を行うため、国

土利用計画法に伴う１０,０００

㎡以上の土地取引について届

出を義務付け、不法な森林の

伐採、乱開発の防止等適切な

土地利用に努めています。 

 今後、定住の促進に向け、魅
力ある町として、就農希望者

が働く意欲を持てる土地の利

用や農用地の確保をするため

の施策が必要です。 

  人口減少、経済の停滞により、
森林、農地の開発圧力は低下し

ていますが、引き続き土地利用

計画に基づき、地域の活性化に

つなげる効果的な土地利用を図

ります。また、後継者不足によ

り農地や山林の荒廃が進み、公

益的機能の低下や地域経済の低

迷が懸念されるため、産業振興

や定住促進策と整合する土地利

用を進めます。 

 ①適正な土地利用の推進 
町独自の土地利用の基準を策定し、

土地の無償提供の斡旋、遊休地の無償

貸出し等を行うことで、積極的な農業

就労者の育成や農業生産収入の増加

に繋げ、移住定住人口の増加による地

域の活性化をめざします。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

紀美野町での住み良さにつ

いて「住み良い」「どちらか

といえば住み良い」と感じ

ている人の割合（％） 

    関係法令に基づき適切な

土地利用に努めます。 
 

     
     
    事業者の役割  
    関係法令に基づき適切な

土地利用に努めます。 
 現況値(H23) 目標値(H28) 

     ６３.3 ９０.０ 

      町民アンケート調査より、

土地の有効活用について

「満足」「やや満足」と回答

した人の割合（％） 

       
       
       
       現況値(H23) 目標値(H28) 

       ７.０ ２３.７ 

         

         
         

         

            
            
２)地籍調査の推進

と情報活用 
  地籍調査は、法による１０ヶ

年計画のもと、毎年度実績を

重ね、国道３７０号の改良工

事等の成果を上げていますが、

高齢による土地精通所有者の

現地未立ち合いや、現地未確

認の土地購入および書面上の

相続による現地無知状況の増

加が問題となっています。 

 地籍調査成果の維持管理と土
地情報の整備は、地理情報シ

ステムを構築し利活用と効率

化を図る必要があります。 

  土地利用と管理の基礎となる地
籍調査の早期完了をめざし、着実

な事業推進と利活用を図ります。 

 ①地籍調査の推進 
法務局管理の公図を土地所有者立

会いにより境界を確認し修正を行い

ます。 

 住民の役割  
地籍調査進捗率（％）     土地の境界について管理

をします。また、地籍調

査の早期実施を要望しま

す。 

 
     現況値(H23) 目標値(H28) 

     ６７.０ ７６.７ 

        

   ②地理情報システムの導入 
各関係課の意見集約を行いシステ

ム整備費補助、財源を勘案し全庁で利

用できるシステム構築を検討します。 

 事業者の役割    
    成果の適正な利用に努め

ます。 
   

      
      
        
        
        

           
           
  

第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 

１ 秩序ある土地利用と保全を進める 

第１節 土地を有効に活用し、環境と共生する 

環境の保全と防災対策を重視しながら、地区間相互の連携や町内外の交流の促進など地域活力を

生み出す土地利用を進めます。また、土地利用と管理の基礎となる地籍調査の早期完了をめざし、

着実な事業推進と利活用を図ります。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 

第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 土地を有効に利用し、環境と共生する 
第２節 安全な暮らしを確保する 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)自然の保全と管理   山林所有者の高齢化、不在村

化、材木価格の低迷により、

後継者不足が生じ、森林の荒

廃化が進んでいるため、森林

の複層化、緑の雇用事業など

に取り組んできました。しか

し、高齢化、過疎化に伴い、

里山の整備などができない状

況となっています。一方で、

町内の団体が町内各地に桜や

もみじ等を植栽し、広葉樹の

拡大に努めています。 
 水辺環境の保全についてはア
セ刈りを実施し、整備に努め

ました。 

  森林の公益的機能を維持してい
けるよう紀美野町森林整備計画

を推進します。 
 緑の募金事業や宝くじ助成事業
等を活用し、広葉樹植栽地の拡

大を実施します。 
 水辺の整備については、地域や
各種団体と協力しながら環境整

備を進めます。 

 ①森林や河川の環境保全 
森林整備計画や貴志川の環境整備

を推進し、自然環境保全に繋がるよう

取り組みます。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

自然環境に「満足」「やや満

足」と回答した人の割合

（％） 

    桜・もみじ等の植樹を行

うなど、緑化推進事業に

参画します。 

 
     
     
     事業者の役割  現況値(H23) 目標値(H28) 

     自然環境の保全に配慮し

た活動やまちづくりに取

り組みます。 

 ７１.３ ８０.０ 

      
森林整備面積（ｈａ）       

       実績値(H22) 目標値(H28) 

       １５ １６ 

         
         
         
         

            
            
２)自然との共生   地球温暖化防止のため、町で

は太陽光発電やエコカーの導

入、再生紙の利用、節電など

に努めています。しかしなが

ら、家庭における取り組み方

法は浸透していないため、地

球温暖化防止実行計画を策定

し、全町的に取り組む必要が

あります。 

  地球温暖化防止実行計画を策定
し、官民協働による取り組みを

進めます。また、世代を越えた

取り組みとするための環境学習

を進めます。 

 ①環境にやさしいまちづくり 
町の地球温暖化防止実行計画を策

定するとともに、自然環境エネルギー

の導入について検討します。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

地球環境を守るため、日常

生活の中で意識して取り組

んでいると答えた人の割合

（％） 

    環境保全に関する意識を

高め、節電などの地球温

暖化対策に取り組みます。 

 
     
     
     事業者の役割  
     環境への取り組みを効果

的、効率的に行い、事業

に伴う温室効果ガスを低

減します。 

 現況値(H23) 目標値(H28) 

      ６６.６ ９５.０ 

      太陽光発電設置費補助金の

申請累計件数（件）       
          現況値(H23) 目標値(H28) 

          ― １００ 

  

２ 町の誇りである自然環境を保全し、共生する 

町の誇りである空・山・川の豊かな自然環境の保全再生に努めるとともに、環境にやさしいまち

づくり、地球環境保全への取り組みを進め、自然と共生するまちの実現に努めます。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 

第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 土地を有効に利用し、環境と共生する 
第２節 安全な暮らしを確保する 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
３)自然の体験学習

の提供 

  町民大学講座における「地球
環境について考える講座」、

「がたろ大作戦（貴志川の大

清掃）」による環境破壊の体験

学習、山林への植栽、生石山

に生息する昆虫、植物等の体

験学習等を実施しています。 
 天文台では、天文学はもちろ
んのこと、身近な自然を教材

として、「観て、感じて、考え

る」体験学習を実施していま

す。 
 今後は、住民と行政が連携し
た活動を進める必要がありま

す。 

  住民が環境を考える場、環境問
題に気づく場を提供します。 

 河川愛護や山林保全といった取
り組みを各企業と協力して実施

します。 

 ①自然体験学習と交流活動 
世界的に環境問題が取り上げられ

ている中、住民の環境に対する意識は

高く、正しい知識を身に着ける場とし

て町民大学講座等学習の場の充実を

図ります。 

 住民の役割  自然体験学習の参加者数

（人）     自然環境に関する意識の

向上に努めます。 
 

     現況値(H23) 目標値(H28) 

     ４５０ １,０００ 

    事業者の役割  自然体験学習の開催件数

（件）     環境に関する普及啓発に

参画します。 
 

      実績値(H22) 目標値(H28) 

      ３ ４ 

         

         

         
         
         
         
         

            
            
４)公害の防止   水質汚濁防止のため、貴志川

水質保全対策連絡協議会およ

び紀の川水質汚濁防止連絡協

議会による監視体制の強化を

図っています。また、野焼き

については、回覧等による啓

発と直接指導をしています。 
 近年、公害問題は多様化、複
雑化しており、公害苦情の解

決に向けて保健所と連携して

監視を行うなど関係機関との

連携を図っていく必要があり

ます。 

  貴志川水質保全対策連絡協議会
および紀の川水質汚濁防止連絡

協議会による監視体制の強化を

継続します。また、地域の環境

を行政と住民が協働で守るとい

う考えのもと、美しいまちづく

りに取り組むため、ＰＲ・情報

公開を進めます。 

 ①環境監視と指導 
貴志川水質保全対策連絡協議会お

よび紀の川水質汚濁防止連絡協議会

による監視体制の強化を継続し、各種

イベントにおける水質保全等に係る

啓発活動に努めます。 

 住民の役割  
公害苦情受付件数（件）     ゴミのポイ捨てやペット

の糞尿放置の防止に取り

組みます。また、野焼き

をしません。 

 
     実績値(H22) 目標値(H28) 

     9 0 

     
環境教室等の実施回数（回）     事業者の役割  

     排水、廃棄、騒音の対策

を徹底します。 
 現況値(H23) 目標値(H28) 

   ②生活型公害の防止 
回覧等で防止の啓発を行い、苦情が

あった場合は行為者に対し指導を行

います。 

  ３ ７ 

      

        

        

        

        

 
 
 
 

 
第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 

第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 土地を有効に利用し、環境と共生する 
第２節 安全な暮らしを確保する 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)災害防止対策の

推進 

  地すべり防止区域等は、指定
を受けた場所から順次防止工

事を実施しています。また、

土砂災害警戒区域等の指定を

して、住民が災害から生命を

守れるように危険箇所の周知

や警戒避難体制の整備に努め

ています。今後も工事等のハ

ード対策＊と警報情報の発表

等のソフト対策＊を組み合わ

せた効果的な対策を推進して

いく必要があります。 

  災害の未然防止に取り組んでい
ますが、未施行地域については、

異常気象時の早期避難など、ソ

フト施策と一体的な取り組みを

行い、住民の生命と財産の保護

を進めます。 

 ①災害の未然防止 
大雨時の洪水防止事業や地すべり

防止対策に努めます。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

防災対策に「満足」「やや満

足」と回答した人の割合

（％） 

    危険箇所等の把握や情報

提供をします。 
 

     
      
   ②危険箇所等の周知 

地すべり、急傾斜地等危険箇所につ

いて住民への周知に努めます。 

 事業者の役割  現況値(H23) 目標値(H28) 

    危険箇所を把握し、従業

者等への周知に努めます。 
 ２９.０ ８０.０ 

     土砂災害警戒区域調査率

（％）       
       現況値(H23) 目標値(H28) 

       ３０.０ ７０.０ 

        

        

           

           

２)地域防災体制の

強化 

  自主防災組織の設立や防災行
政無線の整備、ドクターヘリ

にも活用できる緊急輸送用防

災ヘリポート、要援護者の特

性に応じた支援体制の台帳整

備など防災体制の確立を進め

てきました。しかし、現在の

状況に合わせたマニュアル作

りや、自主防災組織の活動、

住民の防災に対する意識の啓

発などの面については遅れて

いると考えられるため、早急

に取り組むことが必要です。 

  東海・東南海・南海地震や近年
における異常気象などに対する

さらなる防災体制の確立が急が

れる中、避難施設である公共施

設の整備や自主防災組織による

訓練の実施、防災に対する住民

意識の向上に努めます。 
 災害時における迅速な対応のた
めに関係機関との連携を高め、

防災訓練を実施します。 

 ①災害時の行動規定の明確化 
近年の地球温暖化により局地で集

中豪雨が発生していることなどを踏

まえ町独自の行動規定を図ります。 

 住民の役割  「防災マップづくり」に取

り組む自主防災組織の数

（件） 

    防災意識を高め、地域で

力を合わせた救援・救助

活動に備えます。 

 

     現況値(H23) 目標値(H28) 

     事業者の役割  ― １７ 

   ②地域防災力の向上 
自主防災組織での訓練や講習会を

開催し減災意識を高めるとともに耐

震診断・耐震改修、家具の固定等の普

及に努めます。 

 防災意識を高め、災害時

に安全確保、業務等の早

期再開、地域への貢献に

努めます。 

 自主防災組織防災訓練参加

者数（人）      
     現況値(H23) 目標値(H28) 

     ３００ ４,０００ 

      
木造住宅の耐震診断率（％）        

   ③地域防災体制の整備 
避難施設である公共施設の整備や

自主防災組織による訓練の実施、防災

に対する住民意識の高揚に努めます。 

   現況値(H23) 目標値(H28) 

      ９ １６ 

           
           
            
      ④災害時の要援護者対策 

災害時における迅速な対応のため

に関係機関との連携を高め支援体制

を強化します。 

     
           
           
           
            
      ⑤国民保護対策 

紀美野町国民保護計画に基づき対

策強化に努めます。 

     
           
           
 

１ 災害に強いまちをつくる 

第２節 安全な暮らしを確保する 

防災事業箇所の選定等を検討し、関係機関への整備促進の働きかけに努めるとともに、非常時に

おける避難場所、避難経路の整備、大規模災害に備えた救援物資の備蓄など計画的な整備、さらに

自主防災組織の育成を進め、広範な町域に対応した防災体制の確立を図ります。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 

第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 土地を有効に利用し、環境と共生する 
第２節 安全な暮らしを確保する 

○用○語○解○説  
ハード対策…道路や建物等（目に見える形の物）を造る事業のこと。 

ソフト対策…情報やサービスなどの役務（形として残らない物）を提供する事業のこと。 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)消防体制の充実   消防車両や資機材を整備する

とともに、消防広域化の検討

を始めました。 
 消防職員の高齢化対策として
随時職員の採用を行っていま

す。 
 消防団、自主防災組織等の活
動支援を行ってきました。し

かし、消防団員数の減少、厳

しい地方財政の中、資機材購

入先送り等の課題に直面して

おり、消防体制の充実強化を

推進する必要があります。 

  消防広域化に向けた検討を継続
していきます。また、消防車両・

資機材の維持更新を進めるとと

もに消防水利の充実を図ります。 
 消防団、自主防災組織について
は、人員の確保、資機材の充実

を図ります。 

 ①常備消防の充実 
消防技術の高度化と多様化に対応

するため、広域消防によるスケールメ

リットを生かした消防行政の充実を

めざします。また、消防車両等の適時

更新と大規模災害に備えた消防装備

の整備に努めます。 

 住民の役割  
消防団員の数（人）     消防団活動に協力します。  

     現況値(H23) 目標値(H28) 

     ５７３ ５８６ 

    事業者の役割  
無線デジタル化移行率（％）     事故防止に心がけ、地域

の消防活動に協力します。 
 

     現況値(H23) 目標値(H28) 

      ０ １００ 

   ②非常備消防の充実 
消防団の組織再編も含め団装備の

適時更新を行いつつ非常備消防力の

維持に努めます。 

     
        
        
        
         

            
            
２)火災予防の強化   防災行政無線放送やチラシ等

の啓発で、住宅用火災警報器

の設置率が向上しています。 
 立入検査や指導を強化し、住
宅や事業所などの防火対策を

向上させ、火災の未然防止お

よび火災時における延焼拡大

防止、被害の軽減を図ってい

ます。また、火災予防運動を

はじめとした各種啓発活動に

より、住民の防火意識の向上

を図り、火災発生件数の減少

に努めています。 
 今後も危険物施設や防火対象
物への立入検査を通じて、火

災予防に対する意識改革や防

火管理体制の充実を図り、総

合的防火安全対策を確立する

必要があります。 

  住宅用火災警報器設置率１００ 
%をめざします。 

 火災予防運動をはじめとした各
種啓発活動により、住民の防火

意識のさらなる向上を図りま

す。また、事業所や危険物、高

圧ガス貯蔵施設に対して立入検

査等による指導を強化し、火災

予防対策のさらなる徹底を図り

ます。 

 ①住宅用火災警報器の普及 
住宅用火災警報器の設置促進対策

を強力に推進します。 

 住民の役割  住宅用火災警報器の設置率

（％）     防火意識を高め、消火器

や住宅用火災警報器を設

置します。 

 
     現況値(H23) 目標値(H28) 

      ４１.５ １００ 

   ②防火啓発活動の推進 
防火啓発活動を継続するとともに、

立入検査等による指導を強化し、火災

発生件数の減少を図ります。 

 事業者の役割  
各種点検結果の報告率（％）     防火意識を高め、消火器

や自動火災報知設備な

ど、消防用設備の維持管

理を徹底するとともに自

衛消防訓練を実施し、防

火管理体制を充実します。 

 
     現況値(H23) 目標値(H28) 

     ７３.０ １００ 

      
自衛消防訓練の実施率（％）       

      現況値(H23) 目標値(H28) 

       ６７.０ １００ 

        
        
        
        
        
        
        

 
  

 

２ 消防・救急・救助体制を充実する 

常備消防、消防団の装備や体制の充実を図るとともに、火災予防、防火意識の啓発を進め、火災

のないまちをめざします。また、救急・救助体制の充実に努めるとともに、住民による応急救護、

救急協力の体制を強め、救命率を高めます。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 

第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 土地を有効に利用し、環境と共生する 
第２節 安全な暮らしを確保する 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
３)救急・救助体制の

充実 

  高規格救急車の更新整備、救
急救命士の養成、救助資機材

の整備をはじめ、医療機関等

との連携を強化し、救急・救

助体制の充実、救命率の向上

に努めています。 

 住民に対する応急手当普及講
習を実施するとともに、公共

施設等への自動体外式除細動

器（ＡＥＤ）の配備を行い、

この機器を用いた救命講習を

実施しています。 

 より高度で質の高い救急業務
が実施できるよう医療機関と

の連携をさらに高めると同時

に、非常時に町民一人ひとり

が適切な対応ができるような

地域全体での救急救助体制づ

くりが必要です。 

  本町東部地域の救急サービスを
向上させるため、今後、道路改

良はもとより多方面から検討し

ます。 

 救急隊到着までの間に町民が公
共施設に設置されたＡＥＤを利

用するなど、適切な手当を行う

ことができるように応急手当普

及講習を積極的に行います。 

 ①救急・救助体制の充実 
高規格救急自動車の更新整備、救急

救助資機材の整備や救急救命士の養

成を行い、さらなる救急救助体制の充

実に努めます。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

救急・救助体制に「満足」

「やや満足」と回答した人

の割合（％） 

    適切な救急車の利用を心

がけます。また、応急手

当普及講習会等に積極的

に参加します。 

 
     
     
     現況値(H23) 目標値(H28) 

     事業者の役割  ５０.０ ６０.０ 

   ②応急手当の普及・啓発 
ＡＥＤを用いた救命講習を実施す

るなど、救急協力体制の充実を図りま

す。 

 応急手当普及講習の開催

やＡＥＤの設置などに取

り組みます。 

 
救命講習修了者数（人）      

     現況値(H23) 目標値(H28) 

      ２,５００ ４,０００ 

       
        

         

         

         

         

         

         

         

 
  

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 

第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 土地を有効に利用し、環境と共生する 
第２節 安全な暮らしを確保する 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)交通安全対策の

充実 

  地域の状況に応じた交通安全
施設の維持更新や高齢者を対

象とした交通ルール・マナー

教室、園児向けの交通安全教

室を開催しています。また、

交通安全運動期間中における

各種イベント、交通安全啓発

活動を実施し、交通事故防止

に努めました。今後も、交通

安全教育、啓発活動を推進し、

町民の交通安全意識を高めて

いく必要があります。 

  交通安全施設の整備を推進する
とともに、交通安全教育、交通

安全に対する意識の高揚、交通

安全運動を展開します。 
 事業の実施にあたっては各関係
機関と連携し､地域の実態に即

して効果的・継続的に行うとと

もに、運動の終了後においては､

運動の効果を検証､評価するこ

とにより、一層効果的な運動が

実施されるよう配慮します。 

 ①道路交通環境の改善 
道路利用者の意見を取り入れた利

用効果のある道路整備を進めます。 

 住民の役割  人口１,０００人あたりの

交通事故（人身）件数（件）     交通安全に対する高い意

識を持ち、正しいマナー

を身につけて交通ルール

を守ります。 

 
     現況値(H23) 目標値(H28) 

      ３ １ 

   ②交通安全教育 
住民一人ひとりの意識の高揚のた

めに有効な交通安全教育を開催しま

す。 

  
交通安全教室参加者数（人）     事業者の役割  

    従業員の交通安全意識の

高揚を図ります。 
 実績値(H22) 目標値(H28) 

     ２２０ ５７０ 

        
   ③啓発活動 

交通関係機関と連携のもと啓発運

動に努めます。 

     
        
         

            
            
２)防犯体制の充実   学校教育における犯罪から身

を守る方法の指導、高齢者に

対する振り込め詐欺や悪徳商

法被害防止の啓発、街頭啓発

によるひったくり防止啓発等

を行い、意識の高揚に努めて

います。 
 防犯灯設置補助、声かけ運
動・子ども見守り隊などコミ

ュニティによる活動の支援を

実施しています。 
 町民、行政、警察、学校、事
業所などが連携し、地域が一

体となって犯罪や非行のない

安全・安心なまちづくりを推

進することが求められていま

す。 

  高齢化率が高いため、振り込め
詐欺や一人暮らしの高齢者を狙

った悪徳商法対策としてより一

層の広報啓発を実施します。 
 子どもたちの登下校時の青色パ
トロール車による見守りに努め

ます。 
 地域や学校等で防犯教室・広報
啓発を実施し、町全体の防犯の

取り組みを進めます。 

 ①防犯教育・啓発 
警察署並びに各種防犯関係機関と

連携を密にし、防犯に対する教育の充

実を図ります。 

 住民の役割  防犯啓発活動の年間対象人

数（人）     防犯意識を高め、隣家同

士の声かけや子どもたち

の登下校時の見守りなど、

地域の防犯活動に参加し

ます。 

 
     現況値(H23) 目標値(H28) 

     ２００ ４００ 

      「かけこみ１１０番の家」

（きしゅう君の家）の登録

数（軒) 

   ②防犯活動の推進 
防犯灯設置等のハード面だけでな

く、住民の防犯意識の高揚に努め地域

コミュニティによる防犯活動を推進

します。 

  
    事業者の役割  
    関係機関や団体と連携、

協力し、防犯活動を行い

ます。 

 現況値(H23) 目標値(H28) 

     １１２ １２０ 

     
防犯灯設置基数（基）        

   ③児童・生徒の安全確保 
子ども見守り隊や声かけ運動と併

せて地域や学校での防犯教室・広報啓

発を実施し、地域全体で児童・生徒の

安全確保に努めます。 

   実績値(H22) 目標値(H28) 

      ２,０００ 

（累計） 

２,１００ 

      
        

         
 

３ 交通事故や犯罪の防止に努める 

町内における交通死亡事故件数をゼロにすることを目標に、交通安全施設の整備など道路交通環

境の改善および交通安全教育・啓発活動を進めます。また、住民の防犯意識を高め、地域ぐるみの

防犯活動を推進します。 

 
第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 

第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 土地を有効に利用し、環境と共生する 
第２節 安全な暮らしを確保する 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)保健事業の推進   合併後に策定した「健康きみ

の２１」「きみのいきいき行動

計画」に基づき、検診等の保

健事業を進めています。 

 保健師の業務を業務担当から
地域担当に変更することで、

一体的かつ地域に密着した保

健活動を推進しています。 

 特定健康診査や各種がん検診
のさらなる受診率向上のため、

住民が検診や相談に参加しや

すい環境づくりに努める必要

があります。 

 子どもが健やかに生まれ育つ
ための環境づくりなど母子保

健の充実や、高齢者がはつら

つとした生活が送れるよう老

人保健の一層の充実が求めら

れています。 

 特に、近年増加しているスト
レス等による心の病は積極的

に取り組むべき課題と捉え、

地域の見守り体制を強化し、

相談できる体制づくりが必要

です。 

  「健康きみの２１」「きみのいき
いき行動計画」に基づき保健事

業等を一体的に見直しつつ、健

康診査、相談・教育・指導等の

保健事業を通じ、乳幼児から高

齢者までの健康づくりの支援を

します。 

 保健事業の内容により総合福祉
センターでの実施に加え、地域

担当体制による保健師の訪問指

導等により、住民へのきめ細か

な保健活動や介護予防活動を推

進します。 

 健康診査、各種検診、各種予防
接種などの事業は、対象者への

一層の連絡や啓発などの周知徹

底を進めながら、受診率の向上

を図るとともに、生活習慣病予

防に取り組みます。 

 地域の見守り体制を強化するこ
とやお互いが周囲の人に関心を

持ち、相談できる体制を整備す

ることで心の健康づくりを推進

します。 

 ①保健施設の有効活用 
保健・福祉の拠点である総合福祉セ

ンターを有効活用し住民の健康維持･

増進を図ります。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

保健対策に「満足」「やや満

足」と回答した人の割合

（％） 

    健康診査を積極的に受診

します。 
 

     
     
     事業者の役割  現況値(H23) 目標値(H28) 

   ②包括的・効果的な保健事業の推進 
事業内容や実施方法を見直しなが

ら保健予防事業の推進を図ります。 

 健康診査の普及啓発に努

めます。 
 ５４.７ ６０.０ 

     
特定健康診査受診率（％）      

       実績値(H22) 目標値(H27) 

   ③母子保健対策 
各種教室の開催や乳幼児健診をは

じめ育児相談体制などを含めた母子

保健対策を推進します。 

   ２９.６ ７０.０ 

      
母子訪問指導件数（件）       

      実績値(H22) 目標値(H28) 

       １５２ ２００ 

   ④生活習慣病予防 

疾病予防のための特定健康診査や

各種がん検診のさらなる受診率向上

のための啓発を行い、住民が健診や相

談に参加しやすい環境づくりに努め

ます。 

   
健康増進訪問指導件数（件）       

      実績値(H22) 目標値(H28) 

      ２７３ ３００ 

      
乳幼児健診受診率（％）       

       実績値(H22) 目標値(H28) 

   ⑤感染症予防対策 
予防接種など感染症予防対策を推

進するとともに、新しい感染症には情

報収集をはじめとした迅速な対応に

努めます。 

   ９７.６ １００ 

      ４０歳以上の歯科検診受診

率（％）   
 

 
 

 
 

  
 実績値(H22) 目標値(H28) 

         ９.３ ４０.０ 

            

      ⑥歯科保健対策 
乳幼児から老年期までの生涯にわ

たる歯科保健対策を推進します。 

     
           
           
            
      ⑦心の健康づくり 

専門相談体制の整備と講演会など

の普及啓発活動を通じ心の健康づく

りに努めます。 

     
           
           
           
  

第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 

１ 保健事業の充実と健康づくりを進める 

第1節 生涯にわたり住民の健康を守り、育む 

すべての人が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会とするために、疾病の予防に加え、認知

症や寝たきりにならない状態で自立して生活できる期間（健康寿命）の延伸、生活の質の向上を目

標とし、保健事業、健康づくり活動を推進します。特に、生活習慣病を予防する一次予防を重点に

した対策を強力に推進します。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 

第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 生涯にわたり住民の健康を守り、育む 
第２節 住民が相互に支え合う福祉を進める 
第３節 誰もが生きる喜びを持てるまちづくりを

進める 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
２)健康づくり活動

の促進 

  「きみのいきいき行動計画」を
策定するとともにダイジェス

ト版を作成し、地域サロン等の

活動紹介を掲載するなど、その

周知と支援に努めています。 
 増加する生活習慣病を抑制す
るため、食生活の改善やスポー

ツを推奨する必要があります。 
 関係機関と協力しながら、国保
医療費や介護給付費の分析を

行い効率的な健康づくりを実

施していく必要があります。 

  広報・啓発活動の推進や教室・
イベントの開催を図り、住民の

健康に対する正しい知識の普及

や健康づくり意識の高揚を図り

ます。 
 住民、関係団体、教育や産業分
野との連携の強化を図り、あら

ゆる機会を通じて、地域ぐるみ

で食育の推進を図ります。 

 ①健康づくりの推進 
より多くの住民が疾病や介護予防、

健康増進等の正しい知識を身につけ、

健康づくりへの意識が高まるよう、健

康増進に関するイベントや、地域サロ

ン等での健康教室や健康相談を実施し

ます。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

自分が「健康」「やや健康」

だと感じている人の割合

（％） 

   健康づくり活動に積極的

に参加します。    
   
   事業者の役割 現況値(H23) 目標値(H28) 

   従業員の健康づくりに積

極的に取り組みます。 
６９.３ ８０.０ 

     
健康教育の参加者数（人）       

   ②食育の推進 
子どもから高齢者までの生涯を通じ

た健全な食生活の実現と食文化の継

承、健康の確保が図られるよう、関係

機関との連携のもと、食の面から町民

の健康づくりを総合的に推進します。 

   実績値(H22) 目標値(H28) 

      １７２ ２００ 

      
健康相談の参加者数（人）       

         実績値(H22) 目標値(H28) 

         ８０ １００ 
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第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 

第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 生涯にわたり住民の健康を守り、育む 
第２節 住民が相互に支え合う福祉を進める 
第３節 誰もが生きる喜びを持てるまちづくりを

進める 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)地域医療体制の

充実 

  町内には、地域医療の拠点病
院として国保野上厚生総合病

院(海南市・紀美野町一部事務
組合)があり、診療所や関係医
療機関との連携のもと住民の

医療ニーズに対応しています。

また、国保野上厚生総合病院

附属看護専門学校の開校や和

歌山県立医科大学附属病院へ

の医師派遣要請により、医師

・看護師不足の対策に努めて

います。 
 国吉・長谷毛原診療所は常駐医
師の勤務により、地域住民のか

かりつけ医を確保し、安心して

医療を受けることができる体

制を整えています。 
 休日、夜間等緊急時は、休日当
番医、夜間救急センター等を利

用し、必要により医師および救

急隊員の判断でドクターヘリ

の要請も行っています。 
 今後、高度化・多様化する医療
ニーズに対応するため、広域的

に関係機関と連携して地域医

療および緊急医療体制の充実

が必要です。 

  医師・看護師の人材確保に努め
るとともに、計画的に高度医療

機器の維持更新を行い、効果的

な医療体制を整えます。 
 地域の医療を確保するため、診
療所の医師確保を図り、安心し

て地域の医療機関で受診できる

体制の充実に努めます。 
 海南海草休日医療対策協議会に
おいて、医師会等との協議によ

り現行休日当番医の制度の充実

を進めます。 
 医療ニーズの高度化、多様化に
対応し、地域で安心して医療が

受けられるよう、医療機関と連

携した広域での医療体制の充実

を図ります。 

 ①へき地医療拠点病院の機能整備 
国保野上厚生総合病院の機能整備

と国保診療所との協力体制を進めま

す。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

医療機関の充実に「満足」

「やや満足」と回答した人

の割合（％） 

    健診への参加をはじめ、

生きがいのある生活、正

しい食生活などの健康づ

くりに取り組みます。 

 
     
     
      現況値(H23) 目標値(H28) 

   ②診療所機能の充実 
より身近な医療機関としての診療

所の医師確保に努め、かかりつけ医と

しての機能を保持します。 

 事業者の役割  ３９.６ ５５.０ 

    受動喫煙を防止するため、

職場内の禁煙や分煙に取

り組みます。 

 かかりつけ医がいると答え

た人の割合（％）      
  

 
   現況値(H23) 目標値(H28) 

  ５８.２ ７０.０ 

   ③緊急医療の充実 
救急、休日、夜間等の医療ニーズに

応えられるよう、現行休日当番医制の

充実に努めるとともに、町内外の医療

機関との連携のもと緊急医療体制の

一層の強化を図ります。 

     

       
       
       
       
       
        
        
        
        

 
  

 

２ 安心できる医療体制をつくる 

保健・福祉と医療との連携を強め、住民の健康維持・増進を図りながら、安心して身近に医療を

受けることができるよう、地域医療体制の充実を図ります。また、医療費適正化への対策を強化し、

国民健康保険事業の健全運営に努めます。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 

第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 生涯にわたり住民の健康を守り、育む 
第２節 住民が相互に支え合う福祉を進める 
第３節 誰もが生きる喜びを持てるまちづくりを

進める 

64 65 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
２)国民健康保険事

業の運営 
  「紀美野町保険通信」の発行、

国保しおりの活用により制度

に関する知識の普及、ジェネ

リック薬品＊の普及促進パン

フレットの活用により国民健

康保険制度への関心を高めて

います。 
 医療費抑制のため生活習慣病
に重点を置いた特定健診の受

診勧奨の取り組みや人間ドッ

ク、脳ドックを実施していま

すが、被保険者数は減少して

いるものの、依然として１人

当たりの医療費が増加傾向に

あり、医療費を抑制する対策

が必要となっています。 

  医療費の適正化を図るため、ホ
ームページや広報、啓発用パン

フレットにより啓発に努めます。 
 特定健診受診率の向上のため、
健診内容の見直しや本来の集団

検診・医療機関個別健診受診勧

奨を行います。 
 

 ①国保制度および事業の情報提供・啓発 
医療費の適正化を図るため、ホーム

ページや広報紙並びにパンフレット

等の活用により啓発に努めます。 

 住民の役割  １人当たりの医療費（国保

加入者に限る）（円）     保険税を滞りなく納付す

るよう心がけるとともに、

日頃から健康づくりに取

り組みます。 

 
     実績値(H22) 目標値(H28) 

     354,310 300,000 

      人間ドック・脳ドック受診

件数（件）    ②国保事業の安定 
集団検診・医療機関個別健診受診勧

奨により受診率を向上させ、その情報

をもとに健康教室の開催や訪問指導

等保健事業を活用して医療費の適正

化に繋げます。 

 事業者の役割  
    国民健康保険事業の仕組

みについて、広報、普及

啓発に努めます。 

 実績値(H22) 目標値(H28) 

     ２３８ ２３８ 

     
       

        

         

        
        
        

 

○用○語○解○説  
ジェネリック薬品…特許が切れた医薬品を他の製薬会社が製造あるいは供給する医薬品のことである。 

 
第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 

第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 生涯にわたり住民の健康を守り、育む 
第２節 住民が相互に支え合う福祉を進める 
第３節 誰もが生きる喜びを持てるまちづくりを

進める 

66 67 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)地域福祉推進体

制の強化 

  「健康きみの２１」等の計画
と整合性を図りながら、地域

福祉計画・健康づくりの推進

計画・食育推進計画を一体的

に包括した「きみのいきいき

行動計画」を策定し、保健・

医療・福祉が連携を図り、町

民と行政の協働による地域福

祉の推進に取り組んでいます。 

 地域でのつながりが希薄とな
る中で、町民同士が支え合い、

身近な地域で多様な福祉サー

ビスが利用でき、安心して暮

らしていける体制づくりを進

めていく必要があります。 

  平成２３年度の「きみのいきい
き行動計画」の見直しに伴い、

地域福祉の推進を目的として社

会福祉協議会がこの計画と整合

性をもった紀美野町地域福祉行

動計画を策定できるように支援

していきます。 
 住民誰もが住み慣れた地域で安
心して生活ができるように、行

政、社会福祉協議会、民生委員・

児童委員、町内会、ボランティ

ア、その他活動団体などとの協

働による地域福祉活動の一体的

な推進を図ります。 

 ①地域福祉活動の推進 
紀美野町地域福祉行動計画の策定

により、民間の活動・行動計画ができ、

行政と社会福祉協議会、住民が一体と

なって地域福祉を推進します。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

誰もが住んでいる地域が

「住みやすい」「少し住みや

すい」と回答した人の割合

（％） 

    福祉ボランティア活動に

積極的に参加します。 
 

     
     

事業者の役割 
     ボランティア活動への理

解を深め、人材の確保・

育成に協力します。 

 現況値(H23) 目標値(H28) 

   ②組織的な活動体制の整備 
社会福祉協議会を中心に各種団体が

相互に連携し、地域で支え合う組織的

な活動体制を支援します。 

  ４９.８ ８０.０ 

     社会福祉協議会の会員数

（人）       
      実績値(H22) 目標値(H28) 

       １７７ ２００ 

   ③指導者、ボランティア等の確保・育成 
認知症サポーター養成や傾聴ボラ

ンティア養成などの啓発活動を広げ

るため、現在行っている職員による講

師役を、住民に担ってもらえるよう講

師を養成します。 

   
地域見守り協力員数（人）       

      現況値(H23) 目標値(H28) 

      ２３ １００ 

          
          
           
           
２)地域福祉活動の

展開 

  地域住民がリーダーとなり実
施される地域サロン事業を町

内全域に広め、４０箇所近く

実施されています。今後は、

サロンリーダーの意欲保持や

関係機関とのつながりの形

成、新たな担い手確保への支

援が必要となっています。 

  地域での支え合い活動を推進す
るため、地域サロン事業やボラ

ンティア活動などの促進を継続

して行います。 

 ①ボランティア活動の促進 

従来の町広報紙等によるＰＲ活動

をしつつ、関係部署と連携して住民の

自主的な福祉活動への参画機会を増

やします。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

ボランティア等まちづくり

活動に「積極的に参加」「な

るべく参加」している人の

割合（％） 

    地域の見守り活動やサロ

ン活動などの地域福祉活

動に積極的に参加します。 

 
     
     
    事業者の役割  
     地域福祉活動が円滑に実

施されるよう、行政と連

携し情報提供や人材育成

などの支援に努めます。 

 現況値(H23) 目標値(H28) 

   ②地域の支え合いの推進 
地域サロン事業の新規立ち上げに

加え、既存サロンは地域づくりの拠点

となり続けられるよう支援します。 

  ３０.１ ５０.０ 

     
地域サロン登録者数（人）         

         現況値(H23) 目標値(H28) 

          ８３３ １,０００ 

            

 
  

 

１ 地域で支え合う福祉を進める 

第２節 住民が相互に支え合う福祉を進める 

地域福祉計画の策定により、ボランティア育成や地域福祉活動のあり方を明らかにし、計画にそ

って着実な地域福祉体制の充実を図ります。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 

第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 生涯にわたり住民の健康を守り、育む 
第２節 住民が相互に支え合う福祉を進める 
第３節 誰もが生きる喜びを持てるまちづくりを

進める 

68 69 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
３)福祉対応の環境

整備 

  コミュニティバスによる移動
支援や、高齢者の住宅改修補

助等を行っています。移動支

援として福祉有償運送も実施

していますが、運営主体であ

る社会福祉法人の提供できる

サービスには限界があり、ニ

ーズに応えきれていないのが

現状となっています。 

  さまざまな目的に応じた社会参
加が可能となるよう、バリアフ

リー化を推進するとともに、今

ある資源を有効に活用して、地

域全体で支えあう体制づくりに

努めます。 

 ①暮らしのバリアフリー化の促進 
国や県の補助金を活用しつつバリ

アフリー化を進めます。また、移動支

援などは行政のみならず介護保険サ

ービス事業所やシルバー人材センタ

ー等と連携し、地域全体で支えあう体

制づくりを推進します。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

障害者福祉・自立支援に「満

足」「やや満足」と回答した

人の割合（％） 

    福祉ボランティア活動に

積極的に参加します。 
 

     
     
    事業者の役割  現況値(H23) 目標値(H28) 

    事業所のバリアフリー化

に努めます。 
 １３.４ ５０.０ 

      
     

 
 
  

            

            

 
  

 
第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 

第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 生涯にわたり住民の健康を守り、育む 
第２節 住民が相互に支え合う福祉を進める 
第３節 誰もが生きる喜びを持てるまちづくりを

進める 

70 71 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)保育所機能の充実   保護者の多様な就業形態に対

応するため１歳児保育、延長

保育を実施し、保育機能の充

実を図っています。また、保

育所の新築や耐震補強工事を

行いました。今後も、保護者

の多様なニーズに応えられる

よう、職員の資質向上や保育

内容の充実を図り、子どもの

生活の場としてふさわしい保

育環境を確保していくことが

必要です。 

  保護者が仕事と両立できる保育
機能の充実を図るとともに、今

後の児童数の推移を見極めつ

つ、保育施設の適切な統合整備

を検討します。 

 ①仕事と両立できる機能整備 

保育所機能のさらなる充実のため

に、保護者のニーズに応じて０歳児保

育や一時保育の実施についても検討

します。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

保育サービスや子育て支援

に「満足」「やや満足」と回

答した人の割合（％） 

    保育所機能を有効に利用

し、子どもが健全に育つ

よう努めます。 

 
     
     
    事業者の役割  現況値(H23) 目標値(H28) 

     情報の発信や活用に努め

ます。 
 ２３.９ ４０.０ 

   ②保育所施設の整備 
施設の老朽化や児童数の推移を見

極めつつ、統廃合を含めた整備を検討

します。 

  
１歳児保育の利用者数（人）      

      現況値(H23) 目標値(H28) 

      ２５ ２５ 

        
        

           
           
２)子育て支援の充実   野上第１保育所に子育て支援

センターを開設し、気軽に相

談できる体制づくりを進めま

した。また、総合福祉センタ

ーや公民館などを活用し、子

育て相談や保護者・子どもの

交流促進を行っています。 
 学童保育所、児童館、公民館
等では、子どもの居場所づく

りに積極的に取り組んでいま

す。 
 子育てと仕事が両立でき、子
どもたちが地域で健やかに育

つためにも、地域と行政が連

携して、子育てがしやすい地

域環境づくりが求められてい

ます。 

  児童相談所や保育所、学校等と
の連携を強化するとともに、子

育て支援センター等での相談機

能の充実や親同士、子ども同士

の交流機能の充実を図ります。 
 学童保育所、児童館、公民館等
で放課後の子どもの居場所づく

りと安全確保に努めます。 
 引き続き、乳幼児から中学３年
生までの医療費助成など、家庭

への経済的負担の軽減に努めま

す。 
 

 ①子育て支援対策機能の拡充 
利用者の意見を反映し、ニーズに合

った子育て支援センター等の事業の

拡充に努めます。 

 住民の役割  子育て支援センターの年間

利用者数（人）     地域ぐるみでの子育て支

援に参加します。また、

子育て支援センターを交

流の場として活用します。 

 
     現況値(H23) 目標値(H28) 

     １,０００ １,２００ 

      
学童保育所の充足率（％）    ②家庭教育の支援 

子育て支援センターを核として家

庭教育学級の充実に努めます。 

 事業者の役割  
    子育てをしながら働きや

すい労働環境をつくりま

す。 

 現況値(H23) 目標値(H28) 

     ９７.０ １００ 

       
   ③子どもの居場所づくりと安全確保 

学童保育所、児童館、公民館等の運

営により子どもたちの居場所づくり

に努めるとともに地域で子どもを見

守る活動を推進します。 

   
        

        

        
        
         
   ④子育て助成費の支給 

次代の社会を担う子ども一人ひと

りの成長を社会全体で応援するとと

もに、子育てに伴う保護者の経済的負

担の軽減を図ります。 

     

           
           
          
 

 

２ 地域で子育て環境を整える 
 

子育て世代が安心して暮らせるまちにするため、働きながら子育てができる環境、お互いに声を

かけ合い支え合う地域、子どもがたくましく健やかに育つ環境、子どもが安心して過ごせる環境、

子育てに理解と協力がある環境づくりなどを総合的に進めます。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 

第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 生涯にわたり住民の健康を守り、育む 
第２節 住民が相互に支え合う福祉を進める 
第３節 誰もが生きる喜びを持てるまちづくりを

進める 

72 73 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)高齢社会への対応   「きみの長寿プラン２００６・

２００９」に基づき高齢者保健

福祉を推進しています。 

 きみのネットワーク委員会を
設置し、地域とのネットワー

クを強化することで、高齢者

の尊厳を守るための検討や啓

発に努めています。 

 今後は、地域で安心して生活
するために、介護サービスに

頼らない安心した居住の確保

等、さまざまな分野でのサー

ビスを一体的に検討し、推進

していくことが必要となって

います。 

  「きみの長寿プラン２０１２」
に基づき、地域包括ケアの実現

に向けて、介護保険サービスの

充実や関連分野との連携を引き

続き図ります。 

 地域ボランティアの育成を通じ
身近な地域での支え合い（共助）

を育てる取り組みを行います。 

 ①関連計画の改定 
高齢者の保健福祉と介護保険の取

り組みの基本となる「きみの長寿プラ

ン」の見直しを的確に行います。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

高齢者福祉・高齢者の能力

活用に「満足」「やや満足」

と回答した人の割合（％） 

    地域のボランティア活動

に積極的に参加します。 
 

     

     事業者の役割  現況値(H23) 目標値(H28) 

   ②地域で支えるケアネットワークの

構築 
住民のボランティア意識を高める

ことで地域の支え合いの強化をめざ

し、高齢者が安心して住めるまちづく

りに努めます。 

 地域と連携し、ボランテ

ィア活動を支援します。 
 ２３.６ ４５.０ 

     高齢者人口に占める要介護

認定者数の割合（％）      
      現況値(H23) 目標値(H28) 

      ２４.４ ２２.５ 

       
        
        
        
        

           
           
２)介護保険施設等の 

充実 

  「きみの長寿プラン２００６・
２００９」に基づき介護保険施

設等の整備が進んでいます。 
 介護サービスのうち、施設入
所の希望者が多く、介護給付

費の高騰が続いています。 

  高齢者のニーズに対応した介護
保険施設等を確保するため、民

間法人と連携した施設整備を進

めます。 

 ①介護保険施設等の整備 

高齢者のニーズに対応した施設等

のサービスの充実については、現状を

検討しながら民間法人と連携した施

設整備に努めます。また、介護給付費

の高騰抑制などの観点から、今後は地

域で安心して生活できるように介護

サービスに頼らない居住や買い物・交

通対策にも努めます。 

 住民の役割  町内介護保険施設の数 

（箇所）     可能な限り健康で自立し

た生活を送ることができ

るよう、介護予防に取り

組みます。 

 
     現況値(H23) 目標値(H28) 

     ３ ３ 

     地域密着型サービス※４の

数（箇所）     事業者の役割  
       利用者のニーズに対応し

たサービスの提供に努め

ます。 

 現況値(H23) 目標値(H28) 

        ２ ３ 

         
   ※４ 地域密着型サービスとは

要介護や要支援状態となって

も、可能な限り住み慣れた自宅

や地域での生活が継続できるよ

うにするためのサービスを指し

ます。 

   

 
  

 

１ 高齢者福祉の充実と高齢者の能力活用を進める 

第３節 誰もが生きる喜びを持てるまちづくりを進める 

介護サービス基盤の整備と地域包括ケアシステムの確立、在宅福祉対策の充実、高齢者の介護予

防・健康づくり、自立生活の促進など、高齢化社会における課題と本町の状況を勘案し、高齢者が

安心して生活できる環境づくりを進めます。また、生きがい活動の推進と社会参加を促進するとと

もに、シルバー人材センターの運営など高齢者が参画するまちづくりを実現します。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 

第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 生涯にわたり住民の健康を守り、育む 
第２節 住民が相互に支え合う福祉を進める 
第３節 誰もが生きる喜びを持てるまちづくりを

進める 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

 
３)在宅福祉対策の

推進 

  介護保険では対応できない日
常生活用具の貸与や給付、特

定高齢者候補者に対する介護

予防、地域密着型サービスな

ど、総合的に在宅福祉対策を

推進しています。 
 介護予防は在宅福祉対策の大
きな位置づけにあり、地域サ

ロンを利用して講習会等を実

施しています。 
 介護保険サービスの充実だけ
ではなく、さまざまな分野で

のサービスを一体的に検討し、

推進していくことが必要です。 
 地域住民の総合相談窓口とし
て地域包括支援センターを運

営し、住みよい地域づくりの

ため、さまざまな機関とのネ

ットワークづくりなど地域住

民を多方面から支援できる体

制づくりに取り組んでいます。 

  高齢者が住み慣れた地域で自立
した在宅生活を送ることができ

るように、医療との連携や生活

支援サービスの確保などを包括

的・継続的に推進します。 
 地域サロンやその他の集まりを
利用して介護予防の知識の向上

と意識の啓発を図ります。 
 介護保険サービスを適切に選択
し利用できる環境づくりや、需

要に応じた基盤整備と質の向上

をめざします。 
 地域包括支援センターがその役
割を十分に発揮するため、住民

への周知に努めるとともに、地

域のネットワーク構築に向けた

取り組みを推進します。 
 

 ①在宅支援 
高齢者の生活支援の充実に努める

とともに、在宅で介護している家族の

介護負担が軽減できるように支援の

拡充をめざします。 

 住民の役割  介護サービス利用者のうち

在宅サービス利用者の割合

（％） 

    介護予防や健康づくり活

動に積極的に参加します。 
 

     
     現況値(H23) 目標値(H28) 

    事業者の役割  ６４.８ ７０.０ 

     生活における支援サービ

スの充実に努めます。 
 
 

介護予防教室等への延べ参

加者数（人） ②介護予防の推進 
保健事業や健康づくりと連動し、高

齢者の介護予防事業を推進します。 
     現況値(H23) 目標値(H28) 

      ４５０ ７００ 

         

   ③介護保険サービスの充実 
地域の特性や実情に応じた介護・介

護予防サービスが利用できるよう地

域密着型サービス運営委員会により

サービス事業所の指定、指導監督に努

めます。 

     

        
        
        
        
        
         
   ④地域包括支援センター機能の整備 

住民の総合相談窓口業務および医

療・介護・予防・住まい・生活支援サ

ービスが切れ目なく提供されるため

の調整役として、地域包括支援センタ

ーの役割強化と周知を重点的に行い

ます。 

     
        
       
       

          
          
   
           
           
           
 
  

 
第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 

第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 生涯にわたり住民の健康を守り、育む 
第２節 住民が相互に支え合う福祉を進める 
第３節 誰もが生きる喜びを持てるまちづくりを

進める 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
４)介護保険制度の

運営 

  地域包括支援センターを中心
に介護予防の強化や相談体制

の充実などを図りました。 
 介護給付費は毎月１億円以上
の給付費となっており、町の

負担も相当大きくなっていま

す。そのため、町を挙げての

根本的な対策を考える必要が

あります。 

  被保険者が介護保険制度の仕組
みを理解し、制度の円滑な運営

ができるように周知・啓発に努

めます。 
 高齢者の居場所づくりを含め、
地域サロンを活用した介護予防

事業を推進します。 
 介護保険サービスの質の向上や
適正なサービス提供等のための

取り組みを推進します。 

 ①制度等の周知 
パンフレット等を利用した介護保

険制度の周知・啓発に努めます。 

 住民の役割  介護保険加入者の給付費総

額（１号被保険者１人あた

り年額）（千円） 

    健康づくり活動に積極的

に参加します。 
 

     
      実績値(H22) 目標値(H28) 

   ②介護予防の強化 
介護保険事業所と連携し、介護予防

を中心とした介護サービス内容の充

実に努めます。 

 事業者の役割  ３５５ ３５０ 

    介護保険制度を理解し、

適切なサービスの提供に

努めます。 

 介護サービスに関する苦情

相談件数（件）      
     実績値(H22) 目標値(H28) 

       ５ ３ 

   ③運営体制の強化 
申請者や要介護認定者の増加に対

応し、認定事務の迅速化など適切な事

務処理と円滑な制度運営が行えるよ

う介護保険事業の運営体制の強化に

努めます。 

    

          

          

          

          

          

           

           

５)生きがい・まちづ

くり活動の推進 

  「地域サロン」と「ふれあい
ルーム」では高齢者の活躍の

場の提供と子どもたちとの世

代間の交流が図られています。 

 老人クラブは、会員加入率の
低下や老人クラブ自体の高齢

化が懸念されています。 

 高齢者の長年にわたり培われ
た技術や知識を生かし、まち

づくり活動にも大きく貢献し

ているシルバー人材センター

は、平成２２年に法人化され

良好に運営されています。  

  今後も世代間の交流の場として
地域サロン事業などを進めます。 

 老人クラブについては、会員加
入促進活動を強化するととも

に、体力づくり、介護予防活動

の推進に努めます。 
 まちづくりには高齢者の豊富な
知識と経験が必要とされてお

り、生きがいづくりの場でもあ

るシルバー人材センターの支援

を継続します。 

 ①社会参加の推進 
高齢者が、元気でその知識と経験を

生かし、まちづくりに参加できるよう

な機会を創設していきます。また、地

域コミュニティが保てなくなってく

ることが予想される状況で、シルバー

人材センターの存在意義は大きく会

員の加入促進活動を強化します。 

 住民の役割  
地域サロン設置数（箇所）     地域ぐるみで高齢者を支

えるまちづくりに参加し

ます。また、できる限り

健康で自立した生活を送

ることができるよう、介

護予防に取り組みます。 

 
     現況値(H23) 目標値(H28) 

     ３７ ６１ 

     ６０歳以上人口に占める老

人クラブ会員の割合（％）      
     実績値(H22) 目標値(H28) 

    事業者の役割  ４２ ６０ 

     高齢者が元気でその知識

と経験を生かし、まちづ

くりに参加できるよう支

援します。 

   
        
        
       
         

  

 
第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 

第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 生涯にわたり住民の健康を守り、育む 
第２節 住民が相互に支え合う福祉を進める 
第３節 誰もが生きる喜びを持てるまちづくりを

進める 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)障害の予防、早期

発見 

  乳幼児健診等により障害の早
期発見を図るとともに、相談

支援事業所、保健所や医療機

関と連携しながら相談体制の

充実に努めています。 

 身体障害者のうち６５歳以上
が８割を占めており、疾病予

防や介護予防に力を入れる必

要があります。 

  障害の早期発見、早期療育のた
め、乳幼児健診のさらなる充実

とフォロー体制の整備、保育所、

学校保健、医療機関、訓練機関

等との連携を図ります。 
 脳卒中予防や転倒予防などを通
じて障害の予防を積極的に進め

ます。 

 ①保健対策の充実 
障害の早期発見、早期療育のため、

健診のさらなる充実とフォロー体制

の整備を行い、関係機関との連携を持

ちつつ、生活習慣病の予防や運動機能

の向上により障害の予防を図ります。 

 住民の役割  
発達相談者数(人)     定期的な健康診査の受診

とともに健康づくり活動

に積極的に参加します。 

 
     実績値(H22) 目標値(H28) 

     ２６ ２６ 

    事業者の役割  
     健康診査の受診勧奨とこ

ころの健康の保持増進に

配慮するよう努めます。 

 
        

   ②相談体制の充実 
関係機関との連携により相談と指

導の体制を充実します。 

    

       
   
           
 
２)障害者援護対策

の推進 

 

  障害者が地域で自立した生活
を送るためには、障害者の適

性や能力に応じた就労や地域

活動、スポーツ・文化活動な

どへの社会参加ができる機会

が必要です。 
 入所施設は常に満員状態であ
り、入所を希望する障害者は、

待機状態となっています。ま

た、グループホームなどの施

設整備も十分ではありません。 
 就労に関しては地域自立支援
協議会に就労部会を設置し、

就労支援に取り組んでいます。 

  地域の関係機関やサービス事業
所と連携し、障害者が安心して

地域で生活することができるよ

う、障害福祉サービスなどを充

実するとともに、利用に必要な

支援を行う体制の強化を図りま

す。 
 障害者の雇用については、公共
職業安定所や関係機関と連携

し、障害者の適性に合致した働

く場を斡旋できるように支援し

ます。 
 グループホームなどの施設整備
を推進し、一人暮らしが困難な

知的障害者や精神障害者の生活

の場の確保に努めます。 

 ①総合的・計画的な推進 
紀美野町障害者基本計画および障

害福祉計画に基づき障害者福祉対策

の推進を図ります。 

 住民の役割  
障害者の入所者数（人）     安心して生活できる環境

づくりに協力します。 
 

     現況値(H23) 目標値(H28) 
１４ １４ 

     事業者の役割  グループホーム・ケアホー

ム利用者数（人）    ②障害者自立支援制度の運営 

平成２５年８月制定予定の障害者

福祉法（仮称）に基づき障害者自立支

援制度の円滑な運営を図ります。 

 障害者を積極的に雇用し

ます。 
 

     現況値(H23) 目標値(H28) 

     ６ ８ 

      補装具等支給事業申請件数

（件）        
   ③在宅支援サービスの充実 

関係機関との連携を図りながらサ

ービスの充実に努めます。 

   現況値(H23) 目標値(H28) 

      ３７ ３５ 

        

         

   ④活動・就労支援 
公共職業安定所を中心に、支援学

校・社会福祉施設・就労継続支援事業

所とのネットワークづくりを含めさ

らなる雇用の場の拡大に努めます。 

     

          

          

          

            

      ⑤通所・入所施設の整備 
グループホームやケアホームなど

への支援に努め、在宅生活が困難な障

害者の施設への通所および入所を円

滑化します。 

     

           

  

２ 障害者福祉の充実と自立を支援する 

障害者（児）が地域社会のなかで、安心して、自分らしく生き生きと生活できる社会の実現をめ

ざし、援護対策を充実します。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 

第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 生涯にわたり住民の健康を守り、育む 
第２節 住民が相互に支え合う福祉を進める 
第３節 誰もが生きる喜びを持てるまちづくりを

進める 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

           
１)生活の援護   ひとり親家庭の医療費助成事

業は、ひとり親家庭の医療費

の一部を助成することにより

適切な医療を受けられ、健康

の保持および経済的負担の軽

減に繋がっていますが、対象

者の増加により財政的負担が

膨らむことが懸念されます。 

 児童扶養手当制度および母子
福祉貸付制度などの各種制度

を民生委員・児童委員、母子

相談員と連携しながら周知を

行っています。 

 生活保護者は増加の傾向にあ
り、民生委員・児童委員の正

しい判断により、真に保護を

必要とする者が適切に受けら

れるよう努めています。 

 毎月発行する町広報紙に国民
年金制度や趣旨のＰＲを掲載

し、日本年金機構との連携に

より円滑な事務手続きに努め

ています。 

  ひとり親家庭の生活実態を把握
し、町の助成を進めていきます。 

 制度の周知を図るとともに、民
生委員・児童委員などと連携し

ながら住民の相談、指導の充実

に努めます。 
 各種援護制度の適正な活用によ
り生活保護者を支援します。 

 国民年金制度の理解と加入を促
すため制度改正等の情報提供に

努めます。 
 

 ①ひとり親家庭の援護対策 
経済的負担の軽減を図るため、対象

者の生活状況を把握しながら支援し

ます。 

 住民の役割  
生活保護世帯（%）     年金制度への理解を深め

加入します。 
 

     現況値(H23) 目標値(H28) 

     １.２ １.０ 

     事業者の役割  
国民年金加入率（％）    ②低所得者の援護対策 

町の広報紙等を活用し民生委員・児

童委員の名簿を掲載するなど、住民が

生活や悩みごとの相談がしやすいよ

う周知に努めます。また、要援護者に

対しては世帯の状況に応じて自立で

きるよう支援します。 

 気軽な相談ができるよう

努めます。また、年金の

適正加入の推進を図りま

す。 

 
     現況値(H22) 目標値(H28) 

     ９４.６ １００ 

      

       

       

       

        

   ③無年金者の解消 
国民年金制度の正確な情報提供の

周知を図り、年金受給権の確保のた

め、納付意識の啓発および正しい年金

制度への理解と関心を高めることを

めざします。 

    

       

       

       

       

       

        

        
        
        

           
 
 

 

３ 自立する生活を支援する 

ひとり親家庭、低所得者など援護を必要とする人たちが自立して生活できるよう支援を進めます。

また、住民皆年金を目標に、老後の生活の安定を図る国民年金制度の理解と加入を促進します。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 

第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 生涯にわたり住民の健康を守り、育む 
第２節 住民が相互に支え合う福祉を進める 
第３節 誰もが生きる喜びを持てるまちづくりを

進める 

82 83 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)学校教育環境の

整備 

  小・中学校の統廃合について
は、地域住民との協議を経て

２校が統合されました。また、

耐震化など学校施設の整備や

ＩＣＴ化など教育環境の充実

を図ってきました。 

 学校規模の適正化を検討し、そ
れに併せて学校施設の整備・改

修を図っていく必要がありま

す。 

 学習指導要領の改訂等に対応
した教材・教具を整備し、学

校教育の環境水準を維持して

いくことが必要です。 

 地域との連携を図り、地域に
根ざした学校、子どもたちが

安全に活動できる特色ある学

校づくりが求められています。 

  地域住民とともに、学校規模の
適正化を検討し、それに併せて

学校施設、設備の計画的な整備

改修を図ります。 
 学校運営への地域住民の参加や
地域の教育資源の効果的な活用

など、家庭・地域・学校が協働

して子どもたちを育む環境づく

りを進めます。 

 ①学校統廃合の方向性の検討 
地域の実情を踏まえ住民参画のも

とで統廃合について検討します。 

 住民の役割  学校給食施設の整備状況 

（％）     学校教育に積極的にか

かわります。 
 

     現況値(H23) 目標値(H28) 

      ７１.０ １００ 

   ②学校施設の整備 
日常的な修繕のほか、災害時の対策

等、施設維持管理に努めます。 

 事業者の役割  学校評価アンケートで、

小・中学校の教育について

「満足」「やや満足」と回答

した保護者の割合（％） 

    学校教育活動に参画し

ます。 
 

     
      
   ③学校の安全強化 

定期的な防犯・防災教育や地域住民

との連携により安全強化を図ります。 

   現況値(H23) 目標値(H28) 

      ８５.８ ９０.０ 

      小・中学校図書館図書標準

達成率（％）        
   ④教育環境の充実 

各教材備品や図書等を整備し学習

環境の充実に努めます。 

   実績値(H22) 目標値(H28) 

      ５７.０ １００ 

      小・中学校１校あたりで、

体験学習等の外部人材活用

延べ人数（人） 

       
   ⑤学校給食施設の整備 

中学校給食の実施や老朽化した学

校給食施設の整備を検討します。 

   
      現況値(H23) 目標値(H28) 

         ７９.８ １００ 

            

      ⑥地域と連携する学校運営の確立 
地域ぐるみで子どもたちを育む環

境づくりを推進します。 

     

           

           

 
  

第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 

１ 学校と地域の結びつきを深め、教育環境を充実する 

第1節 学校教育を充実し、次世代を育てる 

学校規模の適正化を進めながら、学校施設設備の計画的な整備を図ります。また、学校運営への

地域住民の参加や地域の教育資源の効果的な活用など、家庭・地域・学校が協働して子ども達を育

む環境づくりを進めます。地域課題や社会環境変化に対応する教育内容の強化を図るほか、確かな

学力の向上と生きる力、豊かな人間性を育む教育を進め、心身ともに健康な子ども達を育てます。

町内高等学校の特色化、維持と充実に努めるとともに、高等教育機関等と地域との連携を強化しま

す。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 

第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 学校教育を充実し、次世代を育てる 
第２節 文化・スポーツ活動を通して社会教育を振

興する 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
２)学校教育内容の

充実 

  『学力・体力・判断力アップ
事業』『夢づくり事業』を核と

して、各学校独自の取り組み

や課題解決に向けた教職員の

研修を推進するとともに、学

校支援員を配置し、基礎学力

の向上を図っています。子ど

もたちの生きる力をより高め

る取り組みを進めることが課

題となっています。 
 中学校での英語授業の補助や
小学校での外国語活動の補助

を行い、児童生徒の英語能力

向上を図るとともに、国際交

流および国際理解を推進して

います。 
 福祉関係機関および県立支援
学校との連携を図り、就学指

導の充実を図っています。今

後は、すべての子どもたちに

通じる特別支援教育の充実を

図ることが課題となっていま

す。 

  確かな学力、確かな体力、確か
な判断力の育成を基本に、地域

の資源を活かしながら学校教育

の充実を進めていきます。その

ため、『学力・体力・判断力アッ

プ事業』を中心に、教職員の指

導力の向上と関係機関との連携

を強化します。 
 保護者や地域住民の意向を反映
する信頼される学校づくりをめ

ざします。そのため、『夢づくり

事業』を中心に、教育課程への

地域人材活用や児童生徒の地域

行事等への参画を推進します。 
 保健福祉課との連携機関『はぐ
くみ会』を中心に、保育所と小・

中学校との連携を強化し、就学

前および義務教育修了後の支

援、障害をもつ児童生徒への継

続的な支援を図ります。 

 ①確かな力の向上 
心技体の調和のとれた子どもの育

成のため学校教育の充実に努めます。 

 住民の役割  
全国学力学習状況調査結果     学校教育に積極的にかか

わります。 
 

     現況値(H23) 目標値(H28) 

      
全国水準 

全国水準を

維持する    ②新たな教育課題への対応 
時代に応じた授業内容や学習環境

の整備に努めます。 

 事業者の役割  
    職業体験学習などの学校

教育活動に参画します。 
 学校１校あたりの年間校内

研修〔授業研修〕実施回数

（回） 

     
      
   ③地域の特色を生かした教育 

豊かな自然環境や学習施設を生か

した教育を推進します。 

   現況値(H23) 目標値(H28) 

      ６.７ １０ 

      小学生の体力運動能力調査

結果（８種目合計） 
※全国平均を５０とする 

       
   ④障害児等教育の充実 

障害のある児童生徒に対して、関係

機関と連携し、個々に応じた指導が受

けられるよう、適切な教育的支援を進

めます。 

   
      実績値(H22) 目標値(H28) 

      ５１.３ ５３ 

      中学生の体力運動能力調査

結果（８種目合計） 
※全国平均を５０とする 

      
       
   ⑤道徳教育、人権教育の充実 

先進的効果的な実践を参考に道徳

教育の推進と人権教育を推進します。 

   実績値(H22) 目標値(H28) 

      ５２.９ ５４ 

      ＡＬＴの小学校外国語活動

(週当たり１時間)への指導

充足率（％） 
※ＡＬＴとは、外国語指導助手

のこと。 

       
   ⑥教職員の指導力の向上 

教職員の研究体制の組織化と学校

教育指導主事の設置により指導力の

向上に努めます。 

   
         
         
         現況値(H23) 目標値(H28) 

          ５０.０ ７０.０ 
 

  

 
第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 

第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 学校教育を充実し、次世代を育てる 
第２節 文化・スポーツ活動を通して社会教育を振

興する 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
３)通学環境の整備   子ども見守り隊、声かけ運動

など、地域の住民とともに、

地域ぐるみで見守りを行って

います。 
 児童生徒送迎のためのスクー
ルバスは生徒数の推移に伴

い、毎年コース・乗降場所を

変更し、利用しやすく安全な

運行に努めています。 
 登校時の安全確保はボランテ
ィアや学校関係者による見守

りで安全確保されています

が、下校時については地域や

学校と連携し、さらなる安全

確保に努める必要があります。 

  安全・安心な通学環境を確保で
きるように教育委員会と学校、

家庭、地域の連携を図り、歩道

整備や子どもたちの見守り活動

を推進します。 
 地域の実情に応じてスクールバ
スを運行し、児童生徒の負担軽

減と安全な通学の確保に努めま

す。 

 ①通学路の安全確保 
各小・中学校において登下校時の安

全確保のため通学路の安全指導に取

り組みます。 

 住民の役割  子どもの見守りなどを行っ

ている団体の参加人数（人）     登下校時の見守りなどを

行います。 
 

     現況値(H23) 目標値(H28) 

     １１１ １５０ 

     事業者の役割  「かけこみ１１０番の家」

（きしゅう君の家）の登録

数（軒） 

   ②地域ぐるみの見守り 

各小・中学校のＰＴＡや地域、学校

が連携し、声かけ運動など見守り活動

を行います。 

 子どもへのあいさつ運動

や見守り活動に積極的に

参画します。また「かけ

こみ１１０番の家」（きし

ゅう君の家）として協力

します。 

 
     
     現況値(H23) 目標値(H28) 

     １１２ １２０ 

        
   ③スクールバスの運行 

車両の老朽化や運転手の確保、児童

生徒数の推移を考慮したスクールバ

ス購入など、より良い運行環境に努め

ます。 

   
       
       
 
 

 
 

 
 

    

           
     
４)健康な児童･生徒

の育成 

  スクールカウンセラーを配置
し、相談体制の充実を図って

います。 
 小・中学校での体力テストや
医師会の協力を得た健康診断

を継続して実施しています。 
 視力の低下や高学年での歯周
病が目立ち、より一層の充実

した検診や相談体制を整え、

早期発見、早期治療が課題と

なっています。 

  心身ともに健康な子どもたちを
育てるために、スクールカウン

セラーの配置を継続し相談体制

の充実を図ります。 
 検診を通じた健康管理と、総合
的な学習の時間や学校給食を通

じ食への関心を高める指導を推

進します。 

 ①相談体制の充実 
スクールカウンセラーを配置し学

校の相談体制を充実します。 

 住民の役割  中学３年生１人当たりが持

っている虫歯の数（本）     家庭における子どもの健

康管理に努めます。 
 

     現況値(H23) 目標値(H28) 

      １.２３ ０.７ 

   ②健康管理の強化 
定期的な健康診断や体力テストの

結果による指導を行います。 

 事業者の役割  中学生における眼鏡・コン

タクトレンズ使用者率（％）     学校や家庭と連携し、健

康づくり活動に積極的に

参画します。 

 
     実績値(H22) 目標値(H28) 

      ３５.０ ３０.０ 

   ③食育の推進 
食に関する正しい知識と望ましい

食習慣を身につけることができるよ

う食育を推進します。 

   スクールカウンセラーへの

相談件数（件）  
 

 
 

 
 

 
 

  
実績値(H22) 目標値(H28) 

       
 

  １３３ １５０ 

   

            

           
 
  

 
第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 

第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 学校教育を充実し、次世代を育てる 
第２節 文化・スポーツ活動を通して社会教育を振

興する 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
５)高等教育機関等

との連携 

  へき地学校実習の受け入れや
宿泊合宿などを通じて大学と

の交流が行われています。ま

た、みさと天文台と外部研究

機関との交流も行われていま

す。 
 町内高等学校等への支援や交
流を実施してきました。今後

は、地域共育コミュニティの

一員として、ボランティア活

動等地域に根ざした活動を図

る必要があります。 

  町外の高等教育機関、研究機関、
企業等との交流機会の創出を図

ります。 
 町内高等学校等と住民の交流を
促進し、地域の活性化を図りま

す。 

 ①町内高等学校等との連携 
ボランティア活動の参加や地域と

の交流等を促進し、学校と地域との連

携を進めます。 

 住民の役割  町内高等学校生徒のボラン

ティア活動等の実施回数

（回） 

    交流イベント等へ参加し

ます。 
 

     
     実績値(H22) 目標値(H28) 

     事業者の役割  ３３ ４０ 

   ②高等教育機関等との連携 
大学等の教育研究機関と連携し、体

験学習や情報交換等を推進します。 

 学校教育活動への支援を

行います。 
 体験学習や情報交換の実施

回数（回） 

現況値(H23) 目標値(H28) 

  ６ １０ 

         

         

       

       

 
  

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 

第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 学校教育を充実し、次世代を育てる 
第２節 文化・スポーツ活動を通して社会教育を振

興する 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)青少年育成推進

体制の強化 

  青少年を地域ぐるみで育てる
体制として、青少年育成町民

会議、青少年育成委員会、地

域活動連絡協議会などを中心

に青少年健全育成に取り組ん

でいます。しかし、近年、こ

の育成活動の必要性が地域全

体に周知されにくいことや、

指導者の担い手不足が大きな

課題となっています。 
 学校、民生委員・児童委員や
関係機関等と連携しながら、

青少年の相談体制を充実さ

せ、問題の早期発見に向けて

取り組んでいます。 

  青少年の健全育成をめざし、関
係機関・団体、地域、家庭との

連携強化のもと、育成活動の意

義と重要性の周知に努め、人材

の育成や各種団体への支援を図

ります。 
 青少年のさまざまな問題に的確
に対応するため、学校、家庭、

地域が連携しながら、相談・指

導体制の充実に努めます。 

 
 

①青少年育成組織の強化 
幅広い年齢層の少年補導員を育成

し、研修等を活用し青少年育成活動の

必要性を再確認し、青少年育成組織の

強化を図ります。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

青少年の育成活動に「満足」

「やや満足」と回答した人

の割合（％） 

親や教師に次ぐ「第三の

保護者」である地域の大

人として、青少年健全育

成に参画します。 

     
     
     現況値(H23) 目標値(H28) 

     事業者の役割  １３.０ 2０.０ 

   ②相談体制の充実 
学校や地域と連携し、情報の共有や

青少年相談体制を充実させ、問題の早

期発見、対応に努めます。 

 次世代を担う青少年の自

立支援を図るため、学校

などと連携し、職場体験

や青少年の健全育成の環

境づくりを支えます。 

 青少年に関する相談件数

（件）      
     実績値(H22) 目標値(H28) 

     ５ １０ 

        

        

        
        

 
 

          

２)青少年育成活動

の充実 

  地域活動クラブ、みどりの少
年団等を支援し、社会参加を

促進しました。 
 各団体の活動に参加していな
い層の掘り起こしが課題とな

っています。 
 声かけ運動、補導活動、啓発
活動など、青少年の非行防止

を推進しており、引き続き、

青少年が安全で安心して活動

できるよう各種の健全育成活

動に取り組む必要があります。 

  地域活動クラブ、ジュニアリー
ダーズクラブ、みどりの少年団

など各種団体の活動支援や活動

に対するニーズ把握を行い、青

少年の地域づくり活動への参画

を進めます。 
 青少年団体や関係機関などと連
携し、地域ぐるみでの青少年の

安全対策と非行防止活動を推進

します。 

 ①社会参加・交流機会の拡充 
社会性を養うボランティア活動や

世代間交流を目的としたイベント活

動を支援します。 

 住民の役割  青少年に関する大規模なイ

ベントの参加者数（人）     親や教師に次ぐ「第三の

保護者」である地域の大

人として、青少年健全育

成に参画します。 

 
     現況値(H23) 目標値(H28) 

     ９３７ ９５０ 

      青少年の補導・指導件数

（件）    ②安全対策と非行防止 
学校関係者や地域住民と連携し安

全対策や非行防止に努めます。 

 事業者の役割  
    次世代を担う青少年の自

立支援を図るため、学校

などと連携し、職場体験

や青少年の健全育成の環

境づくりを支えます。 

 実績値(H22) 目標値(H28) 

     ２ ０ 

        

        

 
 

 
 

 
 

     
 

            
 

 

２ 地域環境を活かした育成活動を進める 

次世代を担う青少年を地域ぐるみで育てていく体制を整えます。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 

第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 学校教育を充実し、次世代を育てる 
第２節 文化・スポーツ活動を通して社会教育を振

興する 

92 93 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)生涯学習体制の

整備 

  生涯学習振興計画に基づき、
各種団体や地区公民館と連携

を取りながら事業を進めてい

ます。 
 町自主事業について、「文化セ
ンター運営委員会」を設け文

化振興について連携を図って

います。 
 公民館のサークル活動につい
て育成および支援を行ってい

ます。 

  今後も、社会教育関連団体や地
元自治会等団体と連携を取りな

がら生涯学習を推進します。 
 それぞれの活動目的にあった団
体に参画してもらうことでボラ

ンティア意識の推進を図ります。 
 
 
 

 ①生涯学習推進体制の強化 
事業の効果を検証し計画的・効果的

な事業運営と生涯学習の推進に努め、

新たな活動団体の設立や地域ボラン

ティアの養成、情報発信等に積極的に

取り組みます。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

生涯学習などの施設や事業

に「満足」「やや満足」と回

答した人の割合（％） 

    生涯学習活動に積極的に

参加するとともに、活動

を支える担い手同士の輪

を広げます。 

 
     
     
     現況値(H23) 目標値(H28) 

    事業者の役割  ２０.８ ３０.０ 

     地域ぐるみの生涯学習活

動を支援します。 
 
社会教育団体登録数（団体）       

      現況値(H23) 目標値(H28) 

       ９２ １００ 

        

           

            

２)学習施設の整備   公民館および文化センターの
ＡＶ機器等の充実を図り貸出

等を行っています。また、両

図書室は、図書システムを導

入し、蔵書を共有できるよう

になり、相互の貸し借りおよ

び返却が可能となりました。

今後も、時代に沿った情報機

器の整備が必要となっていま

す。 

 みさと天文台は、情報機器を
活用し天文に関する多様な学

習会を開催しました。 

 学校・中央公民館のブロード
バンドを活かした事業の推進

が求められています。 

  公民館等については、時代の変
化とともにＡＶ機器の充実を行

い、利用者のニーズに沿った運

営を行います。 
 みさと天文台については、専門
性を活かした学習機会を提供し

ます。 
 施設予約システムについては、
運用コストと利用頻度を検証し

ながら導入を検討します。 

 ①学習施設の機能充実 
住民のニーズに対応できる機器の

導入や運用コストと利用頻度を検討

しながら施設の機能充実をめざしま

す。 

 住民の役割  生涯学習施設（みさと天文

台を除く）の利用者数（人）     生涯学習活動に積極的に

参加するとともに、活動

を支える担い手同士の輪

を広げます。 

 
     実績値(H22) 目標値(H28) 

     ５６,８４６ ８０,０００ 

     
図書室の利用登録者数（人）      事業者の役割  

   ②学習施設の有効利用 
住民が利用しやすい環境づくりを

推進します。 

 地域ぐるみの生涯学習活

動を支援します。 
 現況値(H23) 目標値(H28) 

     ６９１ １,０００ 

     
図書室の貸出し冊数（冊）        

       実績値(H22) 目標値(H28) 

       １５,８７２ １７,０００ 

       
みさと天文台来館者数（人）        

       実績値(H22) 目標値(H28) 

       １３,４０６ 1８,０００ 

            
  

 

１ まちづくりに還元される社会教育を促進する 

第２節 文化・スポーツ活動を通して社会教育を振興する 

いつでも、どこでも、だれでもを基本に、多世代が多種多様な学習ができる場づくりを企画運営

していくとともに、指導者の発掘および育成を進め、自主活動を促進します。また、学習成果が自

主活動の促進や地域協働のまちづくりに還元されることをめざします。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 

第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 学校教育を充実し、次世代を育てる 
第２節 文化・スポーツ活動を通して社会教育を振

興する 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
３)学習活動の推進   社会教育指導員、町民大学運

営委員を配置し、町民大学講

座や各種イベントを実施して

います。 
 高齢者サロングループとふれ
あいルームの子どもたちが高

齢者学級事業において、世代

間交流を行っています。また、

読み聞かせの会において、郷

土の昔話を活用するなど郷土

学習についても開催していま

す。 
 多種多様な生活体系の中、で
きるだけ多くの方が参加しや

すい学習機会を設ける必要が

あります。 

  時代に即したカリキュラムを作
成し、事業を実施していきます。 

 世代間交流事業や郷土について
学ぶ学習を取り入れていくこと

で地域のコミュニティの発展お

よび再生に繋げます。 
 中央公民館と文化センターを生
涯学習の拠点として、事業を展

開します。 

 ①学習プログラムの提供と郷土学習

の推進 
各世代に対応した学習プログラム

の企画やさまざまな学習の場を提供

します。 

 住民の役割  
町民大学講座受講者数（人）     生涯学習活動に積極的に

参加するとともに、活動

を支える担い手同士の輪

を広げます。 

 
     実績値(H22) 目標値(H28) 

     ５５０ ７００ 

     世代間交流事業の参加者数

（人） 
※世代間交流とは、地域サロン

とふれあいルームとの事業をさ

す。 

     事業者の役割  
   ②公民館活動の推進 

中央公民館を拠点とし、活動場所の

提供を行いサークル活動の推進を図

ります。 

 地域ぐるみの生涯学習活

動を支援します。 
 

     
     
      実績値(H22) 目標値(H28) 

       ９４ ２５０ 

   ③町外との交流と連携した企画 
参加型の事業を増やすとともに情

報メディアを活用しての学習機会の

幅広い周知活動を展開します。 

   
公民館利用者数（人）       

      実績値(H22) 目標値(H28) 

      ２８,７６５ ３０,０００ 

        

           

            

            

           

 
  

 
第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 

第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 学校教育を充実し、次世代を育てる 
第２節 文化・スポーツ活動を通して社会教育を振

興する 

96 97 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)スポーツ施設の

有効利用 

  総合運動施設として、運動広
場・人工芝グランド・テニス

コート・体育館を有する紀美

野町スポーツ公園を開園しま

した。 
 学校体育施設の地域開放を進
めており、社会体育登録団体

に所属している団体が、空い

ている時間を定期的に利用し

ています。 

  平成２７年に開催される国体に
向けて、スポーツ公園施設の整

備を検討します。 
 上神野運動広場と福井町民運動
場については、今後のあり方を

検討します。 
 利用者の増加等により、予約シ
ステムの導入を検討します。 

 ①スポーツ施設の充実 
地域住民やスポーツ団体と連携し、

気軽にスポーツを楽しむことができ

るようスポーツ公園等の有効活用に

取り組みます。 

 住民の役割  社会体育施設の利用者数 

（人）     施設の健全な維持管理に

協力します。 
 

     実績値(H22) 目標値(H28) 

     ４９,５８４ ６０,０００ 

    事業者の役割  
学校施設開放利用件数（件）      施設の健全な維持管理に

協力します。 
 

   ②施設開放、利用の利便化 
既存の社会体育施設や学校体育施

設の開放を積極的に進め、地域に根ざ

した魅力あるスポーツ活動ができる

環境整備に努めます。 

  実績値(H22) 目標値(H28) 

     １,１５２ １,２００ 

       
      

           

            

            

２)指導者､活動団体

の育成 

  スポーツ少年団やパークゴル
フ協会、ゲートゴルフ協会の

加入者に、指導者講習会や審

判講習会への斡旋や開催を行

っています。 
 体育協会などの取り組みによ
り、人口減少にかかわらず体

育団体は現状維持または増加

傾向にありますが、今後、指

導者の高齢化により、次世代

の指導者育成が課題となりま

す。 

  講習会への参加を呼びかけ、指
導者の確保に努めます。 

 人口の減少が予想されますが、
団体や競技人口が維持できるよ

うにスポーツ推進の周知や新し

いスポーツの取り組み団体の支

援に努めます。今後は、団体が

独自に運営できるスポーツクラ

ブの形を目標に、各団体へスポ

ーツクラブの設立を呼びかけま

す。 

 ①指導者の育成と確保 
各種スポーツ団体との連携により

幅広く指導者を確保し、活動の活性化

と組織強化・拡大に努めます。 

 住民の役割  
社会体育登録団体数（団体）     スポーツの経験と成果を

指導に生かします。 
 

     現況値(H23) 目標値(H28) 

     ４１ ５０ 

     事業者の役割  スポーツ少年団指導者数

（人）    ②活動団体の支援 
体育協会をはじめ各種スポーツ団

体の活動に対し補助金を交付します。 

 スポーツ指導者の活動に

協力します。 
 

     現況値(H23) 目標値(H28) 

     １２ １５ 

        

        

         

            

 
  

 

２ 生涯にわたるスポーツ活動を推進する 

すべての地域の人々が、生涯の各時期にいつでも、気軽にスポーツを楽しむことができる生涯ス

ポーツの推進を図るため、地域住民・各スポーツ団体と連携し、社会体育施設や学校体育施設を有

効に利用しながら、地域のスポーツニーズに対応した支援活動や指導者の育成などを進めます。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

           
３)スポーツ活動の

推進 

  社会体育登録団体により、各
種イベントを開催するなど子

どもから高齢者までが自発的

に継続してスポーツ活動を行

える環境を整えています。 
 スポーツ活動において顕著な
成績を収めた人を選考し毎年

表彰しています。また、町が

定めたスポーツ大会へ参加す

る団体や個人に対して激励金

を贈り、各種上位大会への出

場を奨励することで、スポー

ツ活動を推進しています。 

  住民が自発的に継続してスポー
ツ活動を行える環境を作るた

め、社会体育登録団体を支援、

育成します。 
 たくさんの住民が参加できるス
ポーツイベント等の開催を検討

します。 
 ホームページ等によりスポーツ
施設を紹介し、合宿地として町

外からの利用を促進するなど、

さらなるスポーツ振興対策に努

めます。 

 ①生涯スポーツの普及 
住民が気軽に継続してスポーツ活

動を楽しむために環境整備や社会体

育登録団体の普及や啓発に努めます。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

スポーツ活動・施設の状況

に「満足」「やや満足」と回

答した人の割合（％） 

    生活の質を高めるため、

日常的にスポーツ・レク

リエーション活動に参加

します。 

 
     
     
      現況値(H23) 目標値(H28) 

   ②スポーツイベントの開催 
国体開催に向け、ホームページ等を

活用したスポーツ施設の紹介や多く

の住民が参加できるイベント開催の

検討に努めます。 

 事業者の役割  ３０.３ ４０.０ 

    地域のスポーツイベント

などに積極的に参加しま

す。 

 町民アンケート調査より、

自分に適した運動をしてい

ると答えた人の割合（％） 

     
     
      現況値(H23) 目標値(H28) 

       ４３.９ ６０.０ 

   ③競技スポーツの振興 
スポーツ活動参加者の意欲を高め

るため表彰や激励金を贈ります。 

   スポーツ教室の参加者数

（人）       
         実績値(H22) 目標値(H28) 

          １０３ ２５０ 

          スポーツイベント参加者数

（人）           
          実績値(H22) 目標値(H28) 

          ２,６７４ ３,０００ 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)地域文化振興体

制の充実 

  文化祭、文化協会展、文化セ
ンター自主事業を開催し、町

民が文化性の高い芸術にふ

れ、交流できる機会を提供し

ています。 
 ふれあいネットにより、各種
サークルの活動や作品を紹介

し、また、各種イベントにつ

いて情報発信しています。 
 各地域や各グループにおける
指導者の育成が必要です。 

  各種グループの高齢化が進み活
動を停止する団体もあることか

ら、今後は指導者の育成に努め

ます。 
 各学校と連携をとり、地域資源
を活かした新しい企画を検討し

ます。 
 町ホームページ等に各種サーク
ルの活動や紹介を掲載し幅広く

アピールします。 

 ①活動団体の育成 
展示会・芸能発表会や町外との交流

会を実施します。 

 住民の役割  文化協会に登録している団

体の会員数（人）     文化・芸術に触れ合うと

ともに、自らも活動の担

い手として、積極的に活

動に参加します。 

 
     現況値(H23) 目標値(H28) 

      ３０９ ４００ 

   ②文化事業の推進 
文化・芸術に触れ、体験できる場を

提供します。 

  町民アンケート調査より、

文化・芸術・歴史などの施

設や事業に「満足」「やや満

足」と回答した人の割合

（％） 

    事業者の役割  
    町民の文化活動や学習活

動を支援します。 
 

      
   ③文化・芸術活動の充実 

町民の積極的な参画による文化事

業の運営をめざします。 

  
      現況値(H23) 目標値(H28) 

１９.５ ３０.０ 

          
郷土芸能公開回数（回）           

          現況値(H23) 目標値(H28) 

          ２ ３ 

          
文化センター利用者数（人）           

          実績値(H22) 目標値(H28) 

          23,857 30,000 

           

           

２)歴史文化遺産の

保全、継承 

  有形文化財や無形文化財の指
定を通じて文化財の保護や伝

統文化の継承を図っています。 
 今後は、文化財等の資料整備
と情報提供を図っていく必要

があります。 

  地域文化の振興と継承を、地域
住民と一緒になって活発化する

とともに、本町固有の歴史文化

遺産の保全・継承を進めます。 
 町内における歴史文化遺産の学
習機会を創り出します。 

 ①文化財調査・保護活動の促進 
新たな文化財の発掘と既存文化財

を後世に継承するための啓発活動を

積極的に推進します。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

紀美野町の歴史文化を身近

に感じていると回答した人

の割合（％） 

    町の歴史・文化に誇りを

持ち、次世代に継承しま

す。また、学習の機会に

は積極的に参加します。 

 
     
     
      現況値(H23) 目標値(H28) 

   ②文化財等の資料整備と情報提供 
文化財や学術推薦樹等の看板の設

置をします。 

 事業者の役割  ３３.２ ８０.０ 

       歴史・文化の継承を支援

します。 
 町内にある有形・無形文化

財の指定件数（件）         
         現況値(H23) 目標値(H28) 

          ３ ５ 

 

 

３ 地域文化活動を促進する 

地域文化の振興体制を充実し、活動を活発化するとともに、本町固有の歴史文化遺産の保全・継

承を進めます。また、文化活動を通じた幅広い交流活動を展開します。 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)農業生産環境の

整備 

  農地の転用・編入等は、農業振
興地域整備計画に基づき適正

な管理を行っています。また、

生産条件を確保するため農地

集積推進や鳥獣害対策などを

総合的に行っています。今後も

農業振興を図るため農業生産

体制の整備を進めることが必

要です。 

  地域の特性に応じた農業経営の
振興を進めます。 

 耕作放棄地の防止に努め、遊休
農地の活用を支援します。 

 農地環境を守るため、猟友会を
通じた有害鳥獣の捕獲や防護柵

の設置等を支援します。 

 ①農業振興地域整備計画の推進 
農用地区域の適正な管理を行い、地

域の実情に応じた農地の利用を推進

します。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

農林業の振興に「満足」「や

や満足」と回答した人の割

合（％） 

    農地の整備や遊休農地の

活用を積極的に図ります。 
 

     
     
     事業者の役割  現況値(H23) 目標値(H28) 

   ②農地の整備と農地利用の集積 
県や町の補助金による整備を進め

経営の安定を促進し、耕作放棄地対策

事業終了後の土地の維持管理につい

て検討します。 

 農地の環境整備を幅広く

支援します。 
 ６.５ ３０.０ 

     農業経営支援事業の申請件

数（件）      
      現況値(H23) 目標値(H28) 

         １３８ １８０ 

          
遊休農地の解消面積（ａ）       ③遊休農地の再利用 

遊休農地を活用し、耕作する農業者

に対し補助金を交付します。 

   
         現況値(H23) 目標値(H28) 

         １５０ ２００ 

          有害鳥獣（猪・鹿・カラス）

の駆除数（匹）       ④鳥獣被害対策の推進 
農作物を鳥獣の被害から守るため

に講じた取り組みに対し費用の一部

を補助します。 

   
         現況値(H23) 目標値(H28) 

         ３２７ ４３０ 

           

 
 

          

２)経営組織･担い手

の育成 

  集落営農の組織化・法人化が求
められていますが、５年間では

実現できていません。 

 現在、一定の認定農業者がいる
ものの高齢化が進んでおり、新

たな担い手の発掘・育成をいか

に進めていくかが課題となっ

ています。 

  集落営農の組織化・法人化や生
産組織の団体の立ち上げなどを

さらに促進するとともに、新た

な担い手の育成に努めます。 

 ①集落営農の促進 
集落営農の組織化・法人化に向けて

再度検討し促進します。 

 住民の役割  
認定農業者数（人）     研修や講習会に積極的に

参加します。 
 

     現況値(H23) 目標値(H28) 

      ４６ ５０ 

   ②担い手育成 
就農を希望する定住者への斡旋の

継続と担い手を育成するため認定農

業者の農業資金活用の金利負担の軽

減等の支援をします。 

 事業者の役割  
新規就農者数（人）     新たな担い手の育成に努

めます。 
 

     実績値(H22) 目標値(H28) 

     ２ ５ 

         
研修会への参加者数（人）           

      ③生産組織、農家団体の育成 
山椒・柿等の特産物の生産や各種研

究会への支援に取り組みます｡ 

   現況値(H23) 目標値(H28) 

         ５０ １００ 

           

  

第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 

１ 中山間地域農業を育む 

第１節 環境と共生し付加価値を生み出す農林業を育てる 

中山間地域の生産条件の不利性や農業従事者の高齢化の進行に対応し、地域における担い手の育

成や農地利用集積の合意形成を進めるとともに、耕作放棄地の解消と発生防止に努めます。また、

農家の類型に応じた相互間での補助労働力等の提供などにより、地域ぐるみで地域資源の維持管理、

農村コミュニティの活性化、公益機能の保全など農業の継承を図ります。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 

第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 環境と共生し付加価値を生み出す農林業

を育てる 

第２節 雇用を高め、賑わいをもたらす商工業・観

光を振興する 
第３節 産業間の融合により、就労・雇用の場を創

り出す 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
３)農産物の流通･販

売の強化 

  有機無農薬栽培など環境保全
型農業に対する補助や農協と

連携した農産物の流通経路の

確保など町内の産物、食材の

利用促進を行っています。ま

た、主要作物のひとつである

柿の消費拡大促進のため、ス

ーパー等での直接販売を関東

方面で実施しています。今後

も消費者のニーズを踏まえさ

らに消費拡大を図る必要があ

ります。 

  安全な農林水産物および加工品
を効率的で安定的に供給できる

流通・販売、加工体制を確保す

るとともに、ＰＲを兼ねた直接

販売等を全国的に展開し、消費

拡大を図ります。 

 ①安全・安心とおいしい作物の推進 
有機農業の取り組みや農薬の低減

に対し支援します。 

 住民の役割  
農業産出額（千円）     安全安心な農産物の生産

や新商品の開発に取り組

みます。 

 
     実績値(H22) 目標値(H28) 

      761,000 800,000 

   ②農産物の流通確保 
都市部での産地直送販売・販売所の

設置等を検討します。 

 事業者の役割  町内総農家数における販売

農家の割合(％）     販路の拡大に努めます。  
     実績値(H22) 目標値(H28) 

      ５６.５ ７０.０ 

   ③地産地消の推進 
より多くの町内の産物・食材利用を

推進し事業を展開します。 

   
出荷サポート農家数（件）       

      実績値(H22) 目標値(H28) 

       ４６ １００ 

      ④農産加工と食への推進 
産品加工所の増築や地元食材を利

用した新商品の開発を支援します。 

   町内農産物販売施設におけ

る販売額（万円）          
         実績値(H22) 目標値(H28) 

          １,２５９ ２,０００ 

           

           

４)農業と観光交流

との連携 

  平成２２年度に２戸の農家が
農家民宿施設の認定を受ける

など農業と観光交流との連携

は進んできています。今後は

来訪者が楽しめるような体験

プログラムの商品化を進め、

交流を広げていく必要があり

ます。 

  ニーズの高まりに応えるため、
農家民宿や市民農園など農業を

生かした観光交流を推進します。 

 ①農業を活かした交流 
農業を活かした交流活動を通じて、

田舎暮らしや就農希望者の体験機会

を創出し地域の活性化に繋げます。 

 住民の役割  
農家民宿の数（軒）     農業と連携したイベント

に参加します。 
 

     現況値(H23) 目標値(H28) 

     ２ ７ 

     事業者の役割  紀美野ふるさと農園入場者

数 (人）    ②グリーン・ツーリズム＊の展開 
農作業や農家民泊、農林産物を材料

にしたものづくり体験などを組み合

わせた体験プログラムの商品化を進

めます。 

 農業と連携した企画開発

に努めます。 
 

     実績値(H22) 目標値(H28) 

      ５ １８ 

         荒廃した山林等に植樹した

桜等の本数 (本）          
          実績値(H22) 目標値(H28) 

       
 

   桜 約２,４００ 

もみじ・イチョ

ウ 約２,２００ 

桜 ２,６００ 

もみじ・イチョ

ウ 約２,４００ 
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第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 環境と共生し付加価値を生み出す農林業

を育てる 
第２節 雇用を高め、賑わいをもたらす商工業・観

光を振興する 
第３節 産業間の融合により、就労・雇用の場を創

り出す 

○用○語○解○説  
グリーン・ツーリズム…農山村でゆっくりと滞在することを目的とした旅であり、作物栽培・収穫などの農作業や自然

とのふれあいなど、農村での生活を体験する余暇活動のこと。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

           
１)森林施業の推進   材木価格の低下や森林所有者

の高齢化などにより手入れの

遅れた人工林が増加してお

り、林業において収益を上げ

ることが難しくなっていま

す。また、和海森林組合では

作業の省力化、効率化のため

高性能林業機械の導入を検討

しましたが導入には至ってい

ません。 

 平成１９年度に策定した森林
整備計画に基づき間伐・作業

道の新設等を行っています。

また、緑の雇用担い手対策事

業を活用することで、新たな

担い手の確保に努めています。 

  国の制度改正に合わせ、森林の
適正管理、林業環境の整備を行

います。また、林業収入を確保

するため高性能林業機械の導入

の検討も進めます。 
 広葉樹林の拡大、間伐等による
山林の状態改善を実施し、里山

環境の改善に努めます。 

 ①林業生産基盤の整備 
制度改正による国の見通しは未定

であるが、現在の進捗状態を維持でき

るよう山林整備に取り組みます。 

 住民の役割  
年間の木材搬出量（ｍ3）     森林の適正管理に努めま

す。 
 

     現況値(H23) 目標値(H28) 

     ４４９ １,０００ 

     事業者の役割  
林道舗装率（％）    ②森林施業の合理化 

コスト削減に向けた林業機械の導

入や作業道の整備を推進します。 

 森林施業の合理化に努め

ます。 
 

     現況値(H23) 目標値(H28) 

     ８２.０ ８５.０ 

       過去１年間に保有山林で林

作業を行った経営体の作業

面積（ａ） 

   ③森林の適正管理 
企業による植栽や育林の誘致活動

および間伐材への搬出補助に取り組

みます。 

   
      
      実績値(H21) 目標値(H28) 

      ４,９３９ ６,０００ 

       
企業の森誘致数（件）        

       現況値(H23) 目標値(H28) 

          ３ ４ 

          高機能林業機械の町内保有

台数（台）           
          現況値(H23) 目標値(H28) 

          ０ １ 

 
  

 

２ 豊かな森林資源を育む 

林業基盤や施設の整備、林業関係団体等の育成により、森林の適正な管理を促進するとともに、

森林資源の有効活用を図りながら、本町の豊かな自然環境の次世代への継承、水資源のかん養、町

土の保全など公益機能の維持に努めます。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 

第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 環境と共生し付加価値を生み出す農林業

を育てる 
第２節 雇用を高め、賑わいをもたらす商工業・観

光を振興する 
第３節 産業間の融合により、就労・雇用の場を創

り出す 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

           
２)経営組織等の育成   和海森林組合は、本町の林業

における中心的な組織となっ

ていますが、林業を取り巻く

環境や自治体の財政難などの

影響から、和海森林組合への

補助金の廃止などにより、経

営環境はより厳しくなってい

ます。 

 担い手の育成については、和
海森林組合によるグリーンワ

ーカー育成研修＊を通じ、各種

資格の習得や林業技術の向上

を図るとともに、緑の雇用担

い手対策事業等を活用し、平成

２２年度末現在で８名の林業

従事者の担い手を育成し効果

が得られています。 

  和海森林組合に対し、国や県と
協力しながら支援策を検討しま

す。担い手対策については、県

等の研修会を活用し、今後も周

知などを積極的に行います。ま

た、施業集約化を促進していく

ために、森林施業プランナーの

育成や、高い生産性と安全性を

確保するために現場技術者の能

力向上に努めます。 

 ①林業経営体の育成 
森林の保育管理体制を強化するた

め、人材確保や作業労務班の育成を図

るなど林業経営体の強化に努めます。 

 住民の役割  
林業従事者数（人）     担い手育成研修等に参加

します。 
 

     現況値(H23) 目標値(H28) 

     ９ １０ 

     事業者の役割  
森林施業プランナー数（人）      新たな担い手の育成に努

めます。 
 

      現況値(H23) 目標値(H28) 

      ０ ２ 

       
研修会への参加者数（人）        

       現況値(H23) 目標値(H28) 

       ８ １５ 

         

         

         

         

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 

第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 環境と共生し付加価値を生み出す農林業

を育てる 
第２節 雇用を高め、賑わいをもたらす商工業・観

光を振興する 
第３節 産業間の融合により、就労・雇用の場を創

り出す 

○用○語○解○説  
グリーンワーカー育成研修…明日の森林・林業の担い手に対し、森林の適正な維持管理に必要となる知識や技能及び資

格などの修得を図ることにより、地域林業のリーダーとなりうる林業技能作業士（グリーンワーカー）養成を目的

とした研修のこと。 110 111 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

           
３)特用林産物､加工･

流通の推進 

  本町の特産品のひとつである
シイタケは、志賀野、上神野、

下神野地区において小規模な

がら生産され、販売されてい

ます。自然食品として注目さ

れている山椒については、京

都府内のスーパーや市場での

直接販売の実施などにより知

名度は向上しつつあります

が、引き続き山椒の活用方法

などについての研究が必要で

す。 

  山林資源の有効活用を図るた
め、特用林産物の生産を強化す

るとともに、新たな山林資源の

活用策を検討します。 

 ①特用林産物の生産 
栽培技術の普及など特用林産物の

品質向上を図るとともに流通の実態

を把握し、販路の拡大に努めます。 

 住民の役割  特用林産物出荷量（ｔ） 

※３品抽出 シイタケ、山

椒、タケノコ 

    特用林産物の生産を強化

します。 
 

     
     実績値(H22) 目標値(H28) 

     事業者の役割  １２６ １４０ 

   ②加工、流通の推進 

木材においては林道作業道整備を

促進し、次期補助制度を活用しながら

間伐材の搬出に取り組みます。またイ

ンターネットの活用やＪＡとの連携

によるトップセールス、町内外開催の

各種イベントでのＰＲに努め県外市

場での販売を強化します。 

 加工流通を推進します。  特用林産物新規参入件数

（件）      
     現況値(H23) 目標値(H28) 

      ０ １ 

      シイタケ・山椒・タケノコ

の新商品数（品）       
      現況値(H23) 目標値(H28) 

         １ ２ 

            

           

           

４)森林の多目的利用   紀美野町林業研究グループが
中心となり和歌山市内の小学

校を受け入れ、年間約５校程

度町内の山林において間伐体

験などを実施し、環境問題や

森林の尊さを教えることで、

好評を得ています。また、林

業公社により町内の２箇所に

おいて広葉樹の森の育林を行

うことで、生物多様性の再生

に努めています。 

 間伐体験を実施しているメン
バーの高齢化や体験できる山

林の確保が今後困難となるた

め、後継者や体験山林を確保

していく必要があります。 

  教育や観光など他の施策と連携
しながら、本町の豊かな森林を

有効に活用します。また、保健

保安林＊および森林公園機能の

整備を検討します。 

 ①林業体験機能の整備 
間伐体験の指導者の育成と山林の

確保に努め、環境学習と連携しながら

林業体験を推進します。 

 住民の役割  
林業体験学習者数（人）     森林に触れ合い積極的に

活動に参加します。 
 

     実績値(H22) 目標値(H28) 

     ４５０ ５００ 

     事業者の役割  
広葉樹林面積（ｈａ）    ②エコツーリズム＊の展開 

広葉樹の森や人工林の整備を推進

し、各種団体・企業と連携した交流活

動を通じ森林環境保全に努めます。 

 森林の有効活用を研究す

るとともに関係機関と連

携して体験活動等の実施

に取り組みます。 

 
     現況値(H23) 目標値(H28) 

     ２,４６１ ２,５００ 

  

        

        

        

        

        

        

           

 

 
第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 

第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 環境と共生し付加価値を生み出す農林業

を育てる 
第２節 雇用を高め、賑わいをもたらす商工業・観

光を振興する 
第３節 産業間の融合により、就労・雇用の場を創

り出す 

○用○語○解○説  
保健保安林…森林法に基づき水源かん養、災害の防備、生活環境の保全・形成等の公益的機能を発揮させる必要がある

森林を対象に指定する保安林のうち、生活環境保全機能および保健休養機能の高い森林として指定されたものであ

る。 

 

エコツーリズム…自然や生活文化についての知識を得て、体験や学習等をする旅。実地での体験や学習を通じて、自然

や文化の保護の意識、資源の持続と保全への責任を育むことが特色である。 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)商工業の育成   商工会との連携により、各種

相談、指導、講習会等の実施、

融資制度の活用など事業者の

経営基盤の強化に努めていま

す。景気低迷の支援策として

利子補給を実施しています。

共通商品券、スタンプシール

などの商業団体の共同事業の

支援、定額給付金の支給に合

わせたプレミアム商品券発行

事業などを行い、平成２３年

度からは買い物弱者支援対策

事業に着手し、地域の活性化

と安心して生活できる環境を

確保するための対策を検討し

ています。 
 長引く不況により企業活動が
ますます低下の一途をたどっ

ており、企業の規模縮小や廃

業が今後一層進むことが懸念

されています。そのため、国、

県等の支援制度の情報につい

て商工会を通じ積極的に提供

し新規創業等を図っています。 
 商工会との連携により、イン
ターネットを利用した販売方

法や地域課題に対応するコミ

ュニティビジネス起業への事

業参画について、情報提供を

行っています。今後は、さら

に社会のニーズを的確に把握

し、情報提供に努める必要が

あります。 

  定住環境に不可欠な地域におけ
る商業機能の確保に努めます。

また、引き続き商工会等との連

携により、各種相談、指導の充

実、講習会の実施、経営基盤の

強化を支援し、併せて後継者や

新規事業者の育成に取り組みま

す。「きみの商業協同組合」、「の

かみスタンプシール会」などの

共同事業を引き続き支援してい

きます。さらに買い物弱者対策

について検討し、支援を行いま

す。 
 商工会や関係機関との連携によ
り、経営基盤の強化を図り企業

の安定経営を支援します。また、

新規創業や新規事業化に関する

支援制度の情報提供に努めると

ともに、新たな支援策の導入に

ついて検討します。 
 観光関連事業を取り入れたコミ
ュニティビジネスへの参画を促

進するため、情報提供を行いな

がら支援体制を検討します。 

 ①経営基盤の強化 
商工会等との連携により各種支援

制度を活用した企業の経営改善や設

備投資を促進するとともに、各種相

談、指導の充実、講習会の実施により

経営基盤の強化を支援します。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

日常の買い物や娯楽に「満

足」「やや満足」と回答した

人の割合（％） 

    地域の商店などで積極的

に購買します。また、企

業活動に理解を深め、地

域における共存を進めま

す。 

 
     
     
     現況値(H23) 目標値(H28) 

     ８.８ ３５.０ 

     事業者の役割  町民アンケート調査より、

就労・雇用の場の拡大に「満

足」「やや満足」と回答した

人の割合（％） 

   ②共同事業活動等への支援 
共通商品券、スタンプシールといっ

た共同事業活動や、過疎化の影響によ

る買い物弱者に対する利便性の改善

を図る取り組みなど地域課題と連携

する活動を支援します。 

 地域へのサービス向上を

図ります。また、自助努

力による経営改善や地域

の雇用に努めます。 

 
     
     
     現況値(H23) 目標値(H28) 

      ２.５ ２５.０ 

      
商工会の会員数（人）        

   ③新規事業等への支援 
新規創業や新規事業化を促進する

ため、商工会等と連携し、積極的な情

報提供に努めるとともに新たな支援

策の導入も検討します。 

   現況値(H23) 目標値(H28) 

      ３７９ ４００ 

      紀美野町小規模事業者経営

改善資金利子補給申請件数

（件） 

      
      
       現況値(H23) 目標値(H28) 

       ５０ ５０ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  

 

１ 定住を促進する商業と工業を育成する 

第２節 雇用を高め、賑わいをもたらす商工業・観光を振興する 

定住環境に不可欠な商業機能の充実を図るため、商工会等と連携し、住民生活に密着した商業活

動、観光交流と連携した商業活動など、商業者の共同事業や新たな事業分野への取り組みを促進し

ます。 
既存工業の経営安定化の促進、企業育成を図るため、関係機関等と連携し、各種支援制度の活用

を促進するとともに、立地環境の充実に努め、環境負荷の少ない企業等の誘致活動を進めます。 

また、伝統技術の継承に努めるとともに、新たな

製品開発や販路開拓、観光交流との連携などを強化

し、伝統的な地場産業の振興を図ります。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 

第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 環境と共生し付加価値を生み出す農林業

を育てる 
第２節 雇用を高め、賑わいをもたらす商工業・観

光を振興する 
第３節 産業間の融合により、就労・雇用の場を創

り出す 

114 115 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
２)伝統的産業の継承   伝統工芸品である棕櫚箒を製

造する事業者の後継者により、

棕櫚樹木の植林を行う新たな

取り組みを開始しました。ま

た、平成２０年度から開始し

た伝統工芸後継者育成支援事

業により、棕櫚箒製造事業者

である商店において、２名の

後継者を育成することができ

ました。 

 伝統的工芸品の「本物の良さ」
や、日常生活における使用・

活用方法等について情報・理

解が不足していると考えられ、

さらなる情報提供を図るとと

もに新たな販路開拓の必要が

あります。 

  伝統的な棕櫚製品の町内活用、
棕櫚樹木の保全について引き続

き対策を検討していきます。ま

た、伝統工芸後継者育成支援事

業により、後継者の育成をさら

に支援するとともに、付加価値

を重視した商品開発や新たな販

路開拓など、情報提供と支援を

進めます。 

 ①伝統産業の育成 
伝統工芸の後継者育成とともに、新

たな商品開発や販路開拓に努めます。 

 住民の役割  棕櫚製品の後継者育成人数

（人）     棕櫚製品の活用、口コミ

の情報提供を心がけます。 
 

     現況値(H23) 目標値(H28) 

      ２ ３ 

     事業者の役割  
町内の棕櫚製品事業所（軒）      担い手の育成と自助努力

による販路拡大に努めま

す。 

 
      現況値(H23) 目標値(H28) 

      ２ ５ 

        

        

           

           

３)企業等の誘致   厳しい社会情勢の中、企業の
誘致・立地は進んでいないの

が現状です。税制上の優遇制

度についても各自治体とも取

り組んでおり、企業誘致のた

めの用地確保や環境改善を進

める必要があります。 

  企業誘致にあたっては、用地確
保、優遇制度の他に、住宅や住

環境などの対策が必要であり、

人口の定住を促進する上でさま

ざまな課題への対応を行うなど

総合的な企業誘致を促進します。

さらに、本町の地域性を十分生

かせる企業の誘致に努めます。 

 ①受け入れ体制および環境改善 
用地の確保や優遇税制だけでなく

住環境の整備も含めた対策を検討し、

さまざまな分野の事業所や施設の誘

致に努めます。 

 住民の役割  
新規企業立地数（件）     企業活動に理解を深め、

地域における共存を進め

ます。 

 
     現況値(H23) 目標値(H28) 

     0 1 

    事業者の役割  
工業団地稼働率（％）      立地企業等との交流によ

る商取引機会の拡大に努

めます。 

 
      現況値(H23) 目標値(H28) 

      １００ １００ 

       

 
  

 
第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 

第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 環境と共生し付加価値を生み出す農林業

を育てる 
第２節 雇用を高め、賑わいをもたらす商工業・観

光を振興する 
第３節 産業間の融合により、就労・雇用の場を創

り出す 

116 117 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

           
１)観光交流推進体

制の強化 

  海南海草地方広域観光協議会
への参加により、広域的に魅

力ある観光地づくりと観光客

の誘致促進に取り組んでいま

す。また、各種の観光情報の

提供を行うとともに、案内板

や道路標識の整備を順次行っ

ています。さらに、地元の特

産品を使ったモノづくり体験、

みさと天文台の星空ツアーな

ど、地域ならではの体験がで

きる活動を行う中で、宿泊施

設との提携により、教育旅行

の受け入れを進めています。 
 農産加工グループ等により紀
美野ブランドのお菓子等の開

発を進め、町内外に向け商品

の販路開拓を行い、町内のイ

ベントや観光地で商品のアピ

ールを行っています。 
 町内には、アウトドア活動や
体験学習、歴史文化学習、ス

ポーツ活動など多様な体験学

習機能を有する観光資源があ

り、これらの機能を連携活用

するような取り組みを進めて

いく必要があります。 

  観光情報を積極的に発信すると
ともに、広域的な観光連携事業

の強化に努めます。平成２４年

度からは「道の駅」の整備に向

けて、関係機関と連携のもと取

り組みます。また、都市部の小・

中学生を対象とした教育旅行の

受け入れを強化します。さらに

ツアーガイドの育成を強化し、

より多くの来訪者との交流を促

進します。 
 開発したお菓子等を紀美野ブラ
ンドとして定着させるため、定

期的に販売のできる体制づくり

を検討します。また、引き続き

地元の独自ブランドの開発を進

めるため、農林産物の原材料等

の活用を積極的に行います。 

 ①観光推進組織体制の整備 
町観光協会の組織整備を進め、観光

交流を支える推進母体としての体制

を強化するとともに海南海草地方広

域観光協議会との連携を強め、ＰＲ・

誘客活動をはじめ広域連携事業を推

進します。 

 住民の役割  
入込み観光客数（人）     観光ガイドに登録し、観

光の振興に協力します。

また、まつりやイベント

の企画から開催まで積極

的に参画します。 

 
     実績値(H23) 目標値(H28) 

     512,726 600,000 

     観光交流施設の利用者数

（人）      
    事業者の役割  実績値(H23) 目標値(H28) 

     地元産品を使った商品の

開発とＰＲに努めます。 

 185,422 200,000 

   ②ホスピタリティの向上 
町全体で来訪者を温かく迎え入れ

ることができるようにおもてなしの

心で接するホスピタリティの向上に

努めます。 

  
教育旅行の受入数（件）      

      実績値(H23) 目標値(H28) 

      ９ ２０ 

      
観光客の宿泊者数（人）        

   ③観光交流情報の発信、情報拠点の整備 
来訪者の情報提供拠点ともなる「道

の駅」の整備を検討するとともに、観

光案内板等の整備を図ります。 

   実績値(H23) 目標値(H28) 

      ２８,９７２ ３２,０００ 

      
道の駅の整備数（箇所）       

       現況値(H23) 目標値(H28) 

   ④多様な観光プログラムの開発と提供 
従来からある観光資源の機能を連

携活用するようなメニューの整備に

努めるとともに、町独自の特色ある取

り組みについて誘客企画を推進し、観

光交流の振興により地域経済効果を

生む仕組みづくりを強化します。 

   ０ １ 

      
ツアーガイド登録者数（人）       

      現況値(H23) 目標値(H28) 

      ０ １０ 

        

       

        

 
 
  

 

２ 地域資源を活かした観光交流を進める 

交流を力にするまちづくりを基本に、自然や温泉、歴史、文化遺産などの多様な観光資源と、和

歌山市や京阪神に近接している立地を活かした観光交流の推進体制を強化します。また、農林水産

業や健康スポーツとの組み合わせなど観光資源相互のネットワーク化、高野山を含めた広域連携に

よる周遊商品の提供など誘客企画を推進し、観光交流の振興により地域経済効果を生む仕組みづく

りを一層強化します。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 

第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 環境と共生し付加価値を生み出す農林業

を育てる 
第２節 雇用を高め、賑わいをもたらす商工業・観

光を振興する 
第３節 産業間の融合により、就労・雇用の場を創

り出す 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

           
２)水産資源の活用   近年増加しているカワウ被害

については、駆除などを実施

しています。また、貴志川漁

業協同組合の経営や釣り客の

確保のため、冷水病に比較的

強い鮎の放流に努めました。 

 貴志川漁業協同組合の支援等
を行っていますが、釣り客の

減少に伴い経営に苦慮してい

ます。また、各種情報提供や

ＰＲ、イベント等を実施し釣

り客の誘致に努めています。 

  地域や各種団体と協力しなが
ら、観光交流と連携したイベン

トの開催など、釣り客の増加に

繋がる誘致活動を支援します。 

 ①遊漁の振興などの河川活用 
釣行者の減少、遊漁料金の減収、そ

れに伴う放流量の減少と悪循環であ

るため増益を図れるよう検討をしま

す。 

 住民の役割  河川を活用したイベント数 

（件）     イベントなどに積極的に

参画します。 
 

     現況値(H23) 目標値(H28) 

     １ ２ 

    事業者の役割  鑑札の販売枚数（枚） 

※アユ・アマゴ        担い手の育成に努めます。

また、まつりやイベント

の共催など観光振興に積

極的に参画します。 

 
      現況値(H23) 目標値(H28) 

      ４２８ ４７０ 

        

         

         

         

 
 

 
第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 

第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 環境と共生し付加価値を生み出す農林業

を育てる 
第２節 雇用を高め、賑わいをもたらす商工業・観

光を振興する 
第３節 産業間の融合により、就労・雇用の場を創

り出す 

120 121 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)地域資源活用型も

のづくりの展開 

  町の木である桜にちなんだ和
菓子の開発、地元農産物の山

椒を利用したお菓子の開発な

ど地域ブランドづくりに向け

ての支援を行っています。 

 平成２３年度からは、ながみ
ね農協の真国支所を地域のコ

ミュニティ拠点として活用し、

地元で採れた農産品を使って

の商品づくりも検討中です。 

 町の産品加工所で製造した製
品をＰＲし、大手スーパーな

ど新たな販売店の確保に繋げ

るとともに、町内の個人製造

者にも販路開拓に繋がる情報

提供を行っています。 

 間伐材を利用した燃料チップ
について情報収集を行いまし

たが、コストが課題となって

います。 

  ものづくり研究開発の支援に取
り組むとともに、町内の遊休施

設について農産物の生産・加工

施設などとして有効活用を検討

します。 

 販路拡大に向けて、商品のパン
フレット等媒体を作成するなど、

情報発信、ＰＲを積極的に推進

します。 

 専門的な技術者や関係機関等と
連携し、地域資源を利用した価

値ある商品の開発を続けます。 

 ①ものづくりの研究開発の支援 
地元農産物を利用した地域ブラン

ド商品づくりへの取り組みなどを支

援します。 

 住民の役割  きみのふるさと推奨品とし

て認定されている商品の数

（品） 

    商品の口コミの情報提供

を心がけます。 
 

     
     現況値(H23) 目標値(H28) 

     事業者の役割  ２４ ３５ 

   ②ものづくり生産体制の整備 
加工生産施設と事業組織の整備を

進め、生産体制を強化し、紀美野ブラ

ンド商品づくりを促進します。 

 研究開発、販路開拓など

経営の安定に努めます。 
 町内加工グループにおける

総販売額（千円）      
     実績値(H22) 目標値(H28) 

      ５,３００ １０,０００ 

         

   ③販売施設の連携と販売方法の工夫 

販売施設間の連携を進め、観光交流

と連携した情報発信・ＰＲ機能の充実

を図ります。 

     

        

        
        
         
        
        
        
        
        

 
 

          

２)コミュニティビジ

ネスの起業促進 

  新たな産業創出と育成、地域
内の就労・雇用に貢献するコ

ミュニティビジネスの起業を

促進するため、情報提供に努

めました。 
 事業組織の育成は、関係団体
への情報提供は行いましたが、

十分な成果は得られておらず、

効果的な支援について検討が

必要となっています。 

  コミュニティビジネスの起業を
促進するための情報提供に努め

るとともに、事業おこしの可能

性を研究する活動を支援します。 
 事業組織の育成に向けて関係団
体への情報提供に努めるととも

に、より効果的な支援方法につ

いても検討します。 

 ①コミュニティビジネスの研究・支援 
コミュニティビジネスの起業を促

進するための情報提供に努めるとと

もに、事業おこしの可能性を研究する

活動を支援します。 

 住民の役割  コミュニティビジネスの実

施団体数（件）     コミュニティビジネスに

対する理解を深め、起業

の可能性について検討し

ます。 

 
     現況値(H23) 目標値(H28) 

     １ ２ 

       

     事業者の役割    

     コミュニティビジネスに

対する理解を深め、起業

の可能性について検討し

ます。 

   

        

        
        

 
  

 

１ 新たな付加価値を生む事業をおこし推進する 

第３節 産業間の融合により、就労・雇用の場を創り出す 

既存産業の振興に加え、地域産業間の融合による新たな分野の事業おこしを促進し、地域資源活

用型のものづくり事業や地域を元気にするコミュニティビジネスの育成など、新たな就労・雇用機

会の創出に努めます。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 

第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 環境と共生し付加価値を生み出す農林業

を育てる 
第２節 雇用を高め、賑わいをもたらす商工業・観

光を振興する 
第３節 産業間の融合により、就労・雇用の場を創

り出す 

122 123 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)雇用・就労の安定   商工会と連携し、健康診断の

実施、労務・福利厚生対策の

相談・指導・情報提供に努め

ました。また、雇用労働条件

の向上や安全な職場環境づく

りを促進するため、相談・指

導・情報提供を行いました。 
 海南公共職業安定所などの関
係機関と連携し、広域的な求

人・雇用情報の情報提供に努

めるとともに国の雇用対策事

業を積極的に活用し、地域の

失業者の雇用の場の創出に努

めました。 
 雇用環境の変化により、高齢
者労働力の積極的な活用や多

様な就労・雇用形態に対応し

た就労支援、後継者の育成な

どが求められています。 

  勤労者が健康で安心して就労で
きるような職場環境づくりを推

進します。また、労務・福利厚

生対策についての相談や指導、

情報提供を行い、勤労者の福祉

の充実に努めます。 
 雇用・就労情報の提供や技能習
得の促進のため、国、県等関係

機関から発信される情報を商工

会と連携し情報公開に努めま

す。また、高齢者の就業機会を

創出するシルバー人材センター

活動への支援を図ります。 

 ①雇用・就業促進の情報提供 
公共職業安定所などの関係機関と

連携し、広域的な求人・雇用情報の提

供に努めます。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

就労・雇用の場の拡大に「満

足」と回答した人の割合

（％） 

    健康に留意し、安全で快

適な職場環境の維持に努

めます。 

 
     
     
     事業者の役割  現況値(H23) 目標値(H28) 

   ②雇用・就労の場の充実 
地域産業の振興対策や企業の経営

安定支援、地域資源を活用した観光関

連事業やコミュニティビジネスを支

援し、雇用・就労の場の充実を図りま

す。 

 障害者や高齢者の雇用の

創出を図るとともに、安

定的な雇用機会の提供に

努めます。 

 ２.５ １０.０ 

     シルバー人材センター会員

数（人）      
     現況値(H23) 目標値(H28) 

      １４５ ３００ 

      
町内事業所の従業者数（人）        

       実績値(H21) 目標値(H28) 

       ３,３９０ ４,０００ 

        
        
        

 
 

 

２ 就労・雇用の場の拡大に努める 

関係機関と連携しながら、働きやすい職場づくり、就労・雇用機会の拡大など、定住促進と連携

する就労・雇用の場の充実に努めます。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 

第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 環境と共生し付加価値を生み出す農林業

を育てる 
第２節 雇用を高め、賑わいをもたらす商工業・観

光を振興する 
第３節 産業間の融合により、就労・雇用の場を創

り出す 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)行政施設､組織の

最適化 

  本町は山間域に集落が点在し
ていることから、支所および

出張所等は、施設機能や住民

の利便性の観点から合併以前

の状況で存続しています。し

かし、その他の施設について

老朽化や使用しなくなった施

設の取り壊しや貸し出しに積

極的に取り組んでいます。 
 組織・機構の改善については
権限移譲や住民サービスの多

様化により、事務の増加に加

え町が担う責任が重くなって

います。そのうえ職員が削減

されていく中で、住民サービ

スが低下しないように取り組

まなければなりません。 

  公共施設の利用状況や必要性を
勘案し、公共施設の統廃合およ

び処分することでランニングコ

ストを抑制します。 
 紀美野町集中改革プラン＊や定

員適正化計画＊に基づき、人口規

模や地域性を勘案して、効率的

な組織を構築します。 

 ①公共施設のあり方の検討 
人口減少が進む中、将来の組織、地

域を見据え公共施設の統廃合および

処分によるランニングコストの抑制

に努めます。 

 住民の役割  
職員の数（人）     行財政運営が適切に行わ

れているか注視します。 
 

     現況値(H23) 目標値(H28) 

     ２０６ １８６ 

    事業者の役割  公共施設の貸出し件数（件）

※一部貸出しを含む      行財政運営が適切に行わ

れているか注視します。 
 

   ②行政組織・機構の改善 
行政のスリム化に取り組むため集

中改革プラン、定員適正化計画に基づ

き職員の削減に努めます。同時に地方

分権による権限移譲や住民サービス

が多様化する中で、適正に人事配置す

ることで、効率的な行政組織の構築に

努めます。 

  現況値(H23) 目標値(H28) 

     ７ ９ 

       
      
        

        

       

        
        

 
  

第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

１ 地域経営の視点から行政運営を効率化する 

第１節 行財政改革を進める 

行政改革大綱・集中改革プランを実践し、職員の意識改革、行財政の健全化、住民自治と地域協

働のまちづくりの充実を図るとともに、限られた財源と人材を有効に活用し、新たな地域課題に柔

軟に対応できる効率的な行政運営を進めます。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

○用○語○解○説  
集中改革プラン…行財政改革大綱を実効性のあるものにするため、具体的な目標を定め一定期間で集中的に取り組むた

めの行動計画のこと。 

定員適正化計画…集中改革プラン等による職員の適正化の方針を受け、具体的な計画を数値で示したもの。また、職員

数が削減されることに伴う、住民サービスの低下を極力抑えるための方針を示したもの。 126 127 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

 
２)行政事務の改善   権限移譲によりさまざまな事

務事業が増大する反面、組織

のスリム化が求められ職員が

削減されていきます。そのた

め、事務の効率化と支出の無

駄を省く必要があり、町で実

施している事務事業を見直し

ていかなければなりません。 
 本町は、特に高齢化率が高い
ことから、住民目線に立った

住民サービスの提供と環境の

整備が求められています。そ

のため、今後も住民票・印鑑

証明の休日交付（要予約）な

どを継続して実施していきま

す。 
 全国的にブロードバンド化が
進む中で、町による情報発信

並びに行政サービスの電子化

を進めていかなければなりま

せん。 
 公共施設を活用したデイサー
ビス事業など、行政と民間事

業者が連携して高齢者対策を

実施しています。地域協働の

まちづくり活動への助成につ

いてはまちづくり協議会への

補助金の交付という形で行っ

ています。 
 指定管理者制度＊を導入し、民

間活力を活用する取り組みを

行っています。 

  増大する事務事業について、費
用対効果や必要性を評価し、事

務事業の拡充または統廃合を進

めます。 
 住民サービス向上に向けた取り
組みを検討します。 

 電子自治体の構築に向け、社会
情勢に則した環境を整備すると

ともに急速に進むＩＴ化に対応

できる人材を育成します。 
 実施（事業）計画を策定し、財
政計画や行政評価と連動させ、

年度毎の弾力的な事業計画の見

直しなど、計画の進行管理を行

います。 
 地域の活性化をめざし、現在使
用されていない施設を活用し、

指定管理者制度など民間のノウ

ハウと活力を生かした官民連携

事業を推進します。 
 民間の優れた経営力、情報力な
どを活用し行政責任の領域と行

政の関与の必要性を十分見極め

ながら民間活力の活用を推進し

ます。 

 ①行政評価制度と事業の見直し 
毎年行われる事務事業評価や長期

総合計画と連動した進行管理により

事業の見直しを進めるとともに効率

的な行政事務、住民サービスの提供に

努めます。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

役場の仕事の効率の良さや

丁寧さなどに「満足」「やや

満足」と回答した人の割合

（％） 

    行財政運営が適切に行わ

れているか注視します。 
 

 
     
     
    事業者の役割  
    行財政運営が適切に行わ

れているか注視します。 
 現況値(H23) 目標値(H28) 

      ２９.８ ６０.０ 

   ②窓口業務の改善 
窓口業務の利便性の向上を図りま

す。 

  住民票・印鑑証明の休日交

付申請件数（件）       
      実績値(H22) 目標値(H28) 

       ２２ 制度維持継続 

   ③電子自治体の構築 
費用対効果を考慮しながら、業務の

円滑化・住民サービスの向上をめざし

必要なシステムの導入を図るととも

に、電子化に的確に対応できる人材を

情報担当、各課担当の双方で育成しま

す。 

   eLTAX＊を利用した申告

者の割合（％）       
      実績値(H22) 目標値(H28) 

      １７.４ ２５.０ 

      指定管理者制度の実施件数

（件）       
      現況値(H23) 目標値(H28) 

       ４ ５ 

   ④総合計画の進行管理 
財政計画や行政評価制度の運用と

連動し、事業の効率化や拡充・縮減な

どの進行管理の強化に努めます。 

     

        

        

        

         

   ⑤民間活力の導入と活用 
指定管理者制度など民間のノウハ

ウと活力を生かした官民連携事業を

推進します。 

     

        

        
        
         

            
 
 
 
 
  

 
第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

○用○語○解○説  
指定管理者制度…地方公共団体やその外郭団体に限定していた公の施設の管理・運営を、株式会社をはじめとした営利

企業・財団法人・ＮＰＯ法人・市民グループなど法人その他の団体に包括的に代行させることができる（行政処分

であり委託ではない）制度である。 
 
ｅＬＴＡＸ…eLTAXとは、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムである。「エルタッ

クス」と読む。 128 129 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
３)職員の育成   人材育成については、人材育

成基本方針を策定し積極的に

取り組んでいます。 
 地域資源を効果的に活用し、
経費を削減するなどのコスト

意識の定着と自主的な能力向

上に向けた自己啓発を推奨し

ていかなければなりません。 
 人事考課を通し、共通認識と
相互理解を職員間で形成し、

職員の士気の向上、公務能率

の増進、さらに組織全体の成

長に結びつけることを目的と

した相互育成型の人事考課制

度を確立していかなければな

りません。 

  人材育成基本方針を定期的に見
直し、実効あるものに修正する

とともに、研修の効果を見定め

ながらさまざまな研修の機会と

環境を職員に提供します。 
 職員の研修にあたっては、公務
員としての倫理意識や専門知識

の向上並びに経営感覚を醸成す

ることで、全員が経営感覚をも

って職務に当たることをめざし

ます。 
 本町の実情に応じた相互育成型
の人事考課制度を構築すること

で、職員の資質向上や能力開発

などを図り、考課結果を給与制

度の中に反映できるよう努めま

す。 

 ①職員の研修 
人材育成基本方針並びに紀美野町

研修計画に基づき、積極的に職員研修

を推進することで、職員の能力や資質

の向上を促し住民に信頼される職員

の育成に努めます。 

 住民の役割  
職員研修の実施回数     職員の研修の必要性を理

解し、職員の成長を注視

します。 

 
     現況値(H23) 目標値(H28) 

     全体研修  

3研修 

専門研修  

10研修 

全体研修  

3研修 

専門研修  

12研修 

    事業者の役割  
    職員の研修の必要性を理

解し、職員の成長を注視

します。 

 
      
   ②職員の人事諸制度の充実 

組織の能率的運営を確保するため、

職員の能力・実績をできる限り的確に

把握する町の実情に即した人事考課

制度の構築に努めます。 

  職員が各種研修を受けた延

べ人数（人）       
      現況値(H23) 目標値(H28) 

      ５８０ ６５０ 

       
        
        
        

 
  

 
第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

130 131 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)財政基盤の安定化   当町の財政構造は、自主財源

割合は約２０％（うち地方税約

１１％）と低調であり、一方、

地方交付税の割合は約５０％

と極めて高い比率を占めるな

ど、依存財源に大きく左右さ

れる脆弱な財政基盤構造とな

っています。 
 高齢化の進行や社会保障の拡
充により、扶助費や国民健康

保険および介護保険会計に対

する繰出金の増加や、広域で

のごみ処理施設等の建設に伴

う負担が懸念されます。 
 地方債の発行額は、合併後を
ピークとして地方債残高が緩

やかに下降していますが、将

来的な設備更新事業など多額

の負担が懸念されます。 
 商工業者の経営に対する補助
的な支援となる事業に取り組

み、活気ある事業所となるよ

うに努めています。 

  自主財源確保のため、町税の口
座振替をパンフレットや広報等

で推進し、徴収率の向上に努力

します。 
 社会経済情勢の変化に伴い、住
民の要望の多様化・高度化によ

る行政需要が高まる中、絶えず

正確な情報収集、分析に努め、

持続可能な財政構造を確立しま

す。 
 限られた財源を真に必要な事業
に投入できるよう、事業の「選

択と集中」を図ります。 
 地方債繰上償還や新規地方債の
発行の抑制等により、公債費の

削減に取り組みます。 

 ①財源の確保 
景気の低迷している町内商工業者

の経営基盤の強化や新たな支援策を

講じて、地域活性化を推進し税収の確

保に努めます。 

 住民の役割  
経常収支比率✻（％）     行財政運営が適切に行わ

れているか注視します。

行政サービスにおける適

切な受益者負担への理解

と協力を進めます。また、

納税に努めます。 

 
     現況値(H22) 目標値(H28) 

     ８５.７ ９０.０ 

     
地方債残高✻（百万円）       

   ②経費の節減 
集中改革プランや定員適正化計画

に基づき経費の節減に努めるととも

に、事務事業評価や長期総合計画によ

り事業の適否評価について常に判断

をすることで、行政コストの削減に努

めます。 

  現況値(H22) 目標値(H28) 

    事業者の役割  １１,２５３ ９,８００ 

    行財政運営が適切に行わ

れているか注視します。

また、納税に努めます。 

 
      

      

       

       
       
   ③受益者負担の適正化 

事業の公共性や政策的側面を考慮

しながら、受益と費用負担のバランス

を検討し、受益者負担の適正化を進め

ます。 

    

       

       
       
       
        
        
        
        

           
           
 
  

 

２ 財政運営の健全化に努める 

自主財源の確保に努めるとともに、経常経費の削減、職員の意識改革、受益者負担の適正化を進

め、財政の健全化を図ります。また、行政コスト削減に結びつく民間活力の効果的な活用を進めま

す。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

○用○語○解○説  
経常収支比率…経常収支比率とは、資金収支表である資金繰り表などの経常収入に対する経常支出の割合のことで、経

常収支比率が１００％の時が、現金収入と現金支出が釣り合っている状態であり、経常収支比率は企業の資金繰り

の状態を示す重要な財務指標の１つで、経常収支比率は、財務分析の安全性分析手法でもある。 

地方債残高…地方債（ちほうさい）は、普通地方公共団体が発行する公債である。債務の履行が一般会計年度を越えて

行われるものであり、証書借入れ、地方債証券、振替地方債の３つの方式がある。地方自治法に基づき地方財政法

で規定される。なお、会計年度内において償還されるものは「一時借入金」と呼ばれ、地方債とは区別される。 132 133 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

           
２)財政運営の適正化   財政援助団体等監査で指摘を

受け、団体への補助金の見直し

を行う必要があります。 
 人口減少、高齢化などにより、
公的事業の収支が厳しくなっ

ており、経営健全化に向けた取

り組みが求められています。 
 ふれあい公園の開園以来、施設
整備の充実や各種イベントの

開催により、町の観光拠点とし

てのＰＲを積極的に行い集客

に努めています。 

  実施計画を策定し、基本計画と
予算の連動を図ります。 

 団体補助金の見直し、まちづく
り交付金制度の検討など、地域

の活性化に資する補助金などの

適正化を図ります。 
 国民健康保険、国保診療所、後
期高齢者医療、農業集落排水、

上水道など公的運営事業の健全

化に努めます。 
 ふれあい公園の運営について、
より充実したサービスを提供

し、集客力を高め、使用料等収

入の増加を図ります。 

 ①公的運営事業等の健全化 
自主財源の確保に努めるため、事業

の適否や効果を検証する行政評価制

度による実施計画を予算編成に連動

させるとともに、公的運営事業等が健

全かつ効率的な経営が継続できるよ

う収支のバランスのとれた財政運営

の適正化に努めます。 

 住民の役割  
実質公債費比率＊（％）     行財政運営が適切に行わ

れているか注視します。 
 

     現況値(H23) 目標値(H28) 

     
１５.６ 

１７.９ 

（推計）     事業者の役割  
 
 

 
 

 
 

 
 
行財政運営が適切に行わ

れているか注視します。 
 
  

     
         

   ②財政情報の提供 
町の財政状況への理解を深めても

らうため、わかりやすい財政状況の情

報提供や予算書等の作成と公表に努

めます。 

     

        
        
        
        

            
 
  

 
第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

○用○語○解○説  
実質公債費比率…実質的な公債費（地方債の元利償還金）が財政に及ぼす負担を表す指標。地方税、普通交付税のよう

に使途が特定されておらず、毎年度経常的に収入される財源のうち、公債費や公営企業債に対する繰出金などの公

債費に準ずるものを含めた実質的な公債費相当額（普通交付税が措置されるものを除く）に充当されたものの占め

る割合である。通常、前３年度の平均値を使用する。 134 135 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)広域行政の展開   総合病院、特別養護老人ホー

ム、火葬場、し尿処理の組合

など、町単独では事業展開が

難しい分野を組合や広域連合

により事業に取り組んでいま

す。最近では、ゴミ処理施設

の建設のため、紀の海広域施

設組合を設立しました。また、

消防の広域化に向けた取り組

みが始まっています。 

  消防の広域化の実現に向けて取
り組みます。 

 関係市町村との連携・協力のも
と新たな公共的サービスの広域

事業化について研究・協議を進

めます。 
 

 ①広域圏事業の充実 
住民サービスの低下に繋がること

のないよう、併せて広域行政を行う事

業効果も検証しながら、より効果的な

広域行政を進め新たな公共サービス

の確立をめざします。 

 住民の役割  本町が共同で設置している

広域行政組織数（組織）     広域連携によるまちづく

りや事業への理解を深め

ます。 

 
     現況値(H23) 目標値(H28) 

     8 9 

    事業者の役割   

    広域連携によるまちづく

りや事業への理解を深め

ます。 

 
       

        

         
         

           
           
２)連携事業の推進   和歌山県地方税回収機構での

税金の徴収は、一定の成果が

出てきています。 

 観光協会との連携で、町内の
観光地等をアピールすること

で、日帰り観光客の増員に繋

がっています。 

 ながみね農業協同組合と連携
した「農産物出荷サポート事

業」では、４６名の農家に所

得向上をもたらしています。 

 和歌山大学との協働による空
き家調査などを行ってきまし

たが、今後も大学等と連携し

課題に対する調査・研究を進

めていく必要があります。 

 郵便事業株式会社とは道路等
への不法投棄情報、災害時の

相互協力、在宅福祉支援サー

ビスの協定を結んでいます。

また、食品組合とは、災害時

に食品の保存等の指導につい

ての協定を結んでいます。 

  近隣市町や各種団体と情報交換
を行い、共通する課題を把握す

ることで地域の実情に応じた弾

力的な連携を推進し、公共事業

の効率化と町民サービスの向上

に努めます。 

 ①幅広い共通課題への対応 
関連事業に係る経費負担や人員等

の財政的負担について充分に検討を

加え、住民のニーズに応じた連携のあ

り方を模索し、相互に共通する課題に

対応するための連携事業を進めます。 

 住民の役割  企業・大学と連携して取り

組んでいる事業件数（件）     広域連携によるまちづく

りや事業への理解を深め

ます。 

 
     現況値(H23) 目標値(H28) 

     2 4 

    事業者の役割    

    広域連携によるまちづく

りや事業への理解を深め

ます。 

   

        

        

         
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

 

３ 広域的な連携を進める 

地域振興に有効な広域行政を進めるとともに、多様な地域課題に対応するため、広域圏や県域の

枠を越えた幅広い連携事業を進めます。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 
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資料
編

審議会

委員名簿

策定過程



 
１．審議会 
 
（１）諮問書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
（２）答申書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

紀 企 第 ４３３ 号 

平成２３年１１月１日 

 

 紀美野町長期総合計画審議会 

  会 長  根来 平  様 

 

                  紀美野町長 寺本 光嘉 

 

   第１次紀美野町長期総合計画・後期基本計画について（諮問） 

 

 

 「第１次紀美野町長期総合計画・後期基本計画」を定めたいので、

紀美野町長期総合計画審議会条例（平成18年1月1日条例第7号）第２条

の規定により、貴審議会の意見を求めます。 

 

 

 
                             平成２３年１２月７日 

 

紀美野町長 寺本 光嘉 様 

 

紀美野町長期総合計画審議会 

 

会 長   根来  平 

 

 

第1次紀美野町長期総合計画・後期基本計画について（答申） 

 

平成２３年１１月１日付紀企第４３３号により当審議会に諮問のあった「第１次

紀美野町長期総合計画・後期基本計画（案）」については、妥当なものと認め、次

の通り付帯意見を付して答申する。なお、現下の財政事情など非常に厳しい状況に

あるが、審議の過程で各委員から出された多くの意見や提案、また、計画の策定に

あたって実施した町民アンケート調査結果を尊重するとともに、前期基本計画の内

容を十分に検証した結果を踏まえ、後期基本計画に基づく実施計画において、施策

が確実に推進されるよう要望する。 

 

 

記 

 

１ 後期基本計画の推進にあたっては、町民の理解と協力、積極的な

参加が必要であり、長期総合計画後期基本計画の意義を十分認識し、

内容を分析するとともに、町民主体のまちづくりを積極的に推進す

ること。 

２ 計画内容を確実に推進するために行政の組織体制を整備し、より

連携を密にして全庁的に取り組むこと。 

３ 各種施策、事業の実施にあたっては、健全な財政運営を基本とし、

重点的かつ効率的な事業展開を図るとともに、地域の特徴を生かし

た特色ある事業の実施に努めること。 

４ 行政ニーズの多様化や社会情勢の変化などに適確に対応するた

め、必要に応じた弾力的な運用や計画の見直しを図ること。 
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２．委員名簿 
 

  氏 名 役 職 等 

会 長 根来 平 区長連絡協議会 会長 

副会長 田尻 章 文化協会 会長 

副会長 嶋田 惠美子 まちづくり推進協議会 会長 

委 員 岩橋 良彦 有識経験者 

委 員 岡地 英紀 ＰＴＡ連合会 会長 

委 員 岡本 眞和 ながみね農業協同組合 代表理事 

委 員 桑添 育子 母子保健推進委員 会長 

委 員 坂本 健明 体育協会 理事長 

委 員 新谷垣内 悦子 更生保護女性会 会長 

委 員 竹内 隆 貴志川漁業協同組合 組合長 

委 員 田渕 晴民 民生児童委員協議会 会長 

委 員 潰崎 泰彦 教育委員会 委員長 

委 員 寺中 萬喜子 生石加工グループ 会長 

委 員 栃谷 宜呂 老人クラブ連合会 会長 

委 員 中村 修史 商工会・町観光協会 会長 

委 員 平井 二嗣 きみの定住を支援する会 会長 

委 員 曲里 哲治 農業委員会 会長 

委 員 松本 惠津子 有識経験者 

委 員 松本 守信 有識経験者 

委 員 美野 勝男 和海森林組合 組合長 

委 員 向井 紀弘 シルバー人材センター 副理事長 

委 員 森下 誠 人権委員会 会長 

委 員 森谷 泰文 有識経験者 

委 員 若林 豊 有識経験者 

   
  

（委員の氏名は５０音順、敬称略） 
 

 
３．策定過程 
 

日  時 項  目 内  容 
平成２３年 
４月～６月 

・策定体制の準備 庁内策定組織、策定方針等 

５月１８日 ・策定本部の設置 １６部会 

６月１５日 ・策定本部会総会 
  第１回策定本部部会長会議 
  第１回策定委員会会議 

策定体制、スケジュール等について 

６月２４日 ・オリエンテーション 職員に対して計画策定の考え方や推進体制、

スケジュールについての研修 

６月３０日 ・第２回策定委員会会議 各種調査シートの説明等 

６月～７月 ・職員提言シート調査の実施 職員からのまちづくり提言 

・総括シート等の作成 前期基本計画の検証と後期基本計画におけ

る課題と方向性についての検討 

８月～９月 ・町民アンケート調査の実施 １８歳以上の町民４,０００名抽出 
(有効回答：１,７８１名） 

・各種団体調査アンケート調査の

実施 
各種団体からのまちづくり提言収集 
（１５団体） 

７月２９日 
   ～８月１０日 

・第１回策定本部会ヒアリング 総括シートに基づく、これまでの成果及び今

後の課題と方向性についての確認と協議 

９月～１０月 ・町民アンケート調査、職員提言

シート、総括シート等の集計・

整理 

  

１０月 ・長期総合計画審議会設立準備   

１０月３日～１１日 ・第２回策定本部会ヒアリング 後期基本計画素案の課題や方向性の確認 

１０月２８日 ・第２回策定本部部会長会議 後期基本計画素案の検討、協議 

１１月１日 ・第１回長期総合計画審議会 委嘱状の交付、委員長の選出、諮問 

１１月２１日 ・第２回長期総合計画審議会 後期基本計画施策の審議 

１２月７日 ・第３回長期総合計画審議会 後期基本計画案について答申 

平成２４年 
１月１０日～１６日 

・第３回策定本部会ヒアリング 後期基本計画の実施計画策定の協議 

１月～３月 ・後期基本計画案の調整   

３月 ・第３回策定本部部会長会議 第１次紀美野町長期総合計画 
後期基本計画の確定 
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